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第 1 号議案 令和 6 年度　福 井 県 一 般 会 計 予 算

　令和 6 年度福井県の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 504,695,017千円と定める。　

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算｣ による。

（継続費）

第 2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第 1 項の規定による継続費の経費の総額および年割額は、「第 2 表継続費」による。

（債務負担行為）

第 3 条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間および限度額は、「第 3 表債務負担行為」

による。

（地方債）

第 4 条　地方自治法第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方

法は、「第 4 表地方債」による。

（一時借入金）

第 5 条　地方自治法第235条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、65,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 6 条　地方自治法第220条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

　定める。

⑴　各項に計上した給料、報酬、職員手当および共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

第 1号議案　令和 6 年度福井県一般会計予算 1



　項の間の流用

⑵　第13款諸支出金各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用

	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治

第 1号議案　令和 6 年度福井県一般会計予算 2



歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）第１表

款 項 金　　　　　　　　額

県税１１         113300,,660099,,667733

県民税      31,164,572１１

事業税      34,581,533２２

地方消費税      27,033,552３３

不動産取得税       1,915,557４４

県たばこ税         850,206５５

ゴルフ場利用税         211,900６６

軽油引取税       7,127,858７７

自動車税      12,744,425８８

鉱区税           1,531９９

固定資産税       1,348,5431100

狩猟税           9,0421111

核燃料税      13,620,9541122

地方消費税清算金２２           4400,,662200,,449988

地方消費税清算金      40,620,498１１

地方譲与税３３           1155,,887788,,883322

第１号議案 令和 6年度福井県一般会計予算 33第 1 号議案　令和 6 年度福井県一般会計予算



項 金　　　　　　　　額款

特別法人事業譲与税      14,193,950１１

地方揮発油譲与税       1,421,066２２

石油ガス譲与税          51,041３３

自動車重量譲与税         138,584４４

地方道路譲与税               1５５

森林環境譲与税          73,904６６

航空機燃料譲与税             286７７

地方特例交付金４４             22,,882266,,000000

地方特例交付金       2,826,000１１

地方交付税５５         113333,,001155,,000000

地方交付税     133,015,000１１

交通安全対策特別交付金６６                 115500,,000000

交通安全対策特別交付金         150,000１１

分担金および負担金７７             11,,992255,,552299

負担金       1,925,529１１

使用料および手数料８８             55,,223377,,669944

使用料       4,071,663１１

手数料       1,166,031２２

第１号議案　令和 6年度福井県一般会計予算 4

国庫支出金９９           6622,,116600,,446622

国庫負担金      32,423,353１１

国庫補助金      29,044,935２２

委託金         692,174３３

財産収入1100             11,,777733,,002211

財産運用収入         578,723１１

財産売払収入       1,194,298２２

寄附金1111                 445566,,446699

寄附金         456,469１１

繰入金1122           1155,,999977,,225555

特別会計繰入金         359,673１１

公営企業会計繰入金         151,123２２

基金繰入金      15,486,459３３

繰越金1133             11,,000000,,000000

繰越金       1,000,000１１

諸収入1144           4455,,005577,,558844

延滞金、加算金および過料等          82,602１１

県預金利子             440２２

貸付金元利収入      39,989,197３３
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4第 1 号議案　令和 6 年度福井県一般会計予算



国庫支出金９９           6622,,116600,,446622

国庫負担金      32,423,353１１

国庫補助金      29,044,935２２

委託金         692,174３３

財産収入1100             11,,777733,,002211

財産運用収入         578,723１１

財産売払収入       1,194,298２２

寄附金1111                 445566,,446699

寄附金         456,469１１

繰入金1122           1155,,999977,,225555

特別会計繰入金         359,673１１

公営企業会計繰入金         151,123２２

基金繰入金      15,486,459３３

繰越金1133             11,,000000,,000000

繰越金       1,000,000１１

諸収入1144           4455,,005577,,558844

延滞金、加算金および過料等          82,602１１

県預金利子             440２２

貸付金元利収入      39,989,197３３

第１号議案 令和 6年度福井県一般会計予算 55第 1 号議案　令和 6 年度福井県一般会計予算



項 金　　　　　　　　額款

受託事業収入         491,935４４

収益事業収入       2,000,000５５

利子割精算金収入               1６６

雑入       2,493,409７７

県債1155           4477,,998877,,000000

県債      47,987,000１１

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計         550044,,669955,,001177

第１号議案　令和 6年度福井県一般会計予算 6

歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

議会費１１             11,,003399,,990022

議会費       1,039,902１１

総務費２２           4400,,112233,,227722

総務管理費      13,215,854１１

企画費      15,890,509２２

徴税費       3,074,348３３

市町振興費       5,640,752４４

選挙費          34,112５５

防災費       1,867,131６６

統計調査費         167,450７７

人事委員会費         103,826８８

監査委員費         129,290９９

民生費３３           5511,,113344,,666699

社会福祉費      33,713,160１１

児童福祉費      16,534,483２２

生活保護費         479,137３３
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歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

議会費１１             11,,003399,,990022

議会費       1,039,902１１

総務費２２           4400,,112233,,227722

総務管理費      13,215,854１１

企画費      15,890,509２２

徴税費       3,074,348３３

市町振興費       5,640,752４４

選挙費          34,112５５

防災費       1,867,131６６

統計調査費         167,450７７

人事委員会費         103,826８８

監査委員費         129,290９９

民生費３３           5511,,113344,,666699

社会福祉費      33,713,160１１

児童福祉費      16,534,483２２

生活保護費         479,137３３

第１号議案　令和 6年度福井県一般会計予算 77第 1 号議案　令和 6 年度福井県一般会計予算



項 金　　　　　　　　額款

災害救助費          46,199４４

自然保護費         361,690５５

衛生費４４           2255,,001155,,443377

公衆衛生費      16,454,319１１

環境衛生費       1,643,501２２

保健所費         213,546３３

医薬費       6,704,071４４

労働費５５             11,,992299,,559911

労政費       1,410,065１１

職業訓練費         442,566２２

労働委員会費          76,960３３

農林水産費６６           2288,,000066,,770099

農業費      10,106,964１１

畜産業費         444,156２２

農地費      10,240,780３３

林業費       5,638,243４４

水産業費       1,576,566５５

商工費７７           5544,,229933,,770033
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商業費      44,271,350１１

工鉱業費       7,666,072２２

繊維産業費          24,795３３

観光費       2,331,486４４

土木費８８           5522,,119977,,773300

土木管理費       6,421,389１１

道路橋りょう費      26,344,165２２

河川海岸費      14,374,557３３

港湾費       3,452,724４４

都市計画費       1,071,624５５

住宅費         533,271６６

警察費９９           2255,,000044,,225522

警察管理費      22,717,002１１

警察活動費       2,287,250２２

教育費1100         110011,,886622,,229988

教育総務費      19,806,593１１

小中学校費      40,009,087２２

高等学校費      23,103,443３３

特別支援学校費       8,738,134４４

第１号議案　令和 6年度福井県一般会計予算 9
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商業費      44,271,350１１

工鉱業費       7,666,072２２

繊維産業費          24,795３３

観光費       2,331,486４４

土木費８８           5522,,119977,,773300

土木管理費       6,421,389１１

道路橋りょう費      26,344,165２２

河川海岸費      14,374,557３３

港湾費       3,452,724４４

都市計画費       1,071,624５５

住宅費         533,271６６

警察費９９           2255,,000044,,225522

警察管理費      22,717,002１１

警察活動費       2,287,250２２

教育費1100         110011,,886622,,229988

教育総務費      19,806,593１１

小中学校費      40,009,087２２

高等学校費      23,103,443３３

特別支援学校費       8,738,134４４

第１号議案　令和 6年度福井県一般会計予算 99第 1 号議案　令和 6 年度福井県一般会計予算



項 金　　　　　　　　額款

大学費       4,134,831５５

社会教育費       4,544,396６６

保健体育費       1,525,814７７

災害復旧費1111             66,,117733,,553311

農林水産施設災害復旧費       1,396,813１１

土木施設災害復旧費       4,776,718２２

公債費1122           6655,,884400,,440055

公債費      65,840,405１１

諸支出金1133           5511,,777733,,551188

地方消費税清算金      26,630,786１１

利子割交付金          35,706２２

配当割交付金         754,710３３

株式等譲渡所得割交付金         804,325４４

法人事業税交付金       2,610,012５５

地方消費税交付金      20,396,267６６

ゴルフ場利用税交付金         148,349７７

環境性能割交付金         393,361８８

利子割精算金               2９９
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予備費1144                 330000,,000000

予備費         300,000１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計         550044,,669955,,001177
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予備費1144                 330000,,000000

予備費         300,000１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計         550044,,669955,,001177

第１号議案　令和 6年度福井県一般会計予算 1111第 1 号議案　令和 6 年度福井県一般会計予算



(単位　千円)

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

土木費 道路橋りょう費 橋りょう新設改良費 2, 600 , 000 令和 6年度 20 , 000

令和 7年度 250 , 000

令和 8年度 1, 320 , 000

令和 9年度 1, 010 , 000

第 2 表 継 続 費

一般国道１６２号
小浜市一番町～
　　　　　　雲浜地係
西津橋（仮称）、
大手橋（仮称）

⎧

⎜
⎩

⎧

⎜
⎩
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事 項 期 間 限 度 額

地 方 債 証 券 の 共 同 発 行 に よ っ て 生 ず る 連 帯 債 務 令和 6 年度 ～ 令和16年度 共同発行団体による共同発行の総額から本県の負
担額を控除した額およびこれに対する利子相当額

予 算 編 成 シ ス テ ム 再 構 築 事 業 費 令和 7 年度 58 , 782

県 立 大 学 恐 竜 学 部 （ 仮 称 ） 開 設 事 業 費 令和 7 年度 3, 059 , 826

防 災 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 再 整 備 事 業 費 令和 7 年度 1, 854 , 404

恐 竜 博 物 館 開 館 ２ ５ 周 年 準 備 事 業 費 令和 7 年度 111 , 980

外 国 人 観 光 客 誘 致 拡 大 事 業 費 令和 7 年度 13 , 350

海 外 ク ル ー ズ 客 船 誘 致 拡 大 事 業 費 令和 7 年度 18 , 760

上 海 か ら の 誘 客 促 進 事 業 費 令和 7 年度 19 , 400

多 様 な 宿 泊 施 設 整 備 支 援 事 業 費 令和 7 年度 120 , 000

県 立 音 楽 堂 管 理 運 営 事 業 費 令和 7 年度 ～ 令和10年度 1, 411 , 751

久 々 子 湖 漕 艇 場 コ ー ス 整 備 事 業 費 令和 7 年度 68 , 722

社 会 福 祉 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業 費 令和 7 年度 ～ 令和10年度 224 , 002

ふ くい健康の森（温泉・スポーツ施設）管理運営事業費 令和 7 年度 ～ 令和10年度 1, 523 , 097

総 合 福 祉 相 談 所 機 能 強 化 事 業 費 令和 7 年度 213 , 480

児 童 科 学 館 管 理 運 営 事 業 費 令和 7 年度 ～ 令和10年度 1, 407 , 620

医 師 確 保 修 学 資 金 貸 付 金 令和 7 年度 ～ 令和11年度 108 , 606

第 3 表 債務負担行為 (単位　千円)
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陽 子 線 が ん 治 療 資 金 利 子 補 給 令和 7 年度 ～ 令和11年度 619

ふ く い 健 康 の 森 （ 県 民 健 康 セ ン タ ー ） 管 理 運 営 事 業 費 令和 7 年度 ～ 令和10年度 560 , 200

県 制 度 融 資 利 子 補 給 令和 7 年度 ～ 令和 9 年度 40 , 000

県 制 度 融 資 保 証 料 補 給 令和 7 年度 ～ 令和11年度 148 , 854

県 制 度 融 資 損 失 補 償 令和 6 年度 ～ 令和17年度 94 , 400

勤 労 者 住 宅 資 金 （ 生 活 支 援 分 ） 利 子 補 給 令和 7 年度 ～ 令和11年度 16 , 273

離 転 職 者 等 能 力 開 発 推 進 事 業 費 令和 7 年度 ～ 令和 8 年度 49 , 928

ふ く い 高 度 外 国 人 材 等 活 躍 応 援 事 業 費 令和 7 年度 4, 500

福 井県産業振興施設（サンドーム福井）管理運営事業費 令和 7 年度 ～ 令和10年度 185 , 105

越 前 陶 芸 公 園 管 理 運 営 事 業 費 令和 7 年度 ～ 令和10年度 453 , 949

福 井 県 国 際 交 流 会 館 管 理 運 営 事 業 費 令和 7 年度 ～ 令和10年度 435 , 824

農 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 令和 7 年度 ～ 令和27年度 45 , 525

農 業 経 営 支 援 資 金 利 子 補 給 令和 7 年度 ～ 令和12年度 1, 700

農 地 中 間 管 理 事 業 資 金 借 入 金 損 失 補 償 令和 6 年度 ～ 令和10年度 12 , 000

養 殖 業 生 産 拡 大 支 援 事 業 費 令和 9 年度 ～ 令和15年度 4, 666

漁 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 令和 7 年度 ～ 令和27年度 72 , 051

漁 業 経 営 維 持 安 定 資 金 利 子 補 給 令和 7 年度 ～ 令和16年度 4, 324

水 産 業 振 興 資 金 利 子 補 給 令和 7 年度 ～ 令和11年度 6, 474

事 項 期 間 限 度 額
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新 規 漁 業 就 業 者 定 着 支 援 資 金 貸 付 金 令和 7 年度 ～ 令和 9 年度 8, 820

漁 業 経 営 維 持 安 定 資 金 損 失 補 償 令和 6 年度 ～ 令和17年度 4, 185

林 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 令和 7 年度 ～ 令和22年度 4, 907

土 地 改 良 事 業 費 令和 7 年度 166 , 000

農 地 防 災 事 業 費 令和 7 年度 420 , 000

道 路 新 設 改 良 事 業 費 令和 7 年度 160 , 000

道 路 新 設 改 良 事 業 費 令和 7 年度 ～ 令和 9 年度 200 , 000

橋 り ょ う 新 設 改 良 事 業 費 令和 7 年度 1, 590 , 000

河 川 改 良 事 業 費 令和 7 年度 845 , 000

港 湾 建 設 事 業 費 令和 7 年度 135 , 500

ト リ ム パ ー ク か な づ 整 備 事 業 費 令和 7 年度 86 , 070

公共土木施設災害復旧事業費（令和５年発生災害復旧費） 令和 7 年度 142 , 498

県 立 学 校 施 設 リ フ レ ッ シ ュ 事 業 費 令和 7 年度 1, 237 , 883

県 立 高 校 寮 整 備 事 業 費 令和 7 年度 528 , 358
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(単位　千円)第 4 表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

国際交流事業費 4, 000 普通貸借または
証 券 発 行

7.0％以内 償 還 年 限 3 0 年 以 内

北陸新幹線建設事業費 1, 823 , 000 〃 〃

地域鉄道支援事業費 151 , 000 〃 〃

企画調整事業費 82, 000 〃 〃

生活学習館運営費 88, 000 〃 〃

ふくい健康の森整備費 24, 000 〃 〃

障がい者福祉施設整備事業費 211 , 000 〃 〃

社会福祉センター運営費 11, 000 〃 〃

身体障がい者福祉事業費 50, 000 〃 〃

総合福祉相談所整備費 135 , 000 〃 〃

児童厚生施設費 438 , 000 〃 〃

児童福祉施設整備事業費 120 , 000 〃 〃

児童相談所費 17, 000 〃 〃

市町災害援護資金貸付金 1, 000 〃 〃

自然公園施設整備事業費 39, 000 〃 〃

ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直しを行
った後においては、当該見
直し後の利率

⎧
⎜
⎜⎜
⎩

⎧
⎜
⎜⎜
⎩

（政府資金、その他）
その他の事項
⑴　工事または財政その他の都合により、
　起債額の全部または一部を翌年度に繰延
　起債することができる。
⑵　本債の償還は、毎年度２期に分け各半
　年分を支払う。ただし、１期に満たない
　端数があるときは日割計算による。　
⑶　本債は、その融通条件により変更する
　ことができる。
⑷　財政の都合もしくは政府資金またはそ
　の他の融通条件により、償還年限を変更
　し、または繰上償還し、あるいは低利借
　換することができる。繰上償還は、据置
　期間中にもすることができる。
⑸　本債は、県税、その他の歳入をもって
　償還する。

（うち据置期間５年以内）
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県民健康センター運営費 24, 000 〃 〃

健康福祉センター改修事業費 72, 000 〃 〃

産業人材育成推進費 11, 000 〃 〃

畜産振興事業費 14, 000 〃 〃

土地改良事業費 1, 252 , 000 〃 〃

農地防災事業費 861 , 000 〃 〃

林道事業費 198 , 000 〃 〃

治山事業費 747 , 000 〃 〃

総合グリーンセンター費 92, 000 〃 〃

漁港建設事業費 352 , 000 〃 〃

情報産業集積促進事業費 18, 000 〃 〃

観光施設整備事業費 150 , 000 〃 〃

建築指導費 694 , 000 〃 〃

道路事業費 8, 423 , 000 〃 〃

国直轄道路事業費 6, 583 , 000 〃 〃

河川事業費 4, 268 , 000 〃 〃

国直轄河川事業費 5, 016 , 000 〃 〃

砂防事業費 631 , 000 〃 〃

国直轄砂防事業費 109 , 000 〃 〃

海岸保全事業費 119 , 000 〃 〃

港湾建設事業費 506 , 000 〃 〃

国直轄港湾事業費 1, 267 , 000 〃 〃

街路事業費 138 , 000 〃 〃

公園緑地事業費 23, 000 〃 〃
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車輌等整備費 24, 000 〃 〃

警察署庁舎建設費 1, 638 , 000 〃 〃

交通安全施設整備費 696 , 000 〃 〃

高等学校整備費 6, 455 , 000 〃 〃

特別支援学校整備費 389 , 000 〃 〃

県立大学施設整備費 625 , 000 〃 〃

文化施設整備費 205 , 000 〃 〃

図書館管理費 26, 000 〃 〃

青年の家等管理費 53, 000 〃 〃

体育施設整備費 12, 000 〃 〃

現年発生耕地災害復旧費（公共） 7, 000 〃 〃

現年発生漁港災害復旧費（公共） 59, 000 〃 〃

過年発生治山施設災害復旧費（公共） 8, 000 〃 〃

現年発生治山施設災害復旧費（公共） 29, 000 〃 〃

過年発生河川等災害復旧費（公共） 577 , 000 〃 〃

現年発生河川等災害復旧費（公共） 1, 263 , 000 〃 〃

河川等災害復旧費（県単） 30, 000 〃 〃

ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直しを行
った後においては、当該見
直し後の利率

⎧
⎜
⎜⎜
⎩

⎧
⎜
⎜⎜
⎩

（政府資金、その他）
（うち据置期間５年以内）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

県営住宅建設費 120 , 000 普通貸借または
証 券 発 行

7.0％以内 償 還 年 限 3 0 年 以 内
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現年発生港湾災害復旧費（公共） 97, 000 〃 〃

臨時財政対策債 912 , 000 〃 〃

合 計 47,987,000 

第 1 号議案　令和 6 年度福井県一般会計予算 19





第 2 号議案 令和 6 年度　福 井 県 公 債 管 理 特 別 会 計 予 算

　令和 6 年度福井県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 102,622,290千円と定める。　

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

（地方債）

第 2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方

法、利率および償還の方法は、次表「地方債」による。

　　　　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

借 換 債 27,0 7 0 , 0 0 0

普通貸借または
証　券　発　行

（政府資金、その他）
7 . 0％以内

償還年限 2 0 年以内

（うち据置期間 5年以内）
ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直しを
行った後においては、当該
見直し後の利率

⎧
⎜
⎜⎜
⎩

⎧
⎜
⎜⎜
⎩
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	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治
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歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

繰入金１１           7755,,555522,,229900

一般会計繰入金      65,552,290１１

基金繰入金      10,000,000２２

県債２２           2277,,007700,,000000

県債      27,070,000１１

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計         110022,,662222,,229900

第２号議案　令和 6年度福井県公債管理特別会計予算 323第 2 号議案　令和 6 年度福井県公債管理特別会計予算



歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

公債費１１         110022,,662222,,229900

公債費     102,622,290１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計         110022,,662222,,229900

第２号議案　令和 6年度福井県公債管理特別会計予算 424第 2 号議案　令和 6 年度福井県公債管理特別会計予算



第 3 号議案 令和 6 年度　福井県用品等集中管理事業特別会計予算

　令和 6 年度福井県用品等集中管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 307,064千円と定める。　

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治
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歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

使用料および手数料１１                   6611,,446666

使用料          61,175１１

手数料             291２２

財産収入２２                 119955,,009911

財産売払収入         195,091１１

繰越金３３                         226699

繰越金             269１１

諸収入４４                   5500,,223388

雑入          50,238１１

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計                 330077,,006644

第３号議案　令和 6年度福井県用品等集中管理事業特別会計予算 327第 3 号議案　令和 6 年度福井県用品等集中管理事業特別会計予算



歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

用品等集中管理費１１                 330077,,006644

用品調達費         220,090１１

自動車管理費          36,735２２

文書事務管理費          50,239３３

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計                 330077,,006644
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第 4 号議案 令和 6 年度　福井県災害救助基金特別会計予算

　令和 6 年度福井県災害救助基金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 40,345千円と定める。　

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治

第 4号議案　令和 6 年度福井県災害救助基金特別会計予算 29





歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

財産収入１１                           2211

財産運用収入              21１１

繰入金２２                   4400,,332244

一般会計繰入金          40,324１１

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計                   4400,,334455

第４号議案　令和 6年度福井県災害救助基金特別会計予算 331第 4 号議案　令和 6 年度福井県災害救助基金特別会計予算



歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

民生費１１                   4400,,334455

災害救助基金          40,345１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計                   4400,,334455

第４号議案　令和 6年度福井県災害救助基金特別会計予算 432第 4 号議案　令和 6 年度福井県災害救助基金特別会計予算



第 5 号議案 令和 6 年度　福井県国民健康保険特別会計予算

　令和 6 年度福井県国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 61,532,635千円と定める。　

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治

第 5号議案　令和 6 年度福井県国民健康保険特別会計予算 33





歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

分担金および負担金１１           1166,,995522,,889911

負担金      16,952,891１１

国庫支出金２２           1155,,441122,,554444

国庫負担金      11,114,357１１

国庫補助金       4,298,187２２

前期高齢者交付金３３           2255,,336600,,559944

前期高齢者交付金      25,360,594１１

共同事業交付金４４                 117722,,001144

共同事業交付金         172,014１１

財産収入５５                         221199

財産運用収入             219１１

繰入金６６             33,,663311,,443344

他会計繰入金       3,631,434１１

諸収入７７                     22,,993399

雑入           2,939１１

第５号議案　令和 6年度福井県国民健康保険特別会計予算 335第 5 号議案　令和 6 年度福井県国民健康保険特別会計予算



歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

民生費１１           6611,,553322,,663355

国民健康保険費      61,532,635１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計           6611,,553322,,663355

第５号議案　令和 6年度福井県国民健康保険特別会計予算 3

項 金　　　　　　　　額款

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計           6611,,553322,,663355

第５号議案　令和 6年度福井県国民健康保険特別会計予算 436第 5 号議案　令和 6 年度福井県国民健康保険特別会計予算



歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

民生費１１           6611,,553322,,663355

国民健康保険費      61,532,635１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計           6611,,553322,,663355

第５号議案　令和 6年度福井県国民健康保険特別会計予算 337第 5 号議案　令和 6 年度福井県国民健康保険特別会計予算





第 6 号議案 令和 6 年度　福井県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

　令和 6 年度福井県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 94,238千円と定める。　

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

（債務負担行為）

第 2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間および限度額は、

次表「債務負担行為」による。

　　　　債 務 負 担 行 為

事 項 期 間 限 度 額

千円
母子福祉資金貸付金 令和 7年度～令和11年度 22,7 3 5

父子福祉資金貸付金 令和 7年度～令和11年度 17,7 1 2

寡婦福祉資金貸付金 令和 7年度～令和11年度 13,4 2 8

第 6 号議案　令和 6 年度福井県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 39



	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治

第 6号議案　令和 6 年度福井県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 40



歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

財産収入１１                             77

財産運用収入               7１１

繰入金２２                     11,,666600

一般会計繰入金           1,660１１

繰越金３３                   4433,,669988

繰越金          43,698１１

諸収入４４                   4488,,887733

貸付金元利収入          48,762１１

雑入             111２２

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計                   9944,,223388

第６号議案　令和 6年度福井県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 341第 6 号議案　令和 6 年度福井県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算



歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

民生費１１                   9944,,223388

母子父子寡婦福祉資金貸付金          94,238１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計                   9944,,223388

第６号議案　令和 6年度福井県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 442第 6 号議案　令和 6 年度福井県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算



第 7 号議案

　令和 6 年度福井県営産業団地整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 247,682千円と定める。　

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

（債務負担行為）

第 2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間および限度額は、

次表「債務負担行為」による。

　　　　債 務 負 担 行 為

事 項 期 間 限 度 額

千円
県営産業団地整備事業費 令和 7年度 250, 1 4 5

（地方債）

第 3 条　地方自治法第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方

法は、次表「地方債」による。

令和 6 年度　福井県営産業団地整備事業特別会計予算

第 7 号議案　令和 6 年度福井県営産業団地整備事業特別会計予算 43



	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治

　　　　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

県営産業団地整備
事 業 費 162, 0 0 0

普通貸借または
証　券　発　行

（政府資金、その他） 7 . 0％以内
償還年限 3 0 年以内

（うち据置期間 5年以内）
ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直しを
行った後においては、当該
見直し後の利率

⎧
⎜
⎜⎜
⎩

⎧
⎜
⎜⎜
⎩

第 7 号議案　令和 6 年度福井県営産業団地整備事業特別会計予算 44



歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

繰入金１１                     44,,558899

一般会計繰入金           4,589１１

諸収入２２                   8811,,009933

雑入          81,093１１

県債３３                 116622,,000000

県債         162,000１１

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計                 224477,,668822

第７号議案　令和 6年度福井県県営産業団地整備事業特別会計予算 345第 7 号議案　令和 6 年度福井県営産業団地整備事業特別会計予算



歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

商工費１１                 224477,,668822

県営産業団地整備費         247,682１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計                 224477,,668822

第７号議案　令和 6年度福井県県営産業団地整備事業特別会計予算 446第 7 号議案　令和 6 年度福井県営産業団地整備事業特別会計予算



第 8 号議案 令和 6 年度　福井県中小企業支援資金貸付金特別会計予算

　令和 6 年度福井県中小企業支援資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,350,572千円と定める。　

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

（地方債）

第 2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方

法、利率および償還の方法は、次表「地方債」による。

　　　　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

中 小 企 業 高 度 化
資 金 貸 付 金 575, 9 7 1

普通貸借または
証　券　発　行

（政府資金、その他） 7 . 0％以内
償還年限 3 0 年以内

（うち据置期間 5年以内）
ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直しを
行った後においては、当該
見直し後の利率

⎧
⎜
⎜⎜
⎩

⎧
⎜
⎜⎜
⎩

第 8 号議案　令和 6 年度福井県中小企業支援資金貸付金特別会計予算 47



	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治

第 8 号議案　令和 6 年度福井県中小企業支援資金貸付金特別会計予算 48



歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

財産収入１１                             33

財産運用収入               3１１

繰入金２２                   7722,,443355

一般会計繰入金          72,435１１

諸収入３３                 770022,,116633

貸付金元利収入         702,163１１

県債４４                 557755,,997711

県債         575,971１１

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計             11,,335500,,557722

第８号議案　令和 6年度福井県中小企業支援資金貸付金特別会計予算 349第 8 号議案　令和 6 年度福井県中小企業支援資金貸付金特別会計予算



歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

商工費１１             11,,335500,,557722

中小企業支援資金貸付金       1,350,572１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計             11,,335500,,557722

第８号議案　令和 6年度福井県中小企業支援資金貸付金特別会計予算 450第 8 号議案　令和 6 年度福井県中小企業支援資金貸付金特別会計予算



第 9 号議案 令和 6 年度　福井県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算

　令和 6 年度福井県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 100,227千円と定める。　

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治

第 9号議案　令和 6 年度福井県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算 51





歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

財産収入１１                           1177

財産運用収入              17１１

繰入金２２                         113322

一般会計繰入金             132１１

繰越金３３                   9955,,998800

繰越金          95,980１１

諸収入４４                     44,,009988

貸付金元利収入           4,098１１

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計                 110000,,222277

第９号議案　令和 6年度福井県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算 353第 9 号議案　令和 6 年度福井県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算



歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

農林水産費１１                 110000,,222277

沿岸漁業改善資金貸付金         100,227１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計                 110000,,222277

第９号議案　令和 6年度福井県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算 454第 9 号議案　令和 6 年度福井県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算



第10号議案 令和 6 年度　福井県林業改善資金貸付金特別会計予算

　令和 6 年度福井県林業改善資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 85,563千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治

第10号議案　令和 6 年度福井県林業改善資金貸付金特別会計予算 55





歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

繰入金１１                         449900

一般会計繰入金             490１１

繰越金２２                   7744,,884466

繰越金          74,846１１

諸収入３３                   1100,,222277

貸付金元利収入          10,227１１

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計                   8855,,556633

第10号議案　令和 6年度福井県林業改善資金貸付金特別会計予算 357第10号議案　令和 6 年度福井県林業改善資金貸付金特別会計予算



歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

農林水産費１１                   8855,,556633

林業改善資金貸付金          85,563１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計                   8855,,556633

第10号議案　令和 6年度福井県林業改善資金貸付金特別会計予算 458第10号議案　令和 6 年度福井県林業改善資金貸付金特別会計予算



第11号議案 令和 6 年度　福 井 県 県 有 林 事 業 特 別 会 計 予 算

　令和 6 年度福井県県有林事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,210,502千円と定める。　

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治

第11号議案　令和 6 年度福井県県有林事業特別会計予算 59





歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

使用料および手数料１１                           7711

使用料              71１１

国庫支出金２２                 223311,,886677

国庫補助金         231,867１１

財産収入３３                 115500,,669900

財産売払収入         150,690１１

繰入金４４                 882277,,887744

一般会計繰入金         827,874１１

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計             11,,221100,,550022
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歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

農林水産費１１             11,,221100,,550022

県有林費       1,210,502１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計             11,,221100,,550022
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　令和 6 年度福井県駐車場整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 206,405千円と定める。　

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

（地方債）

第 2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方

法、利率および償還の方法は、次表「地方債」による。

　　　　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

福 井 駅 西 口 地 下
駐車場整備事業費 28,0 0 0

普通貸借または
証　券　発　行

（政府資金、その他） 7 . 0％以内
償還年限 3 0 年以内

（うち据置期間 5年以内）
ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直しを
行った後においては、当該
見直し後の利率

⎧
⎜
⎜⎜
⎩

⎧
⎜
⎜⎜
⎩
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第12号議案　令和 6 年度福井県駐車場整備事業特別会計予算 63



	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治
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歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

使用料および手数料１１                   9966,,220088

使用料          96,208１１

繰入金２２                   8822,,119977

一般会計繰入金          82,197１１

県債３３                   2288,,000000

県債          28,000１１

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計                 220066,,440055
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歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

土木費１１                 220066,,440055

駐車場整備費         206,405１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計                 220066,,440055
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　令和 6 年度福井県港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,787,499千円と定める。　

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

（継続費）

第 2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額および年割額は、次表「継続費」による。

　　　　継　続　費

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

土 木 費 港 湾 費 敦賀港港湾整備事業
費

千円 令和 6年度 千円

1,70 0 , 0 0 0
5 1 0 , 0 0 0

令和 7年度 760, 0 0 0

令和 8年度 430, 0 0 0

（地方債）

第 3 条　地方自治法第230条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方

法は、次表「地方債」による。
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　　　　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

港湾施設整備事業費 2,20 2 , 0 0 0

普通貸借または
証　券　発　行

（政府資金、その他）
7 . 0％以内

償還年限 3 0 年以内

（うち据置期間 5年以内）
ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直しを
行った後においては、当該
見直し後の利率

⎧
⎜
⎜⎜
⎩

⎧
⎜
⎜⎜
⎩

	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治
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歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

使用料および手数料１１                 443300,,771166

使用料         430,716１１

財産収入２２                   3344,,220000

財産売払収入          34,200１１

繰入金３３                 887733,,558833

一般会計繰入金         873,583１１

諸収入４４                 224477,,000000

雑入         247,000１１

県債５５             22,,220022,,000000

県債       2,202,000１１

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計             33,,778877,,449999
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歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

土木費１１             33,,778877,,449999

港湾費       3,787,499１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計             33,,778877,,449999
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第14号議案 令和 6 年度　福 井 県 証 紙 特 別 会 計 予 算

　令和 6 年度福井県証紙特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,763,430千円と定める。

2 　歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、「別表歳入歳出予算｣ による。

	 令 和	 6 	年	 2 	月	13	日 提 出

	 福 井 県 知 事	 杉　　　本　　　達　　　治

第14号議案　令和 6 年度福井県証紙特別会計予算 71





歳入歳出予算 歳　　　　　　　　　　入 （単位　千円）別　表

款 項 金　　　　　　　　額

繰越金１１                 330000,,000000

繰越金         300,000１１

証紙収入２２             11,,446633,,443300

証紙収入       1,463,430１１

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計             11,,776633,,443300
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歳　　　　　　　　　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　　　額

総務費１１             11,,776633,,443300

証紙       1,763,430１１

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計             11,,776633,,443300
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第15号 議 案 令和 6 年度　   福 井 県 病 院 事 業 会 計 予 算

（総　則）

第 1 条　令和 6 年度福井県病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量） 

第 2 条　業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 病 床 数

県 立 病 院 県立すこやかシルバー病院 計

759床 100床 859床

⑵ 年 間 患 者 数

県 立 病 院 県立すこやかシルバー病院 計

入院 208,853人 30,781人 239,634人

外来 254,575人 7,922人 262,497人

⑶ 1 日平均患者数

県 立 病 院 県立すこやかシルバー病院 計

入院 572人 84人 656人

外来 1,043人 32人 1,075人

⑷ 主な建設改良事業

セキュリティ対策強化・ネットワーク更新 686,114千円

陽子線がん治療センター治療装置更新 278,300千円
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中 央 監 視 装 置 更 新 192,685千円

（収益的収入および支出）

第 3 条　収益的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入

第 1 款 病 院 事 業 収 益 26,687,699千円

  第 1 項 医 業 収 益 22,298,658千円

  第 2 項 医 業 外 収 益 3,736,020千円

  第 3 項 特 別 利 益 653,021千円

支　　　　　　　　出

第 1 款 病 院 事 業 費 用 25,984,402千円

  第 1 項 医 業 費 用 25,392,624千円

  第 2 項 医 業 外 費 用 591,778千円

（資本的収入および支出）

第 4 条　資本的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,494,006千円は、

損益勘定留保資金 2,494,006千円で補てんするものとする。）。

収　　　　　　　　入

第 1 款 資 本 的 収 入 4,433,575千円

  第 1 項 企 業 債 2,337,000千円

  第 2 項 医 師 公 舎 敷 金 返 還 金 2,784千円

  第 3 項 繰 入 金 2,091,674千円
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  第 4 項 国 庫 補 助 金 1,217千円

  第 5 項 そ の 他 資 本 的 収 入 900千円

支　　　　　　　　出

第 1 款 資 本 的 支 出 6,927,581千円

  第 1 項 建 設 改 良 費 2,583,300千円

  第 2 項 企 業 債 償 還 金 3,340,543千円

  第 3 項 投 資 1,003,738千円

（債務負担行為）

第 5 条　債務負担行為をすることができる事項、期間および限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額
県 立 病 院 建 設 事 業

（患者総合支援センター整備2期工事） 令和 7 年度 6 3 , 4 8 6 千円

（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限  度  額 起債の方法 利   率 償還の方法
県 立 病 院
施 設 改 良 事 業 789,000千円 普通貸借または

証 券 発 行
7.0％以内 償還年限 30年以内

器 械 備 品 1,548,000千円 〃 〃 償還年限10年以内

（ 政 府 資 金 、そ の 他 ）

（うち据置期間５年以内）

⎧
⎜
⎜
⎜
⎩

ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直しを行
った後においては、当該見
直し後の利率 ⎧

⎜
⎜
⎜
⎩

（うち据置期間１年以内）
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（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、1,100,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　（1）医業外費用に計上した消費税および地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における医業費用からの流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

⑴ 職 員 給 与 費 11,022,489千円

⑵ 交 際 費 50千円

（たな卸資産購入限度額）

第10条　たな卸資産の購入限度額は、4,304,608千円と定める。

その他の事項
⑴　工事またはその他の都合により、起債額の　
　全部または一部を翌年度に繰延起債すること　
　ができる。
⑵　本債の償還は、毎年度２期に分け、各半年　
　分を支払う。ただし、１期に満たない端数が　
　あるときは、日割計算による。
⑶　本債は、その融通条件により変更すること　
　ができる。

⑷　企業財政の都合もしくは政府資金またはそ
　の他の融通条件により、償還年限を変更し、
　または繰上償還し、あるいは低利借換するこ
　とができる。繰上償還は、据置期間中にもす
　ることができる。
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 令 和 6  年 2  月 13 日 提 出

 福 井 県 知 事 杉　　　本　　　達　　　治

第15号議案　令和 6 年度福井県病院事業会計予算 79





（総　則）

第 1 条　令和 6 年度福井県臨海工業用地等造成事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量） 

第 2 条　業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 主要な建設改良事業 付 帯 工 事 費  408,741千円

（収益的収入および支出）

第 3 条　収益的収入の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入

第 1款 造 成 事 業 収 益 1,536千円

  第 1 項 営 業 外 収 益 1,536千円

（資本的収入および支出）

第 4 条　資本的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的支出のうち福井臨海工業用地等造成事業費 576,406千円は、

土地造成積立金を取り崩し、なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 632,064千円は、過年度分損益勘定留保資金で補

てんするものとする。）。

収　　　　　　　　入

第 1款 資 本 的 収 入 54,857千円

  第 1 項 貸 付 金 返 還 金 54,857千円

第16号議案 令和 6 年度　 福井県臨海工業用地等造成事業会計予算

第16号議案　令和 6 年度福井県臨海工業用地等造成事業会計予算 81



支　　　　　　　　出

第 1款 資 本 的 支 出 1,263,327千円

  第 1 項 福井臨海工業用地等
造 成 事 業 費 1,263,327千円

（債務負担行為）

第 5 条　債務負担行為をすることができる事項、期間および限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

拡充産業用地造成工事 令和 7 年度 24 , 9 7 0 千円

テクノポート福井総合
公園管理運営事業費 令和 7 年度～令和10年度 22 4 , 5 9 2 千円

（一時借入金）

第 6 条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 7 条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　⑴   営業外費用に計上した消費税および地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 8 条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

⑴ 職 員 給 与 費 36,439千円

⑵ 交 際 費 177千円
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 令 和 6  年 2  月 13 日 提 出

 福 井 県 知 事 杉　　　本　　　達　　　治
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第17号 議 案 令和 6 年度　  福井県工業用水道事業会計予算

（総　則）

第 1 条　令和 6 年度福井県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量） 

第 2 条　業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 給 水 事 業 所 数 県営第一工業用水道 9 ヵ所

福井臨海工業用水道 50 ヵ所

⑵ 給 水 量 県営第一工業用水道 11,194,550㎥／年 30,670㎥／日

福井臨海工業用水道 12,811,135㎥／年 35,099㎥／日

（収益的収入および支出）

第 3 条　収益的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入

第 1 款 工 業 用 水 道 事 業 収 益 814,983千円

  第 1 項 営 業 収 益 779,823千円

  第 2 項 営 業 外 収 益 35,160千円

支　　　　　　　　出

第 1 款 工 業 用 水 道 事 業 費 用 711,745千円

  第 1 項 営 業 費 用 675,912千円

  第 2 項 営 業 外 費 用 35,833千円
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（資本的収入および支出）

第 4 条　資本的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的支出のうち第一工業用水道設備改良費 34,804千円、および臨

海工業用水道設備改良費 121,215千円は、建設改良積立金を取り崩し、なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 54,857

千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

収　　　　　　　　入

第 1 款 資 本 的 収 入 492,114千円

  第 1 項 負 担 金 492,114千円

支　　　　　　　　出

第 1 款 資 本 的 支 出 702,990千円

  第 1 項 長 期 借 入 金 返 還 金 54,857千円

  第 2 項 第 一 工 業 用 水 道
設 備 改 良 費 34,804千円

  第 3 項 臨 海 工 業 用 水 道
設 備 改 良 費 467,722千円

  第 4 項 臨 海 工 業 用 水 道
建 設 費 145,607千円

（一時借入金）

第 5 条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 6 条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

  ⑴  営業外費用に計上した消費税および地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
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第 7 条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

⑴ 職 員 給 与 費 68,940千円

⑵ 交 際 費 105千円

 令 和 6  年 2  月 13 日 提 出

 福 井 県 知 事 杉　　　本　　　達　　　治
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第18号 議 案 令和 6 年度　  福井県水道用水供給事業会計予算

（総　則）

第 1 条　令和 6 年度福井県水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量） 

第 2 条　業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 給 水 量 坂 井 地 区 水 道 16,123,875㎥／年 44,175㎥／日

日野川地区水道 18,943,500㎥／年 51,900㎥／日

（収益的収入および支出）

第 3 条　収益的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入

第 1 款 水 道 事 業 収 益 3,385,558千円

  第 1 項 営 業 収 益 3,004,867千円

  第 2 項 営 業 外 収 益 380,691千円

支　　　　　　　　出

第 1 款 水 道 事 業 費 用 3,160,341千円

  第 1 項 営 業 費 用 3,037,378千円

  第 2 項 営 業 外 費 用 122,963千円

（資本的収入および支出）

第 4 条　資本的支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的支出のうち坂井地区水道用水供給事業設備改良費 486,205千円は、建
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設改良積立金を取り崩し、なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,465,587千円は、過年度分損益勘定留保資金で

補てんするものとする。）。
支　　　　　　　　出

第 1 款 資 本 的 支 出 2,951,792千円

  第 1 項 企 業 債 償 還 金 513,470千円

  第 2 項 坂 井 地 区 水 道 用 水
供 給 事 業 設 備 改 良 費 1,227,356千円

  第 3 項 日 野 川 地 区 水 道 用 水
供 給 事 業 設 備 改 良 費 710,966千円

第 4 項 投 資 500,000千円

（債務負担行為）

第 5 条　債務負担行為をすることができる事項、期間および限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

ろ 過 池 改 築 工 事 令和 7 年度 2 2 5 , 5 7 7 千円

浄 水 池 改 築 工 事 令和 7 年度 3 0 7 , 2 1 9 千円

膜 ろ 過 装 置 更 新 工 事 令和 7 年度 6 6 8 , 4 4 3 千円

（一時借入金）

第 6 条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 7 条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

   ⑴  営業外費用に計上した消費税および地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
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第 8 条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
⑴ 職 員 給 与 費 179,104千円

⑵ 交 際 費 60千円

 令 和 6  年 2  月 13 日 提 出

 福 井 県 知 事 杉　　　本　　　達　　　治
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（総　則）

第 1 条　令和 6 年度福井県臨海下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量） 

第 2 条　業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 処 理 量 5,805,690㎥／年 15,906㎥／日

（収益的収入および支出）

第 3 条　収益的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入

第 1 款 下 水 道 事 業 収 益 1,248,601千円

　　第 1 項 営 業 収 益 938,657千円

　　第 2 項 営 業 外 収 益 309,944千円

支　　　　　　　　出

第 1 款 下 水 道 事 業 費 用 1,247,046千円

　　第 1 項 営 業 費 用 1,217,521千円

　　第 2 項 営 業 外 費 用 29,525千円

（資本的収入および支出）

第 4 条　資本的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的支出のうち 6,002千円は建設改良積立金を取り崩し、なお、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,000千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

第19号 議 案 令和 6 年度　 　福井県臨海下水道事業会計予算
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収　　　　　　　　入

第 1 款 資 本 的 収 入 179,110千円

　　第 1 項 負 担 金 178,035千円

　　第 2 項 国 庫 補 助 金 1,075千円

支　　　　　　　　出

第 1 款 資 本 的 支 出 187,112千円

　　第 1 項 福 井 臨 海 下 水 道
設 備 改 良 費 7,077千円

　　第 2 項 福 井 臨 海 下 水 道
建 設 費 178,035千円

　　第 3 項 予 備 費 2,000千円

（一時借入金）

第 5 条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 6 条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　⑴　 営業外費用に計上した消費税および地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 7 条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

⑴ 職 員 給 与 費 51,092千円

⑵ 交 際 費 32千円
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 令　和 6  年 2  月 13 日　提　出

 福　井　県　知　事 杉　　　本　　　達　　　治
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（総　則）

第１条　令和 6 年度福井県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量） 

第 2 条　業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 年 間 総 処 理 水 量 16,986,000㎥／年 46,537㎥／日

⑵ 主要な建設改良事業 682,000千円

（収益的収入および支出）

第 3 条　収益的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　入

第 1 款 下 水 道 事 業 収 益 2,581,331千円

　　第 1 項 営 業 収 益 883,272千円

　　第 2 項 営 業 外 収 益 1,698,059千円

支　　　　　　　　出

第 1 款 下 水 道 事 業 費 用 2,770,701千円

　　第 1 項 営 業 費 用 2,742,118千円

　　第 2 項 営 業 外 費 用 28,583千円

（資本的収入および支出）

第 4 条　資本的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 69,408千円は、過
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年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）。

収　　　　　　　　入

第 1 款 資 本 的 収 入 887,873千円

　　第 1 項 企 業 債 191,000千円

　　第 2 項 負 担 金 156,250千円

　　第 3 項 他 会 計 補 助 金 206,623千円

　　第 4 項 国 庫 支 出 金 334,000千円

支　　　　　　　　出

第 1 款 資 本 的 支 出 957,281千円

　　第 1 項 企 業 債 償 還 金 275,281千円

　　第 2 項 建 設 改 良 費 682,000千円

（企業債）

第 5 条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限  度  額 起債の方法 利   率 償還の方法
九 頭 竜 川 流 域
下 水 道 事 業 費 191,000千円 普通貸借または

証 券 発 行
7.0％以内 償還年限 30年以内

（一時借入金）

第 6 条　一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

（ 政 府 資 金 、そ の 他 ） ⎧
⎜
⎜
⎜
⎩

ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金及び地
方公共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直しを行
った後においては、当該見
直し後の利率 ⎧

⎜
⎜
⎜
⎩（うち据置期間５年以内）
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（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 7 条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　（1） 営業外費用に計上した消費税および地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 8 条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

⑴ 職 員 給 与 費 28,312千円

（他会計からの補助金）

第 9 条　流域下水道事業の安定のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、227,442千円である。

 令　和 6  年 2  月 13 日　提　出

 福　井　県　知　事 杉　　　本　　　達　　　治
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十
六
～
二
十
九 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

三
十 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四

高
圧
ガ
ス
製
造
許

可
申
請
手
数
料 

次
に
掲
げ
る
当
該
申
請
を
行
う
者

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

第
二
十
一
号
議
案

福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
号
議
案
　
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
〇
一



第 
 

号
議
案 

 
 
 

福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

防
災
安
全
部
関
係 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一
～
八 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

九 

消
防
法
第
十
三
条
の
三
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
く
危
険

物
取
扱
者
試
験
の
実
施 

危
険
物
取
扱
者
試

験
手
数
料 

１ 

甲
種
危
険
物
取
扱
者
試
験 

七
千
二
百
円 

２ 

乙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験 

五
千
三
百
円 

３ 

丙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験 

四
千
二
百
円 

十 

消
防
法
第
十
三
条
の
二
十

三
の
規
定
に
基
づ
く
危
険
物

の
取
扱
作
業
の
保
安
に
関
す

る
講
習 

危
険
物
取
扱
者
保

安
講
習
手
数
料 

五
千
三
百
円 

 

十
一
～
十
四 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十
五 

消
防
法
第
十
七
条
の
八

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
消

防
設
備
士
試
験
の
実
施 

消
防
設
備
士
試
験

手
数
料 

１ 

甲
種
消
防
設
備
士
試
験 

六
千
六
百
円 

２ 

乙
種
消
防
設
備
士
試
験 

四
千
四
百
円 

十
六
～
二
十
九 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

三
十 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四

高
圧
ガ
ス
製
造
許

可
申
請
手
数
料 

次
に
掲
げ
る
当
該
申
請
を
行
う
者

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

防
災
安
全
部
関
係 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一
～
八 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

九 

消
防
法
第
十
三
条
の
三
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
く
危
険

物
取
扱
者
試
験
の
実
施 

危
険
物
取
扱
者
試

験
手
数
料 

１ 

甲
種
危
険
物
取
扱
者
試
験 

六
千
六
百
円 

２ 

乙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験 

四
千
六
百
円 

３ 

丙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験 

三
千
七
百
円 

十 

消
防
法
第
十
三
条
の
二
十

三
の
規
定
に
基
づ
く
危
険
物

の
取
扱
作
業
の
保
安
に
関
す

る
講
習 

危
険
物
取
扱
者
保

安
講
習
手
数
料 

四
千
七
百
円 

 

十
一
～
十
四 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十
五 

消
防
法
第
十
七
条
の
八

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
消

防
設
備
士
試
験
の
実
施 

消
防
設
備
士
試
験

手
数
料 

１ 

甲
種
消
防
設
備
士
試
験 

五
千
七
百
円 

２ 

乙
種
消
防
設
備
士
試
験 

三
千
八
百
円 

十
六
～
二
十
九 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

三
十 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四

高
圧
ガ
ス
製
造
許

可
申
請
手
数
料 

次
に
掲
げ
る
当
該
申
請
を
行
う
者

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
の
製
造

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

定
め
る
額 

１ 

（
略
） 

２ 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第

一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
で

あ
っ
て
移
動
式
製
造
設
備
（
高

圧
ガ
ス
の
製
造
の
た
め
の
設
備

で
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
設
計
し
た
も
の
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
、
三
十
一
の
項
お

よ
び
四
十
二
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
み
を
使
用
し
て
高
圧

ガ
ス
の
製
造
を
す
る
も
の 

次

に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（

当
該
移
動
式
製
造
設
備
に
つ
い

て
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確

保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

第
百
四
十
九
号
）
第
三
十
七
条

の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

者
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査
に
あ
っ
て
は
、
六
千
円
） 

 

㈠
～
㈩ 

（
略
） 

３ 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第

一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者 

次
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 

㈠
～
㈤ 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

三
十
一 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
高
圧
ガ
ス
製
造
の
た
め

の
施
設
の
位
置
、
構
造
も
し

く
は
設
備
の
変
更
の
工
事
ま

高
圧
ガ
ス
製
造
施

設
等
変
更
許
可
申

請
手
数
料 

次
に
掲
げ
る
当
該
申
請
を
行
う
者

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額 

１ 

（
略
） 

２ 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
の
製
造

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

定
め
る
額 

１ 

（
略
） 

２ 

同
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ

て
移
動
式
製
造
設
備
（
高
圧
ガ

ス
の
製
造
の
た
め
の
設
備
で
移

動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

設
計
し
た
も
の
を
い
う
。
三
十

一
の
項
お
よ
び
四
十
二
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
使
用

し
て
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
す
る

も
の 

次
に
掲
げ
る
設
備
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

          

㈠
～
㈩ 

（
略
） 

３ 

同
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

す
る
者 

次
に
掲
げ
る
設
備
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額 

 

㈠
～
㈤ 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

三
十
一 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
高
圧
ガ
ス
製
造
の
た
め

の
施
設
の
位
置
、
構
造
も
し

く
は
設
備
の
変
更
の
工
事
ま

高
圧
ガ
ス
製
造
施

設
等
変
更
許
可
申

請
手
数
料 

次
に
掲
げ
る
当
該
申
請
を
行
う
者

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額 

１ 

（
略
） 

２ 

同
号
に
該
当
す
る
同
条
第
一

第
二
十
一
号
議
案
　
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
〇
二



号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
の
製
造

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

定
め
る
額 

１ 

（
略
） 

２ 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第

一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
で

あ
っ
て
移
動
式
製
造
設
備
（
高

圧
ガ
ス
の
製
造
の
た
め
の
設
備

で
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
設
計
し
た
も
の
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
、
三
十
一
の
項
お

よ
び
四
十
二
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
み
を
使
用
し
て
高
圧

ガ
ス
の
製
造
を
す
る
も
の 

次

に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（

当
該
移
動
式
製
造
設
備
に
つ
い

て
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確

保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

第
百
四
十
九
号
）
第
三
十
七
条

の
四
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

者
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査
に
あ
っ
て
は
、
六
千
円
） 

 

㈠
～
㈩ 

（
略
） 

３ 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第

一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者 

次
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 

㈠
～
㈤ 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

三
十
一 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
高
圧
ガ
ス
製
造
の
た
め

の
施
設
の
位
置
、
構
造
も
し

く
は
設
備
の
変
更
の
工
事
ま

高
圧
ガ
ス
製
造
施

設
等
変
更
許
可
申

請
手
数
料 

次
に
掲
げ
る
当
該
申
請
を
行
う
者

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額 

１ 

（
略
） 

２ 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
の
製
造

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審

査 

定
め
る
額 

１ 

（
略
） 

２ 

同
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ

て
移
動
式
製
造
設
備
（
高
圧
ガ

ス
の
製
造
の
た
め
の
設
備
で
移

動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

設
計
し
た
も
の
を
い
う
。
三
十

一
の
項
お
よ
び
四
十
二
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
使
用

し
て
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
す
る

も
の 

次
に
掲
げ
る
設
備
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

          

㈠
～
㈩ 

（
略
） 

３ 

同
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

す
る
者 

次
に
掲
げ
る
設
備
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額 

 

㈠
～
㈤ 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

三
十
一 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
高
圧
ガ
ス
製
造
の
た
め

の
施
設
の
位
置
、
構
造
も
し

く
は
設
備
の
変
更
の
工
事
ま

高
圧
ガ
ス
製
造
施

設
等
変
更
許
可
申

請
手
数
料 

次
に
掲
げ
る
当
該
申
請
を
行
う
者

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額 

１ 

（
略
） 

２ 

同
号
に
該
当
す
る
同
条
第
一

た
は
製
造
を
す
る
高
圧
ガ
ス

の
種
類
も
し
く
は
製
造
の
方

法
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査 

一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
同
条

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の

で
あ
っ
て
移
動
式
製
造
設
備
の

み
を
使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
の
製

造
を
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額 

 

㈠
～
十
一 

（
略
） 

３ 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第

一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
同
項

の
許
可
を
受
け
た
者 

次
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 

㈠
～
㈥ 
（
略
） 

三
十
二
・
三
十
三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

三
十
四 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第

二
十
条
第
一
項
ま
た
は
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
完
成
検

査
（
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
ま

た
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行

う
も
の
を
除
く
。
） 

高
圧
ガ
ス
製
造
施

設
等
完
成
検
査
申

請
手
数
料 

 
 

三
十
の
項
、
三
十
一
の
項
、

三
十
二
の
項
ま
た
は
三
十
三

の
項
の
金
額
の
欄
に
規
定
す

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
手
数
料
の
額
の
四
分
の

三
に
相
当
す
る
額
（
高
圧
ガ

ス
保
安
法
第
五
条
第
一
項
ま

た
は
第
十
四
条
第
一
項
の
許

可
に
係
る
液
化
石
油
ガ
ス
の

製
造
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ

て
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安

の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条

の
三
第
一
項
の
完
成
検
査
を

受
け
、
同
法
第
三
十
七
条
の

技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の
の

完
成
検
査
に
あ
っ
て
は
、
六

た
は
製
造
を
す
る
高
圧
ガ
ス

の
種
類
も
し
く
は
製
造
の
方

法
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査 

項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
で
あ

っ
て
移
動
式
製
造
設
備
の
み
を

使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を

す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
額 

  

㈠
～
十
一 

（
略
） 

３ 

同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
同

項
の
許
可
を
受
け
た
者 

次
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

  

㈠
～
㈥ 

（
略
） 

三
十
二
・
三
十
三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

三
十
四 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第

二
十
条
第
一
項
ま
た
は
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
完
成
検

査
（
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
ま

た
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行

う
も
の
を
除
く
。
） 

高
圧
ガ
ス
製
造
施

設
等
完
成
検
査
申

請
手
数
料 

 
 

三
十
の
項
、
三
十
一
の
項
、

三
十
二
の
項
ま
た
は
三
十
三

の
項
の
金
額
の
欄
に
規
定
す

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
手
数
料
の
額
の
四
分
の

三
に
相
当
す
る
額
（
高
圧
ガ

ス
保
安
法
第
五
条
第
一
項
ま

た
は
第
十
四
条
第
一
項
の
許

可
に
係
る
液
化
石
油
ガ
ス
の

製
造
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ

て
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安

の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の

完
成
検
査
を
受
け
、
同
法
第

三
十
七
条
の
技
術
上
の
基
準

に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら

（ ） 

（ ） 

第
二
十
一
号
議
案
　
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
〇
三



た
は
製
造
を
す
る
高
圧
ガ
ス

の
種
類
も
し
く
は
製
造
の
方

法
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査 

一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
同
条

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の

で
あ
っ
て
移
動
式
製
造
設
備
の

み
を
使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
の
製

造
を
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額 

 

㈠
～
十
一 

（
略
） 

３ 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第

一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
同
項

の
許
可
を
受
け
た
者 

次
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 

㈠
～
㈥ 

（
略
） 

三
十
二
・
三
十
三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

三
十
四 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第

二
十
条
第
一
項
ま
た
は
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
完
成
検

査
（
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
ま

た
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行

う
も
の
を
除
く
。
） 

高
圧
ガ
ス
製
造
施

設
等
完
成
検
査
申

請
手
数
料 

 
 

三
十
の
項
、
三
十
一
の
項
、

三
十
二
の
項
ま
た
は
三
十
三

の
項
の
金
額
の
欄
に
規
定
す

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
手
数
料
の
額
の
四
分
の

三
に
相
当
す
る
額
（
高
圧
ガ

ス
保
安
法
第
五
条
第
一
項
ま

た
は
第
十
四
条
第
一
項
の
許

可
に
係
る
液
化
石
油
ガ
ス
の

製
造
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ

て
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安

の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条

の
三
第
一
項
の
完
成
検
査
を

受
け
、
同
法
第
三
十
七
条
の

技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の
の

完
成
検
査
に
あ
っ
て
は
、
六

た
は
製
造
を
す
る
高
圧
ガ
ス

の
種
類
も
し
く
は
製
造
の
方

法
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査 

項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
で
あ

っ
て
移
動
式
製
造
設
備
の
み
を

使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を

す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
額 

  

㈠
～
十
一 

（
略
） 

３ 

同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
同

項
の
許
可
を
受
け
た
者 

次
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

  

㈠
～
㈥ 

（
略
） 

三
十
二
・
三
十
三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

三
十
四 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第

二
十
条
第
一
項
ま
た
は
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
く
完
成
検

査
（
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
ま

た
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
完
成
検
査
機
関
が
行

う
も
の
を
除
く
。
） 

高
圧
ガ
ス
製
造
施

設
等
完
成
検
査
申

請
手
数
料 

 
 

三
十
の
項
、
三
十
一
の
項
、

三
十
二
の
項
ま
た
は
三
十
三

の
項
の
金
額
の
欄
に
規
定
す

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
手
数
料
の
額
の
四
分
の

三
に
相
当
す
る
額
（
高
圧
ガ

ス
保
安
法
第
五
条
第
一
項
ま

た
は
第
十
四
条
第
一
項
の
許

可
に
係
る
液
化
石
油
ガ
ス
の

製
造
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ

て
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安

の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）

第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の

完
成
検
査
を
受
け
、
同
法
第

三
十
七
条
の
技
術
上
の
基
準

に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら

（ ） 

（ ） 
千
百
円
） 

 

三
十
五
～
四
十
一 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
十
二 
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
特
定
施
設
の
保
安
検

査
（
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
ま

た
は
同
項
第
一
号
に
規
定
す

る
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行

う
も
の
を
除
く
。
） 

保
安
検
査
手
数
料 

次
に
掲
げ
る
当
該
申
請
を
行
う
者

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額 

１ 

（
略
） 

２ 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第

一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
同
項

の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て

移
動
式
製
造
設
備
の
み
を
使
用

し
て
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
す
る

も
の 

次
に
掲
げ
る
設
備
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

 
㈠
～
㈩ 

（
略
） 

３ 
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第

一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
同
項

の
許
可
を
受
け
た
者 

次
に
掲

げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 

㈠
～
㈤ 

（
略
） 

四
十
三
～
七
十
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

三
～
九 

（
略
） 

れ
た
も
の
の
完
成
検
査
に
あ

っ
て
は
、
六
千
百
円
） 

三
十
五
～
四
十
一 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
十
二 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
特
定
施
設
の
保
安
検

査
（
高
圧
ガ
ス
保
安
協
会
ま

た
は
同
項
第
一
号
に
規
定
す

る
指
定
保
安
検
査
機
関
が
行

う
も
の
を
除
く
。
） 

保
安
検
査
手
数
料 

次
に
掲
げ
る
当
該
申
請
を
行
う
者

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額 

１ 

（
略
） 

２ 

同
号
に
該
当
す
る
同
項
の
許

可
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
移
動

式
製
造
設
備
の
み
を
使
用
し
て

高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
す
る
も
の 

 
 

次
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額 

  

㈠
～
㈩ 

（
略
） 

３ 

同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
同

項
の
許
可
を
受
け
た
者 

次
に

掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

  

㈠
～
㈤ 

（
略
） 

四
十
三
～
七
十
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

三
～
九 

（
略
） 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
号
の
表
九
の
項
、
十
の
項
お
よ
び
十
五
の
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

提
案
理
由 

 

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
手
数
料
の
額
の
改
定
等
を
行
い
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
号
の
表
九
の
項
、
十
の
項
お
よ
び
十
五
の
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
五
月
一
日

第
二
十
一
号
議
案
　
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
〇
四



か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
手
数
料
の
額
の
改
定
等
を
行
い
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
二
十
一
号
議
案
　
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
〇
五





第 

号
議
案 

 
 
 

福
井
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

号 

 
 
 

福
井
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
職
員
の
定
数
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
は
、
前
項
の
定
数
外
と
す
る
。 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

八 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員 

３ 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 

１
～
４ 

（
略
） 

５ 

知
事
の
事
務
部
局
の
職
員
の
定
数
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。 

 

一 

病
院
の
職
員
お
よ
び
企
業
業
務
に
従
事
す
る
職
員
以
外
の
職
員 

二
、
九
七
五
人 

 

二 

病
院
の
職
員 

一
、
〇
九
三
人 

 

三 

企
業
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

六
五
人 

 
 
 
 
 

計 

四
、
一
三
三
人 

 

（
職
員
の
定
数
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
は
、
前
項
の
定
数
外
と
す
る
。 

 
一
～
七 

（
略
） 

  

３ 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 

１
～
４ 

（
略
） 

   

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

提
案
理
由 

 

定
年
年
齢
の
引
上
げ
等
に
対
応
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
い
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

第
二
十
二
号
議
案

福
井
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
福
井
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
号
議
案
　
福
井
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
〇
七



第 

号
議
案 

 
 
 

福
井
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

号 

 
 
 

福
井
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
職
員
の
定
数
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
は
、
前
項
の
定
数
外
と
す
る
。 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

八 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員 

３ 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 

１
～
４ 

（
略
） 

５ 

知
事
の
事
務
部
局
の
職
員
の
定
数
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。 

 

一 

病
院
の
職
員
お
よ
び
企
業
業
務
に
従
事
す
る
職
員
以
外
の
職
員 

二
、
九
七
五
人 

 
二 

病
院
の
職
員 

一
、
〇
九
三
人 

 
三 

企
業
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

六
五
人 

 
 
 
 
 

計 

四
、
一
三
三
人 

 

（
職
員
の
定
数
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
は
、
前
項
の
定
数
外
と
す
る
。 

 

一
～
七 

（
略
） 

  

３ 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 

１
～
４ 

（
略
） 

   

 
 

 
 
 

附 
則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

提
案
理
由 

 

定
年
年
齢
の
引
上
げ
等
に
対
応
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
い
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
定
年
年
齢
の
引
上
げ
等
に
対
応
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
い
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
二
十
二
号
議
案
　
福
井
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
〇
八



第 
 
 

号
議
案 

 
 
 

附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年 

 

月 
 

日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
福
井
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
知
事
の
附
属
機
関
） 

第
二
条 

知
事
の
附
属
機
関
と
し
て
、
次
の
も
の
を
置
く
。 

名
称 

担
任
事
務 

（
略
） 

（
略
） 

福
井
県
障
が
い
者
介
護

給
付
費
等
不
服
審
査
会 

（
略
） 

 
      

福
井
県
薬
事
審
議
会 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

福
井
県
が
ん
委
員
会 

（
略
） 

   

   

福
井
県
エ
イ
ズ
予
防
対

策
委
員
会 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

（
知
事
の
附
属
機
関
） 

第
二
条 

知
事
の
附
属
機
関
と
し
て
、
次
の
も
の
を
置
く
。 

名
称 

担
任
事
務 

（
略
） 

（
略
） 

福
井
県
障
が
い
者
介
護

給
付
費
等
不
服
審
査
会 

（
略
） 

福
井
県
売
春
防
止
対
策

本
部 

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
基
づ
く

売
春
防
止
の
啓
も
う
、
要
保
護
女
子
の
保
護
更
生
、
関
係
業
者

の
転
廃
業
お
よ
び
取
締
の
強
化
に
関
す
る
総
合
的
施
策
の
樹
立

に
つ
き
必
要
な
事
務
の
調
査
審
議
な
ら
び
に
関
係
行
政
機
関
に

対
す
る
意
見
の
具
申
お
よ
び
連
絡
調
整
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
実

施
の
推
進
に
関
す
る
事
務 

福
井
県
薬
事
審
議
会 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

福
井
県
が
ん
委
員
会 

（
略
） 

福
井
県
脳
血
管
・
循
環

器
疾
患
委
員
会 

脳
卒
中
お
よ
び
心
臓
病
の
動
向
の
把
握
な
ら
び
に
成
人
病
基
本

健
康
診
査
の
実
施
方
法
お
よ
び
精
度
管
理
に
つ
い
て
の
調
査
審

議
に
関
す
る
事
務 

福
井
県
エ
イ
ズ
予
防
対

策
委
員
会 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

第
二
十
三
号
議
案

附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
福
井
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
号
議
案
　
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
〇
九



第 
 
 

号
議
案 

 
 
 

附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年 

 

月 
 

日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
福
井
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
知
事
の
附
属
機
関
） 

第
二
条 

知
事
の
附
属
機
関
と
し
て
、
次
の
も
の
を
置
く
。 

名
称 

担
任
事
務 

（
略
） 

（
略
） 

福
井
県
障
が
い
者
介
護

給
付
費
等
不
服
審
査
会 

（
略
） 

 
      

福
井
県
薬
事
審
議
会 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

福
井
県
が
ん
委
員
会 

（
略
） 

   

   

福
井
県
エ
イ
ズ
予
防
対

策
委
員
会 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

（
知
事
の
附
属
機
関
） 

第
二
条 

知
事
の
附
属
機
関
と
し
て
、
次
の
も
の
を
置
く
。 

名
称 

担
任
事
務 

（
略
） 

（
略
） 

福
井
県
障
が
い
者
介
護

給
付
費
等
不
服
審
査
会 

（
略
） 

福
井
県
売
春
防
止
対
策

本
部 

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
基
づ
く

売
春
防
止
の
啓
も
う
、
要
保
護
女
子
の
保
護
更
生
、
関
係
業
者

の
転
廃
業
お
よ
び
取
締
の
強
化
に
関
す
る
総
合
的
施
策
の
樹
立

に
つ
き
必
要
な
事
務
の
調
査
審
議
な
ら
び
に
関
係
行
政
機
関
に

対
す
る
意
見
の
具
申
お
よ
び
連
絡
調
整
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
実

施
の
推
進
に
関
す
る
事
務 

福
井
県
薬
事
審
議
会 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

福
井
県
が
ん
委
員
会 

（
略
） 

福
井
県
脳
血
管
・
循
環

器
疾
患
委
員
会 

脳
卒
中
お
よ
び
心
臓
病
の
動
向
の
把
握
な
ら
び
に
成
人
病
基
本

健
康
診
査
の
実
施
方
法
お
よ
び
精
度
管
理
に
つ
い
て
の
調
査
審

議
に
関
す
る
事
務 

福
井
県
エ
イ
ズ
予
防
対

策
委
員
会 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
附
属
機
関
の
廃
止
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
二
十
三
号
議
案
　
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
一
〇



第 
 

号
議
案 

 
 
 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年 

 

月 
 

日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
十
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
病
院
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以

上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
十
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
病
院
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以

上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

 

（
福
井
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
福
井
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
工
業
用
水
道
事
業
、
水
道
用
水
供

給
事
業
、
臨
海
工
業
用
地
等
造
成
事
業
お
よ
び
臨
海
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償

責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
工
業
用
水
道
事
業
、
水
道
用
水
供

給
事
業
、
臨
海
工
業
用
地
等
造
成
事
業
お
よ
び
臨
海
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償

責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

 

（
昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
福
井
県
職
員
等
の
懲
戒
免
除
お
よ
び
福
井
県
職
員
等
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
福
井
県
職
員
等
の
懲
戒
免
除
お
よ
び
福
井
県
職
員
等
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
） 

 

（
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
） 

第
二
十
四
号
議
案

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

　
（
福
井
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
福
井
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
（
福
井
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
福
井
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
福
井
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
号
議
案
　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
一
一



第 
 

号
議
案 

 
 
 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年 

 

月 
 

日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
十
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
病
院
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以

上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
十
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
病
院
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以

上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

 

（
福
井
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
福
井
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 
法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
工
業
用
水
道
事
業
、
水
道
用
水
供

給
事
業
、
臨
海
工
業
用
地
等
造
成
事
業
お
よ
び
臨
海
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償

責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
工
業
用
水
道
事
業
、
水
道
用
水
供

給
事
業
、
臨
海
工
業
用
地
等
造
成
事
業
お
よ
び
臨
海
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償

責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

 

（
昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
福
井
県
職
員
等
の
懲
戒
免
除
お
よ
び
福
井
県
職
員
等
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
福
井
県
職
員
等
の
懲
戒
免
除
お
よ
び
福
井
県
職
員
等
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
） 

 

（
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
） 

第 
 

号
議
案 

 
 
 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年 

 

月 
 

日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
十
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
病
院
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以

上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
十
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
病
院
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以

上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

 
（
福
井
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
福
井
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
福
井
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
工
業
用
水
道
事
業
、
水
道
用
水
供

給
事
業
、
臨
海
工
業
用
地
等
造
成
事
業
お
よ
び
臨
海
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償

責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
工
業
用
水
道
事
業
、
水
道
用
水
供

給
事
業
、
臨
海
工
業
用
地
等
造
成
事
業
お
よ
び
臨
海
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償

責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

 

（
昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
福
井
県
職
員
等
の
懲
戒
免
除
お
よ
び
福
井
県
職
員
等
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
福
井
県
職
員
等
の
懲
戒
免
除
お
よ
び
福
井
県
職
員
等
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
） 

 

（
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
） 

第
三
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
（

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
で
昭
和
六
十
四
年

一
月
七
日
前
に
お
け
る
事
由
に
よ
る
も
の
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
免
除
す
る
。 

第
三
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
（

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
で
昭
和
六
十
四
年

一
月
七
日
前
に
お
け
る
事
由
に
よ
る
も
の
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
免
除
す
る
。 

 
 

 

（
福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
福
井
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い

る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。 

   

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
） 

第
八
条 

育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰

し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
を
百
分
の
百
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き

続
き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
お
よ
び
そ
の
日
後
に
お
け
る

最
初
の
職
員
の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ

か
の
日
に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い

る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
）
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。 

 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
） 

第
八
条 

育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰
し
た
場

合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の

育
児
休
業
の
期
間
を
百
分
の
百
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き
続
き
勤

務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
お
よ
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の

職
員
の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日

に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

 

（
福
井
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

福
井
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
福
井
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従

事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は

、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従

事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は

、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

第
三
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
（

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
で
昭
和
六
十
四
年

一
月
七
日
前
に
お
け
る
事
由
に
よ
る
も
の
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
免
除
す
る
。 

第
三
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
（

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
で
昭
和
六
十
四
年

一
月
七
日
前
に
お
け
る
事
由
に
よ
る
も
の
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
免
除
す
る
。 

 
 

 

（
福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
福
井
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い

る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。 

   

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
） 

第
八
条 

育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰

し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
を
百
分
の
百
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き

続
き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
お
よ
び
そ
の
日
後
に
お
け
る

最
初
の
職
員
の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ

か
の
日
に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い

る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
）
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。 

 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
） 

第
八
条 

育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰
し
た
場

合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の

育
児
休
業
の
期
間
を
百
分
の
百
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き
続
き
勤

務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
お
よ
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の

職
員
の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日

に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

 

（
福
井
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

福
井
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
福
井
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従

事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は

、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従

事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は

、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

　
　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

　　
（
昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
福
井
県
職
員
等
の
懲
戒
免
除
お
よ
び
福
井
県
職
員
等
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
福
井
県
職
員
等
の
懲
戒
免
除
お
よ
び
福
井
県
職
員
等
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県

条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

　　
（
福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
福
井
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
号
議
案
　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
一
二



第
三
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
（

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
で
昭
和
六
十
四
年

一
月
七
日
前
に
お
け
る
事
由
に
よ
る
も
の
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
免
除
す
る
。 

第
三
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
（

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
で
昭
和
六
十
四
年

一
月
七
日
前
に
お
け
る
事
由
に
よ
る
も
の
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
免
除
す
る
。 

 
 

 

（
福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
福
井
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い

る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。 

   
（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
） 

第
八
条 

育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰

し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
を
百
分
の
百
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き

続
き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
お
よ
び
そ
の
日
後
に
お
け
る

最
初
の
職
員
の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ

か
の
日
に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い

る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
）
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。 

 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
） 

第
八
条 

育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰
し
た
場

合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の

育
児
休
業
の
期
間
を
百
分
の
百
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き
続
き
勤

務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
お
よ
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の

職
員
の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日

に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

 

（
福
井
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

福
井
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
福
井
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従

事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は

、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従

事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は

、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

第
三
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
（

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
で
昭
和
六
十
四
年

一
月
七
日
前
に
お
け
る
事
由
に
よ
る
も
の
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
免
除
す
る
。 

第
三
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
（

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
賠
償
責
任
に
基
づ
く
債
務
で
昭
和
六
十
四
年

一
月
七
日
前
に
お
け
る
事
由
に
よ
る
も
の
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
免
除
す
る
。 

 
 

 

（
福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
福
井
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い

る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。 

   

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
） 

第
八
条 

育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰

し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
を
百
分
の
百
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き

続
き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
お
よ
び
そ
の
日
後
に
お
け
る

最
初
の
職
員
の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ

か
の
日
に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い

る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
）
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に

は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。 

 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
） 

第
八
条 

育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
が
職
務
に
復
帰
し
た
場

合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の

育
児
休
業
の
期
間
を
百
分
の
百
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き
続
き
勤

務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
お
よ
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の

職
員
の
昇
給
を
行
う
日
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日

に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

 

（
福
井
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

福
井
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
福
井
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従

事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は

、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
） 

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従

事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は

、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る
賠
償
額
が
三
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

 

（
福
井
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

福
井
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
福
井
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
も
し
く
は
委
員
会

の
委
員
も
し
く
は
委
員
ま
た
は
職
員
（
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
賠
償
の
命
令
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
の
県
に
対
す
る

損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
） 

第
二
条 

県
は
、
知
事
等
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
、
知
事
等
が
職
務
を
行
う

に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、
知
事
等
が
賠
償
の
責
任
を
負
う
額
か
ら

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た

額
を
限
度
と
し
て
、
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

地
方
警
務
官
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
地
方
警
務
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
知
事
等 

県
か
ら
法
第
二
百

四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
（
以
下
「
知
事
等
の
損
害
賠
償
責

任
」
と
い
う
。
）
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
を
行
っ
た
日
を
含
む
会
計
年
度
に
お
い
て
在
職

中
に
支
給
さ
れ
、
ま
た
は
支
給
さ
れ
る
べ
き
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令

第
十
六
号
）
第
百
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の

基
準
給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
以
外
の
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

 
 

イ
～
ニ 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
も
し
く
は
委
員
会
の
委

員
も
し
く
は
委
員
ま
た
は
職
員
（
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
賠

償
の
命
令
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
の
県
に
対
す
る
損
害

賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
） 

第
二
条 

県
は
、
知
事
等
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
、
知
事
等
が
職
務
を
行
う

に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、
知
事
等
が
賠
償
の
責
任
を
負
う
額
か
ら

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た

額
を
限
度
と
し
て
、
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

地
方
警
務
官
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
地
方
警
務
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
知
事
等 

県
か
ら
法
第
二
百

四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
（
以
下
「
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
」

と
い
う
。
）
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
を
行
っ
た
日
を
含
む
会
計
年
度
に
お
い
て
在
職
中
に

支
給
さ
れ
、
ま
た
は
支
給
さ
れ
る
べ
き
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十

六
号
）
第
百
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
基
準

給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
以
外
の
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

 
 

イ
～
ニ 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
お
け
る
規
定
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

　　
（
福
井
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
福
井
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
福
井
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

　　
（
福
井
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
福
井
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
福
井
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
号
議
案
　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
一
三



 

（
福
井
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

福
井
県
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
福
井
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
も
し
く
は
委
員
会

の
委
員
も
し
く
は
委
員
ま
た
は
職
員
（
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
賠
償
の
命
令
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
の
県
に
対
す
る

損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
） 

第
二
条 

県
は
、
知
事
等
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
、
知
事
等
が
職
務
を
行
う

に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、
知
事
等
が
賠
償
の
責
任
を
負
う
額
か
ら

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た

額
を
限
度
と
し
て
、
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 
地
方
警
務
官
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
地
方
警
務
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
知
事
等 

県
か
ら
法
第
二
百

四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
（
以
下
「
知
事
等
の
損
害
賠
償
責

任
」
と
い
う
。
）
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
を
行
っ
た
日
を
含
む
会
計
年
度
に
お
い
て
在
職

中
に
支
給
さ
れ
、
ま
た
は
支
給
さ
れ
る
べ
き
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令

第
十
六
号
）
第
百
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の

基
準
給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
以
外
の
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

 
 

イ
～
ニ 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
も
し
く
は
委
員
会
の
委

員
も
し
く
は
委
員
ま
た
は
職
員
（
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
賠

償
の
命
令
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
。
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
の
県
に
対
す
る
損
害

賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
） 

第
二
条 

県
は
、
知
事
等
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
、
知
事
等
が
職
務
を
行
う

に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、
知
事
等
が
賠
償
の
責
任
を
負
う
額
か
ら

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た

額
を
限
度
と
し
て
、
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

地
方
警
務
官
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
地
方
警
務
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
知
事
等 

県
か
ら
法
第
二
百

四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
（
以
下
「
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
」

と
い
う
。
）
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
を
行
っ
た
日
を
含
む
会
計
年
度
に
お
い
て
在
職
中
に

支
給
さ
れ
、
ま
た
は
支
給
さ
れ
る
べ
き
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十

六
号
）
第
百
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
基
準

給
与
年
額
に
、
次
に
掲
げ
る
地
方
警
務
官
以
外
の
知
事
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

 
 

イ
～
ニ 

（
略
） 

 

二 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
お
け
る
規
定
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
お
け
る
規
定
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
二
十
四
号
議
案
　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
一
四



第
二
十
五
号
議
案

福
井
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

福
井
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　

令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第　
　
　

号

福
井
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
条
例

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
条
例
（
以
下
「
既
存
条
例
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
変
更
）

第
二
条　

既
存
条
例
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一　

既
存
条
例
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
条
例
（
以
下
「
改
正
後
条
例
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
条
例
に
お
け
る
上

方
は
改
正
後
条
例
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

二　

改
正
後
条
例
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
条
例
に
お
け
る
文
字
の
順
序
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
条
例
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
お
よ
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

第
二
十
五
号
議
案
　
福
井
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
一
五



い
。

（
用
字
お
よ
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
条
例
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一　

章
、
節
、
款
、
条
、
表
お
よ
び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い

る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

二　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文

字
お
よ
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

四　

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文

字
お
よ
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に
よ
る
片

仮
名

五　

号
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文

字
お
よ
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト

六　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
文
字
お
よ
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

七　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
文
字
お
よ
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

八　

表
中
そ
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

第
二
十
五
号
議
案
　
福
井
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
一
六



　

れ
て
い
る
文
字
お
よ
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

九　

表
中
そ
の
内
容
を
第
四
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
文
字
お
よ
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に
よ
る
片

仮
名

十　

表
中
そ
の
内
容
を
第
五
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
文
字
お
よ
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
小
文
字
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト

十
一　

表
中
そ
の
内
容
を
第
六
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
文
字
お
よ
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順

に
よ
る
小
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

十
二　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

１　

固
有
名
詞
の
一
部
ま
た
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も

　

の

　

２　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

３　

数
量
ま
た
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置
き
換

　

え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

４　

数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十
、
百
お
よ
び

　
　

千
を
除
く
。
）

　

５　

一
の
項
お
よ
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
も
の
と
す
る
。
）

十
三　

左
（
文
面
上
の
位
置
ま
た
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

次

第
二
十
五
号
議
案
　
福
井
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
一
七



十
四　

右
（
文
面
上
の
位
置
ま
た
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

上
記

十
五　

上
欄

左
欄

十
六　

下
欄

右
欄

十
七　

よ
う
音
に
用
い
る
「
や
」
、
「
ゆ
」
、
「
よ
」
、
「
ヤ
」
、

「
ユ
」
ま
た
は
「
ヨ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」
、
「
ゅ
」
、
「
ょ
」
、

「
ャ
」
、
「
ュ
」
ま
た
は
「
ョ
」

十
八　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
ま
た
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
ま
た
は
「
ッ
」

２　

前
項
の
表
十
三
の
項
か
ら
十
六
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
既
存
条
例
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
お
よ
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。

３　

第
一
項
の
表
三
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
お
よ
び
十
三
の
項
か
ら
十
八
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４　

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

附

　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

第
二
十
五
号
議
案
　
福
井
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
一
八



　

縦
書
き
の
形
式
を
採
用
し
て
い
る
現
行
の
条
例
を
左
横
書
き
の
形
式
に
改
め
る
た
め
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
二
十
五
号
議
案
　
福
井
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
一
九





第 
 

号
議
案 

 
 
 

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

六 

農
林
水
産
部
関
係 

 

六 

農
林
水
産
部
関
係 

事
務 

市
町 

一
～
八 

（
略
） 

（
略
） 

九 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
一
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
、
次

に
掲
げ
る
事
務 

 

１ 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進

計
画
の
認
可
に
関
す
る
事
務 

 

２ 

法
第
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
お
よ
び
公
告
に
関
す

る
事
務 

福
井
市
、
鯖
江

市
、
越
前
市
、

池
田
町
、
南
越

前
町 

十 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
中
「

法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
、
次
に
掲
げ
る
事
務 

 

１ 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進

計
画
の
認
可
（
同
条
第
二
項
第
一
号
ロ
ま
た
は
第
二
号
ロ
に
規
定

す
る
土
地
が
同
条
第
五
項
第
六
号
イ
ま
た
は
ロ
に
掲
げ
る
土
地
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る

事
務 

 

２ 

法
第
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
お
よ
び
公
告
（
前
号

に
規
定
す
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務 

敦
賀
市
、
小
浜

市
、
大
野
市
、

勝
山
市
、
あ
わ

ら
市
、
坂
井
市

、
永
平
寺
町
、

越
前
町
、
美
浜

町
、
高
浜
町
、

お
お
い
町
、
若

狭
町 

 

事
務 

市
町 

一
～
八 

（
略
） 

                

（
略
） 

 

 

七 

（
略
） 

 

七 

（
略
） 

第
二
十
六
号
議
案

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
号
議
案
　
福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
二
一



第 
 

号
議
案 

 
 
 

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

六 

農
林
水
産
部
関
係 

 

六 

農
林
水
産
部
関
係 

事
務 

市
町 

一
～
八 

（
略
） 

（
略
） 

九 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
一
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
、
次

に
掲
げ
る
事
務 

 

１ 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進

計
画
の
認
可
に
関
す
る
事
務 

 

２ 

法
第
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
お
よ
び
公
告
に
関
す

る
事
務 

福
井
市
、
鯖
江

市
、
越
前
市
、

池
田
町
、
南
越

前
町 

十 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
中
「

法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
、
次
に
掲
げ
る
事
務 

 

１ 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進

計
画
の
認
可
（
同
条
第
二
項
第
一
号
ロ
ま
た
は
第
二
号
ロ
に
規
定

す
る
土
地
が
同
条
第
五
項
第
六
号
イ
ま
た
は
ロ
に
掲
げ
る
土
地
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る

事
務 

 

２ 

法
第
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
お
よ
び
公
告
（
前
号

に
規
定
す
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務 

敦
賀
市
、
小
浜

市
、
大
野
市
、

勝
山
市
、
あ
わ

ら
市
、
坂
井
市

、
永
平
寺
町
、

越
前
町
、
美
浜

町
、
高
浜
町
、

お
お
い
町
、
若

狭
町 

 

事
務 

市
町 

一
～
八 

（
略
） 

                

（
略
） 

 

 

七 

（
略
） 

 

七 

（
略
） 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
県
の
事
務
の
一
部
を
市
町
に
移
譲
す
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
二
十
六
号
議
案
　
福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
二
二



第 

号
議
案 

 
 
 

福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

号 

 
 
 

福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
井
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
個
人
番
号
等
の
利
用
範
囲
） 

第
三
条 

法
第
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
執
行
機

関
が
行
う
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
お
よ
び
知
事
ま
た
は
教
育
委
員
会
が
行
う
特
定
個
人

番
号
利
用
事
務
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

知
事
ま
た
は
教
育
委
員
会
は
、
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
限

度
で
利
用
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

執
行
機
関 

事
務 

特
定
個
人
情
報 

一 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

知
事 

別
表
第
一
の
四
の
項

に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の 

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

十
八
号
）
に
よ
る
救
助
も
し
く
は
扶
助
金

の
支
給
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
費
、
療
育
の
給
付
も
し
く

は
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
、
母
子
及

び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十

九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
資
金

の
貸
付
け
も
し
く
は
給
付
金
の
支
給
、
障

 

（
個
人
番
号
等
の
利
用
範
囲
） 

第
三
条 

法
第
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
執
行
機

関
が
行
う
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
お
よ
び
知
事
ま
た
は
教
育
委
員
会
が
行
う
法
別
表
第

二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。 

２ 
（
略
） 

３ 
知
事
ま
た
は
教
育
委
員
会
は
、
法
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め

に
必
要
な
限
度
で
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も

の
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

執
行
機
関 

事
務 

特
定
個
人
情
報 

一 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

知
事 

別
表
第
一
の
四
の
項

に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の 

法
別
表
第
二
の
二
十
六
の
項
の
第
四
欄
に

掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の 

      

第
二
十
七
号
議
案

福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
井
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
号
議
案
　
福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
二
三



第 

号
議
案 

 
 
 

福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

号 

 
 
 

福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
福
井
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
個
人
番
号
等
の
利
用
範
囲
） 

第
三
条 

法
第
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
執
行
機

関
が
行
う
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
お
よ
び
知
事
ま
た
は
教
育
委
員
会
が
行
う
特
定
個
人

番
号
利
用
事
務
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

知
事
ま
た
は
教
育
委
員
会
は
、
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
限

度
で
利
用
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

執
行
機
関 

事
務 

特
定
個
人
情
報 

一 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

知
事 

別
表
第
一
の
四
の
項

に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の 

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

十
八
号
）
に
よ
る
救
助
も
し
く
は
扶
助
金

の
支
給
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
費
、
療
育
の
給
付
も
し
く

は
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
、
母
子
及

び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十

九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
資
金

の
貸
付
け
も
し
く
は
給
付
金
の
支
給
、
障

 

（
個
人
番
号
等
の
利
用
範
囲
） 

第
三
条 

法
第
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
務
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
執
行
機

関
が
行
う
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
お
よ
び
知
事
ま
た
は
教
育
委
員
会
が
行
う
法
別
表
第

二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

知
事
ま
た
は
教
育
委
員
会
は
、
法
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め

に
必
要
な
限
度
で
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
自
ら
が
保
有
す
る
も

の
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
） 

執
行
機
関 

事
務 

特
定
個
人
情
報 

一 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

知
事 

別
表
第
一
の
四
の
項

に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の 

法
別
表
第
二
の
二
十
六
の
項
の
第
四
欄
に

掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の 

      

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
よ
る
自
立
支

援
給
付
の
支
給
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る

医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
五
十
号
）
に
よ
る
特
定
医
療
費
の

支
給
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施

も
し
く
は
就
労
自
立
給
付
金
も
し
く
は
進

学
準
備
給
付
金
の
支
給
、
児
童
扶
養
手
当

法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八

号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
、
特

別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号

）
に
よ
る
障
害
児
福
祉
手
当
、
特
別
障
害

者
手
当
も
し
く
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号

）
附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
福
祉
手
当

の
支
給
、
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並

び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生

活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
に
よ
る
職
業

転
換
給
付
金
の
支
給
、
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国

し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六

年
法
律
第
三
十
号
）
に
よ
る
永
住
帰
国
旅

費
、
自
立
支
度
金
、
一
時
金
、
一
時
帰
国

旅
費
、
支
援
給
付
も
し
く
は
配
偶
者
支
援

金
の
支
給
ま
た
は
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対

す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る

                                 

第
二
十
七
号
議
案
　
福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
二
四



も
の 

三 

知
事 

特
定
個
人
番
号
利
用

事
務
（
利
用
特
定
個

人
情
報
に
生
活
保
護

関
係
情
報
を
含
む
も

の
に
限
る
。
）
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の 

あ あ あ 

外
国
人
生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ
て
規

則
で
定
め
る
も
の 

四
・
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

知
事 

別
表
第
一
の
七
の
項

に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の 

児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の 

 

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
） 

情
報
照
会
機
関 

事
務 

情
報
提
供
機
関 

特
定
個
人
情
報 

一 

知
事 

生
活
保
護
法
に
よ
る

保
護
の
決
定
お
よ
び

実
施
ま
た
は
徴
収
金

の
徴
収
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の 

教
育
委
員
会 

特
別
支
援
学
校
へ
の
就

学
の
た
め
必
要
な
経
費

の
支
弁
に
関
す
る
情
報

（
特
別
支
援
学
校
へ
の

就
学
奨
励
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
も
の
を
除
く

。
二
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
あ
っ
て
規
則

で
定
め
る
も
の 

二
～
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

七 

教
育
委
員
会 

特
定
個
人
番
号
利
用

事
務
（
利
用
特
定
個

人
情
報
に
生
活
保
護

関
係
情
報
を
含
む
も

知
事 

外
国
人
生
活
保
護
関
係

情
報
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の 

 

三 

知
事 

法
別
表
第
二
の
第
二

欄
に
掲
げ
る
事
務
（

当
該
事
務
の
区
分
に

対
応
す
る
同
表
の
第

四
欄
に
掲
げ
る
特
定

個
人
情
報
に
生
活
保

護
関
係
情
報
を
含
む

も
の
に
限
る
。
）
で

あ
っ
て
規
則
で
定
め

る
も
の 

外
国
人
生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ
て
規

則
で
定
め
る
も
の 

四
・
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

知
事 

別
表
第
一
の
七
の
項

に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の 

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律

第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
規
則

で
定
め
る
も
の 

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
） 

情
報
照
会
機
関 

事
務 

情
報
提
供
機
関 

特
定
個
人
情
報 

一 

知
事 

法
別
表
第
二
の
二
十

六
の
項
の
第
二
欄
に

掲
げ
る
事
務
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も

の 

教
育
委
員
会 

特
別
支
援
学
校
へ
の
就

学
の
た
め
必
要
な
経
費

の
支
弁
に
関
す
る
情
報

（
特
別
支
援
学
校
へ
の

就
学
奨
励
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
も
の
を
除
く

。
二
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
あ
っ
て
規
則

で
定
め
る
も
の 

二
～
六 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

七 

教
育
委
員
会 

法
別
表
第
二
の
第
二

欄
に
掲
げ
る
事
務
（

当
該
事
務
の
区
分
に

対
応
す
る
同
表
の
第

知
事 

外
国
人
生
活
保
護
関
係

情
報
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の 

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
よ
る
自
立
支

援
給
付
の
支
給
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る

医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
五
十
号
）
に
よ
る
特
定
医
療
費
の

支
給
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施

も
し
く
は
就
労
自
立
給
付
金
も
し
く
は
進

学
準
備
給
付
金
の
支
給
、
児
童
扶
養
手
当

法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八

号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
、
特

別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号

）
に
よ
る
障
害
児
福
祉
手
当
、
特
別
障
害

者
手
当
も
し
く
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号

）
附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
福
祉
手
当

の
支
給
、
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並

び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生

活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
に
よ
る
職
業

転
換
給
付
金
の
支
給
、
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国

し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六

年
法
律
第
三
十
号
）
に
よ
る
永
住
帰
国
旅

費
、
自
立
支
度
金
、
一
時
金
、
一
時
帰
国

旅
費
、
支
援
給
付
も
し
く
は
配
偶
者
支
援

金
の
支
給
ま
た
は
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対

す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る

                                 

第
二
十
七
号
議
案
　
福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
二
五



の
に
限
る
。
）
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の 

あ あ あ 
 

 
 

 
 

四
欄
に
掲
げ
る
特
定

個
人
情
報
に
生
活
保

護
関
係
情
報
を
含
む

も
の
に
限
る
。
）
で

あ
っ
て
規
則
で
定
め

る
も
の 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

 
も
の 

三 

知
事 

特
定
個
人
番
号
利
用

事
務
（
利
用
特
定
個

人
情
報
に
生
活
保
護

関
係
情
報
を
含
む
も

の
に
限
る
。
）
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の 

あ あ あ 

外
国
人
生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ
て
規

則
で
定
め
る
も
の 

四
・
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

知
事 

別
表
第
一
の
七
の
項

に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の 

児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の 

 

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
） 

情
報
照
会
機
関 

事
務 

情
報
提
供
機
関 

特
定
個
人
情
報 

一 

知
事 

生
活
保
護
法
に
よ
る

保
護
の
決
定
お
よ
び

実
施
ま
た
は
徴
収
金

の
徴
収
に
関
す
る
事

務
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の 

教
育
委
員
会 

特
別
支
援
学
校
へ
の
就

学
の
た
め
必
要
な
経
費

の
支
弁
に
関
す
る
情
報

（
特
別
支
援
学
校
へ
の

就
学
奨
励
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
も
の
を
除
く

。
二
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
あ
っ
て
規
則

で
定
め
る
も
の 

二
～
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

七 

教
育
委
員
会 

特
定
個
人
番
号
利
用

事
務
（
利
用
特
定
個

人
情
報
に
生
活
保
護

関
係
情
報
を
含
む
も

知
事 

外
国
人
生
活
保
護
関
係

情
報
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の 

 

三 

知
事 

法
別
表
第
二
の
第
二

欄
に
掲
げ
る
事
務
（

当
該
事
務
の
区
分
に

対
応
す
る
同
表
の
第

四
欄
に
掲
げ
る
特
定

個
人
情
報
に
生
活
保

護
関
係
情
報
を
含
む

も
の
に
限
る
。
）
で

あ
っ
て
規
則
で
定
め

る
も
の 

外
国
人
生
活
保
護
関
係
情
報
で
あ
っ
て
規

則
で
定
め
る
も
の 

四
・
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

知
事 

別
表
第
一
の
七
の
項

に
掲
げ
る
事
務
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の 

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律

第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
規
則

で
定
め
る
も
の 

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
） 

情
報
照
会
機
関 

事
務 

情
報
提
供
機
関 

特
定
個
人
情
報 

一 

知
事 

法
別
表
第
二
の
二
十

六
の
項
の
第
二
欄
に

掲
げ
る
事
務
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も

の 

教
育
委
員
会 

特
別
支
援
学
校
へ
の
就

学
の
た
め
必
要
な
経
費

の
支
弁
に
関
す
る
情
報

（
特
別
支
援
学
校
へ
の

就
学
奨
励
に
関
す
る
法

律
に
よ
る
も
の
を
除
く

。
二
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
あ
っ
て
規
則

で
定
め
る
も
の 

二
～
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

七 

教
育
委
員
会 

法
別
表
第
二
の
第
二

欄
に
掲
げ
る
事
務
（

当
該
事
務
の
区
分
に

対
応
す
る
同
表
の
第

知
事 

外
国
人
生
活
保
護
関
係

情
報
で
あ
っ
て
規
則
で

定
め
る
も
の 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ

の
案
を
提
出
す
る
。

第
二
十
七
号
議
案
　
福
井
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
二
六



第
二
十
八
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
（
次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
） 

基
準
省
令
第
百
三
十

九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

二 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準

用
す
る
基
準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

三 

共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
基

準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

四 

基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す

る
基
準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
（
次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
） 

基
準
省
令
第
百
三
十

九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

二 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準

用
す
る
基
準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

三 

共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
基

準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

四 

基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す

る
基
準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 
 

 

（
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
二
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
二
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
八
号
議
案

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設

備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
二
七

第
二
十
八
号
議
案
　
福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て



 

一 

指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与 

基
準
省
令
第
二
百
七
十
五
条
第
二
項
第
一
号
お
よ
び

第
七
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

二 

基
準
該
当
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与 

基
準
省
令
第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

基
準
省
令
第
二
百
七
十
五
条
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
七
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

一 

指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与 

基
準
省
令
第
二
百
七
十
五
条
第
二
項
第
一
号
お
よ
び

第
六
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

二 

基
準
該
当
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与 

基
準
省
令
第
二
百
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

基
準
省
令
第
二
百
七
十
五
条
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
六
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
四
条 

指
定
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
は
、
基
準
省
令
第
二
百
八
十
八
条

第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
六
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
四
条 

指
定
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
は
、
基
準
省
令
第
二
百
八
十
八
条

第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
五
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

 

第
二
十
八
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
（
次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
） 

基
準
省
令
第
百
三
十

九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

二 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準

用
す
る
基
準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

三 
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
基

準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

四 

基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す

る
基
準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
（
次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
） 

基
準
省
令
第
百
三
十

九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

二 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準

用
す
る
基
準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

三 

共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
基

準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

四 

基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す

る
基
準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 
 

 

（
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
二
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
二
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
八
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
（
次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
） 

基
準
省
令
第
百
三
十

九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

二 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準

用
す
る
基
準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

三 

共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
基

準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

四 

基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す

る
基
準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
（
次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
） 

基
準
省
令
第
百
三
十

九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

二 

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準

用
す
る
基
準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

三 

共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
基

準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 

四 

基
準
該
当
短
期
入
所
生
活
介
護 

基
準
省
令
第
百
四
十
条
の
三
十
二
に
お
い
て
準
用
す

る
基
準
省
令
第
百
三
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
に
掲
げ
る
記
録 

 
 

 

（
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
二
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
記
録
の
整
備
） 

第
二
十
二
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
事
業
を
行
う
者
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

一
二
八

第
二
十
八
号
議
案
　
福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て



　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提

出
す
る
。

一
二
九

第
二
十
八
号
議
案
　
福
井
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て





第
二
十
九
号
議
案

福
井
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て

　
福
井
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　
福
井
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
期
間
の
終
了
に
伴
い
、
福
井
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
を

廃
止
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
二
十
九
号
議
案
　
福
井
県
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て

一
三
一





第
三
十
号
議
案 

 
 
 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月 

 

日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
八
年
福
井
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
報
告
の
徴
収
） 

第
二
条 

知
事
は
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に

対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
報
告
の
徴
収
） 

第
二
条 

知
事
は
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に

対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
精
神
保
健
指
定
医
等
の
職
員
の
手
当
） 

第
八
条 

精
神
保
健
指
定
医
等
の
職
員
の
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
が
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
の
精
神

障
害
者
を
訪
問
し
て
相
談
お
よ
び
援
助
業
務
を
行
つ
た
と
き
。 

２ 

（
略
） 

 

（
精
神
保
健
指
定
医
等
の
職
員
の
手
当
） 

第
八
条 

精
神
保
健
指
定
医
等
の
職
員
の
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
が
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
の
精
神

障
害
者
を
訪
問
し
て
相
談
指
導
業
務
を
行
つ
た
と
き
。 

２ 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

第
三
十
号
議
案 

 
 
 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月 

 

日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
八
年
福
井
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
報
告
の
徴
収
） 

第
二
条 

知
事
は
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に

対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
報
告
の
徴
収
） 

第
二
条 

知
事
は
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に

対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
精
神
保
健
指
定
医
等
の
職
員
の
手
当
） 

第
八
条 

精
神
保
健
指
定
医
等
の
職
員
の
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
が
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
の
精
神

障
害
者
を
訪
問
し
て
相
談
お
よ
び
援
助
業
務
を
行
つ
た
と
き
。 

２ 

（
略
） 

 

（
精
神
保
健
指
定
医
等
の
職
員
の
手
当
） 

第
八
条 

精
神
保
健
指
定
医
等
の
職
員
の
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
が
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
の
精
神

障
害
者
を
訪
問
し
て
相
談
指
導
業
務
を
行
つ
た
と
き
。 

２ 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

第
三
十
号
議
案

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次

の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
八
年
福
井
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
三
三

第
三
十
号
議
案
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
て



第
三
十
号
議
案 

 
 
 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月 

 

日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
八
年
福
井
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
報
告
の
徴
収
） 

第
二
条 

知
事
は
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に

対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
報
告
の
徴
収
） 

第
二
条 

知
事
は
、
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
に

対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
（
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
精
神
保
健
指
定
医
等
の
職
員
の
手
当
） 

第
八
条 

精
神
保
健
指
定
医
等
の
職
員
の
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
が
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
の
精
神

障
害
者
を
訪
問
し
て
相
談
お
よ
び
援
助
業
務
を
行
つ
た
と
き
。 

２ 

（
略
） 

 

（
精
神
保
健
指
定
医
等
の
職
員
の
手
当
） 

第
八
条 

精
神
保
健
指
定
医
等
の
職
員
の
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
が
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
宅
の
精
神

障
害
者
を
訪
問
し
て
相
談
指
導
業
務
を
行
つ
た
と
き
。 

２ 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

（
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

一
三
四

第
三
十
号
議
案
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
て



第
三
十
一
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い 

 
 
 

て 

 

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例 

 

（
福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
お
よ
び
意
思
決
定
の
支
援
に
配

慮
し
つ
つ
、
利
用
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
関
す
る
意
向
を
把
握
し
、
当
該
意
向
を
定
期

的
に
確
認
す
る
と
と
も
に
、
法
第
七
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
者
ま
た
は

一
般
相
談
支
援
事
業
も
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
利
用

者
の
希
望
に
沿
っ
て
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
向
け
た
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
以
外
に
お
け
る
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
状
況
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊

重
お
よ
び
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
、
利
用
者
の
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
以
外

に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
定
期
的
に
確
認
し
、
一
般

相
談
支
援
事
業
ま
た
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
必
要
な
援
助

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

 

（
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
障
害
者
支
援
施
設
の
一
般
原
則
） 

 

（
障
害
者
支
援
施
設
の
一
般
原
則
） 

第
三
十
一
号
議
案

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お

よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お

よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
三
五

第
三
十
一
号
議
案
　
福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て



第
三
十
一
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い 

 
 
 

て 

 

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例 

 

（
福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
お
よ
び
意
思
決
定
の
支
援
に
配

慮
し
つ
つ
、
利
用
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
関
す
る
意
向
を
把
握
し
、
当
該
意
向
を
定
期

的
に
確
認
す
る
と
と
も
に
、
法
第
七
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
者
ま
た
は

一
般
相
談
支
援
事
業
も
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
利
用

者
の
希
望
に
沿
っ
て
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
向
け
た
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
以
外
に
お
け
る
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
状
況
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊

重
お
よ
び
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
、
利
用
者
の
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
以
外

に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
定
期
的
に
確
認
し
、
一
般

相
談
支
援
事
業
ま
た
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
必
要
な
援
助

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

 

（
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
障
害
者
支
援
施
設
の
一
般
原
則
） 

 

（
障
害
者
支
援
施
設
の
一
般
原
則
） 

第
三
十
一
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い 

 
 
 

て 

 

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例 

 

（
福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
お
よ
び
意
思
決
定
の
支
援
に
配

慮
し
つ
つ
、
利
用
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
関
す
る
意
向
を
把
握
し
、
当
該
意
向
を
定
期

的
に
確
認
す
る
と
と
も
に
、
法
第
七
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
者
ま
た
は

一
般
相
談
支
援
事
業
も
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
利
用

者
の
希
望
に
沿
っ
て
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
向
け
た
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
以
外
に
お
け
る
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
状
況
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊

重
お
よ
び
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
、
利
用
者
の
当
該
指
定
障
害
者
支
援
施
設
以
外

に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
定
期
的
に
確
認
し
、
一
般

相
談
支
援
事
業
ま
た
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
必
要
な
援
助

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

 

（
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
障
害
者
支
援
施
設
の
一
般
原
則
） 

 

（
障
害
者
支
援
施
設
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
お
よ
び
意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し

つ
つ
、
利
用
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
関
す
る
意
向
を
把
握
し
、
当
該
意
向
を
定
期
的
に

確
認
す
る
と
と
も
に
、
法
第
七
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
者
ま
た
は
一
般

相
談
支
援
事
業
も
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
利
用
者
の

希
望
に
沿
っ
て
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
向
け
た
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

障
害
者
支
援
施
設
は
、
利
用
者
の
当
該
障
害
者
支
援
施
設
以
外
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
状
況
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
自
己
決
定
の
尊
重
お
よ
び

意
思
決
定
の
支
援
に
配
慮
し
つ
つ
、
利
用
者
の
当
該
障
害
者
支
援
施
設
以
外
に
お
け
る
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
に
関
す
る
意
向
を
定
期
的
に
確
認
し
、
一
般
相
談
支
援
事
業

ま
た
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定

を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

 

（
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
三
六

第
三
十
一
号
議
案
　
福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て



附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

一
三
七

第
三
十
一
号
議
案
　
福
井
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て





第
三
十
二
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
お
よ
び
障
害
児
の
意
向
、
障

害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
お
よ
び
障
害
児
（
十
五
歳
以

上
の
障
害
児
に
限
る
。
）
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立

し
た
日
常
生
活
ま
た
は
社
会
生
活
を
営
み
、
自
立
し
た
日
常
生
活
ま
た
は
社
会
生
活
へ
と
移

行
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
上
で
必
要
な
事
項
を
定
め
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
障

害
児
に
対
し
て
指
定
入
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続
的
な
評

価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
障
害
児
に
対
し
て
適
切
か
つ
効

果
的
に
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
４ 

（
略
） 

 

（
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
お
よ
び
障
害
児
の
意
向
、
障

害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き

障
害
児
に
対
し
て
指
定
入
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続
的
な

評
価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
障
害
児
に
対
し
て
適
切
か
つ

効
果
的
に
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

２
～
４ 

（
略
） 

 
 

 

（
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
お
よ
び
障
害
児
の
意
向

、
障
害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基

づ
き
障
害
児
に
対
し
て
指
定
通
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続

 

（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
お
よ
び
障
害
児
の
意

向
、
障
害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に

基
づ
き
障
害
児
に
対
し
て
指
定
通
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継

第
三
十
二
号
議
案

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の

事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ

び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の

事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
三
九

第
三
十
二
号
議
案
　
福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て



第
三
十
二
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
お
よ
び
障
害
児
の
意
向
、
障

害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
お
よ
び
障
害
児
（
十
五
歳
以

上
の
障
害
児
に
限
る
。
）
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立

し
た
日
常
生
活
ま
た
は
社
会
生
活
を
営
み
、
自
立
し
た
日
常
生
活
ま
た
は
社
会
生
活
へ
と
移

行
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
上
で
必
要
な
事
項
を
定
め
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
障

害
児
に
対
し
て
指
定
入
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続
的
な
評

価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
障
害
児
に
対
し
て
適
切
か
つ
効

果
的
に
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
４ 

（
略
） 

 

（
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
お
よ
び
障
害
児
の
意
向
、
障

害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き

障
害
児
に
対
し
て
指
定
入
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続
的
な

評
価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
障
害
児
に
対
し
て
適
切
か
つ

効
果
的
に
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

２
～
４ 

（
略
） 

 
 

 

（
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
お
よ
び
障
害
児
の
意
向

、
障
害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基

づ
き
障
害
児
に
対
し
て
指
定
通
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続

 

（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
お
よ
び
障
害
児
の
意

向
、
障
害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に

基
づ
き
障
害
児
に
対
し
て
指
定
通
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継

第
三
十
二
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 
（
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
お
よ
び
障
害
児
の
意
向
、
障

害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
お
よ
び
障
害
児
（
十
五
歳
以

上
の
障
害
児
に
限
る
。
）
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
自
立

し
た
日
常
生
活
ま
た
は
社
会
生
活
を
営
み
、
自
立
し
た
日
常
生
活
ま
た
は
社
会
生
活
へ
と
移

行
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
上
で
必
要
な
事
項
を
定
め
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
障

害
児
に
対
し
て
指
定
入
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続
的
な
評

価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
障
害
児
に
対
し
て
適
切
か
つ
効

果
的
に
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
４ 

（
略
） 

 

（
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
は
、
入
所
給
付
決
定
保
護
者
お
よ
び
障
害
児
の
意
向
、
障

害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き

障
害
児
に
対
し
て
指
定
入
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続
的
な

評
価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
障
害
児
に
対
し
て
適
切
か
つ

効
果
的
に
指
定
入
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

２
～
４ 

（
略
） 

 
 

 

（
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
お
よ
び
障
害
児
の
意
向

、
障
害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基

づ
き
障
害
児
に
対
し
て
指
定
通
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継
続

 

（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
の
一
般
原
則
） 

第
三
条 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
お
よ
び
障
害
児
の
意

向
、
障
害
児
の
適
性
、
障
害
の
特
性
そ
の
他
の
事
情
を
踏
ま
え
た
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に

基
づ
き
障
害
児
に
対
し
て
指
定
通
所
支
援
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
継

的
な
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
障
害
児
に
対
し
て
適
切

か
つ
効
果
的
に
指
定
通
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
利
用
す
る
障

害
児
の
意
思
お
よ
び
人
格
を
尊
重
し
て
、
常
に
当
該
障
害
児
の
立
場
に
立
っ
た
指
定
通
所
支

援
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
地
域
お
よ
び
家
庭
と
の
結
び
付
き
を
重
視
し
た
運
営

を
行
い
、
県
、
市
町
村
、
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
行
う
者
、
児
童
福
祉
施
設
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
ま
た
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
者
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
利
用
す
る
障

害
児
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、

そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

続
的
な
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
障
害
児
に
対
し
て
適

切
か
つ
効
果
的
に
指
定
通
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
を
利
用
す

る
障
害
児
の
意
思
お
よ
び
人
格
を
尊
重
し
て
、
常
に
当
該
障
害
児
の
立
場
に
立
っ
た
指
定
通

所
支
援
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
地
域
お
よ
び
家
庭
と
の
結
び
付
き
を
重
視
し
た
運

営
を
行
い
、
県
、
市
町
村
、
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
を
行
う
者
、
児
童
福
祉
施
設
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
ま
た
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
者
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
を
利
用
す

る
障
害
児
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も

に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
申
請
者
の
要
件
） 

第
四
条 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
第
一
号
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
法
人
と
す
る 

 

。 

 

（
申
請
者
の
要
件
） 

第
四
条 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
第
一
号
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
法
人
と
す
る

。
た
だ
し
、
医
療
型
児
童
発
達
支
援
（
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

。
）
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 

（
指
定
児
童
発
達
支
援
等
の
事
業
の
基
準
） 

第
五
条 

（
略
） 

    

（
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
基
準
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

（
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
基
準
） 

第
七
条 

（
略
） 

 

（
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
の
基
準
） 

第
八
条 

（
略
） 

 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

第
九
条 

（
略
） 

 

（
指
定
児
童
発
達
支
援
等
の
事
業
の
基
準
） 

第
五
条 

（
略
） 

 

（
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
基
準
） 

第
六
条 

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準
は

、
基
準
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
基
準
） 

第
七
条 

（
略
） 

 

（
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
基
準
） 

第
八
条 

（
略
） 

 

（
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
の
基
準
） 

第
九
条 

（
略
） 

 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

第
十
条 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

（
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
四
〇

第
三
十
二
号
議
案
　
福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て



的
な
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
障
害
児
に
対
し
て
適
切

か
つ
効
果
的
に
指
定
通
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
利
用
す
る
障

害
児
の
意
思
お
よ
び
人
格
を
尊
重
し
て
、
常
に
当
該
障
害
児
の
立
場
に
立
っ
た
指
定
通
所
支

援
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
地
域
お
よ
び
家
庭
と
の
結
び
付
き
を
重
視
し
た
運
営

を
行
い
、
県
、
市
町
村
、
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
行
う
者
、
児
童
福
祉
施
設
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
ま
た
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
者
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
利
用
す
る
障

害
児
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、

そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

続
的
な
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
障
害
児
に
対
し
て
適

切
か
つ
効
果
的
に
指
定
通
所
支
援
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
を
利
用
す

る
障
害
児
の
意
思
お
よ
び
人
格
を
尊
重
し
て
、
常
に
当
該
障
害
児
の
立
場
に
立
っ
た
指
定
通

所
支
援
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
地
域
お
よ
び
家
庭
と
の
結
び
付
き
を
重
視
し
た
運

営
を
行
い
、
県
、
市
町
村
、
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
を
行
う
者
、
児
童
福
祉
施
設
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
ま
た
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
者
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
は
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
を
利
用
す

る
障
害
児
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も

に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
申
請
者
の
要
件
） 

第
四
条 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
第
一
号
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
法
人
と
す
る 

 

。 

 

（
申
請
者
の
要
件
） 

第
四
条 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
三
項
第
一
号
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
法
人
と
す
る

。
た
だ
し
、
医
療
型
児
童
発
達
支
援
（
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

。
）
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 

（
指
定
児
童
発
達
支
援
等
の
事
業
の
基
準
） 

第
五
条 

（
略
） 

    

（
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
基
準
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

（
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
基
準
） 

第
七
条 

（
略
） 

 

（
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
の
基
準
） 

第
八
条 

（
略
） 

 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

第
九
条 

（
略
） 

 

（
指
定
児
童
発
達
支
援
等
の
事
業
の
基
準
） 

第
五
条 

（
略
） 

 

（
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
基
準
） 

第
六
条 

指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準
は

、
基
準
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
基
準
） 

第
七
条 

（
略
） 

 

（
指
定
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
の
事
業
の
基
準
） 

第
八
条 

（
略
） 

 

（
指
定
保
育
所
等
訪
問
支
援
の
事
業
の
基
準
） 

第
九
条 

（
略
） 

 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

第
十
条 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

一
四
一

第
三
十
二
号
議
案
　
福
井
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
福
井
県
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て





  

第
三
十
三
号
議
案 

 
 

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
福
井
県
共
生
社
会
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
福
井
県
共
生
社
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 

号 

 
 
 

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
福
井
県
共
生
社
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
福
井
県
共
生
社
会
条
例
（
平
成
三
十
年
福
井
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

（
社
会
的
障
壁
の
除
去
の
た
め
の
合
理
的
な
配
慮
） 

第
二
十
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
社
会
的
障
壁
を
除
去
す
る
た
め
、
合
理
的
な

配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
相
談
へ
の
対
応
） 

第
二
十
一
条 

県
は
、
障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
の
相
談
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

相
談
に
対
応
す
る
た
め
の
人
材
の
育
成
お
よ
び
確
保
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

２
～
４ 

（
略
） 

（
社
会
的
障
壁
の
除
去
の
た
め
の
合
理
的
な
配
慮
） 

第
二
十
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
社
会
的
障
壁
を
除
去
す
る
た
め
、
合
理
的
な

配
慮
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
相
談
へ
の
対
応
） 

第
二
十
一
条 

県
は
、
障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
の
相
談
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
も
の
と
す
る
。 

 

一
・
二 
（
略
） 

 
 ２

～
４ 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

第
三
十
三
号
議
案

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
福
井
県
共
生
社
会
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
福
井
県
共
生
社
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
福
井
県
共
生
社
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
福
井
県
共
生
社
会
条
例
（
平
成
三
十
年
福
井
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
号
議
案
　
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
福
井
県
共
生
社
会
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
四
三



附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
三
十
三
号
議
案
　
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
福
井
県
共
生
社
会
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
四
四



  

第
三
十
四
号
議
案 

 
 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 

号 

 
 
 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

（
社
会
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
手
当
） 

第
十
一
条 

社
会
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る

。 

 

一 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
が
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性

へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭

和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九

年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
ま
た
は
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
、
育
成
ま
た
は

更
生
の
措
置
を
必
要
と
す
る
者
に
面
接
し
て
相
談
、
指
導
ま
た
は
調
査
の
業
務
に
従
事
し

た
と
き
。 

 

二
・
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
社
会
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
手
当
） 

第
十
一
条 

社
会
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る

。 

 

一 
人
事
委
員
会
の
定
め
る
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
が
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
、
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一

年
法
律
第
百
十
八
号
）
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
、

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
ま
た
は
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
、
育
成
ま
た
は
更
生
の
措
置
を
必
要
と
す
る
者
に
面

接
し
て
相
談
、
指
導
ま
た
は
調
査
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

 
 

二
・
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
福
井
県
立
社
会
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
立
社
会
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
福
井
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
、
老
人
福
祉
法

（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
、
老
人
福
祉
法

（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

第
三
十
四
号
議
案

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

（
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
四
五

第
三
十
四
号
議
案
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て



  

第
三
十
四
号
議
案 

 
 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 

号 

 
 
 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

（
社
会
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
手
当
） 

第
十
一
条 

社
会
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る

。 

 

一 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
が
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性

へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭

和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九

年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
ま
た
は
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
、
育
成
ま
た
は

更
生
の
措
置
を
必
要
と
す
る
者
に
面
接
し
て
相
談
、
指
導
ま
た
は
調
査
の
業
務
に
従
事
し

た
と
き
。 

 
二
・
三 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

（
社
会
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
手
当
） 

第
十
一
条 

社
会
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る

。 

 

一 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
が
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
、
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一

年
法
律
第
百
十
八
号
）
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
、

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
ま
た
は
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
、
育
成
ま
た
は
更
生
の
措
置
を
必
要
と
す
る
者
に
面

接
し
て
相
談
、
指
導
ま
た
は
調
査
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

 
 

二
・
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
福
井
県
立
社
会
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
福
井
県
立
社
会
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
福
井
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
、
老
人
福
祉
法

（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
、
老
人
福
祉
法

（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

  

第
三
十
四
号
議
案 

 
 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 

号 

 
 
 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
一
般
職
の
職
員
等
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

（
社
会
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
手
当
） 

第
十
一
条 

社
会
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る

。 

 

一 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
が
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性

へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭

和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九

年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
ま
た
は
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
、
育
成
ま
た
は

更
生
の
措
置
を
必
要
と
す
る
者
に
面
接
し
て
相
談
、
指
導
ま
た
は
調
査
の
業
務
に
従
事
し

た
と
き
。 

 

二
・
三 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
社
会
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
手
当
） 

第
十
一
条 

社
会
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
職
員
の
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る

。 

 

一 

人
事
委
員
会
の
定
め
る
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
が
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
）
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
、
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一

年
法
律
第
百
十
八
号
）
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
、

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
ま
た
は
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
、
育
成
ま
た
は
更
生
の
措
置
を
必
要
と
す
る
者
に
面

接
し
て
相
談
、
指
導
ま
た
は
調
査
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。 

 
 

二
・
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
福
井
県
立
社
会
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
立
社
会
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
福
井
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
、
老
人
福
祉
法

（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
、
老
人
福
祉
法

（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

  

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（

令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
二
十
九
号
）
お
よ
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
規
定
に

基
づ
き
、
福
井
県
が
設
置
す
る
社
会
福
祉
施
設
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る

。 

 

 

（
女
性
自
立
支
援
施
設
） 

第
七
条 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
を
入
所
さ
せ
て
、
そ
の
保
護
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
心
身

の
健
康
の
回
復
を
図
る
た
め
の
医
学
的
ま
た
は
心
理
学
的
な
援
助
を
行
い
、
お
よ
び
そ
の
自

立
の
促
進
の
た
め
に
そ
の
生
活
を
支
援
し
、
あ
わ
せ
て
退
所
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他

の
援
助
を
行
う
た
め
、
女
性
自
立
支
援
施
設
を
設
置
す
る
。 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
の
名
称
、
定
員
お
よ
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

名
称 

定
員 

位
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
、
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
、
母

子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
お
よ
び
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
が
設
置
す
る
社
会

福
祉
施
設
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

   

（
婦
人
保
護
施
設
） 

第
七
条 

売
春
防
止
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
要
保
護
女
子
を
収
容
保
護
す
る
た
め

、
婦
人
保
護
施
設
を
設
置
す
る
。 

   

２ 

婦
人
保
護
施
設
の
名
称
、
定
員
お
よ
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

名
称 

定
員 

位
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

（
福
井
県
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

福
井
県
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 
 
 

福
井
県
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年

法
律
第
五
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設

の
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準
） 

第
三
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る

も
の
を
除
く
ほ
か
、
基
準
省
令
（
基
準
省
令
の
改
正
に
係
る
経
過
措
置
に
関
す
る
規
定
を
含

む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 
 

福
井
県
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
に

規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
は
、
売
春
防
止
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
基
本
方
針
） 

第
三
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
に
対
し
、
健
全
な
環
境
の
も
と
で
、
社
会
福
祉
事
業
に

関
す
る
熱
意
お
よ
び
能
力
を
有
す
る
職
員
に
よ
り
、
社
会
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活
を
送
る

た
め
の
支
援
を
含
め
、
適
切
な
処
遇
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
福
井
県
立
社
会
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
福
井
県
立
社
会
福
祉
施
設
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
福
井
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
福
井
県
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
福
井
県
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 一

四
六

第
三
十
四
号
議
案
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て



  

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（

令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
二
十
九
号
）
お
よ
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
規
定
に

基
づ
き
、
福
井
県
が
設
置
す
る
社
会
福
祉
施
設
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る

。 

 

 

（
女
性
自
立
支
援
施
設
） 

第
七
条 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
を
入
所
さ
せ
て
、
そ
の
保
護
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
心
身

の
健
康
の
回
復
を
図
る
た
め
の
医
学
的
ま
た
は
心
理
学
的
な
援
助
を
行
い
、
お
よ
び
そ
の
自

立
の
促
進
の
た
め
に
そ
の
生
活
を
支
援
し
、
あ
わ
せ
て
退
所
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他

の
援
助
を
行
う
た
め
、
女
性
自
立
支
援
施
設
を
設
置
す
る
。 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
の
名
称
、
定
員
お
よ
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

名
称 

定
員 

位
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
、
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
、
母

子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
お
よ
び
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井
県
が
設
置
す
る
社
会

福
祉
施
設
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

   

（
婦
人
保
護
施
設
） 

第
七
条 

売
春
防
止
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
要
保
護
女
子
を
収
容
保
護
す
る
た
め

、
婦
人
保
護
施
設
を
設
置
す
る
。 

   

２ 

婦
人
保
護
施
設
の
名
称
、
定
員
お
よ
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

名
称 

定
員 

位
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

（
福
井
県
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

福
井
県
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 
 
 

福
井
県
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年

法
律
第
五
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設

の
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準
） 

第
三
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る

も
の
を
除
く
ほ
か
、
基
準
省
令
（
基
準
省
令
の
改
正
に
係
る
経
過
措
置
に
関
す
る
規
定
を
含

む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 
 

福
井
県
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
六
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
に

規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
は
、
売
春
防
止
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
基
本
方
針
） 

第
三
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
に
対
し
、
健
全
な
環
境
の
も
と
で
、
社
会
福
祉
事
業
に

関
す
る
熱
意
お
よ
び
能
力
を
有
す
る
職
員
に
よ
り
、
社
会
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活
を
送
る

た
め
の
支
援
を
含
め
、
適
切
な
処
遇
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

                                 

２ 

婦
人
保
護
施
設
の
職
員
は
、
入
所
者
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な

ら
な
い
。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
責
任
者
を
設
置

す
る
等
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
職
員
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等

の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
最
低
基
準
と
婦
人
保
護
施
設
） 

第
四
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
こ
の
条
例
で
定
め
る
基
準
を
超
え
て
、
常
に
、
そ
の
設
備
お
よ

び
運
営
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
構
造
設
備
の
一
般
原
則
） 

第
五
条 

婦
人
保
護
施
設
の
配
置
、
構
造
お
よ
び
設
備
は
、
日
照
、
採
光
、
換
気
等
入
所
者
の

保
健
衛
生
に
関
す
る
事
項
、
入
所
者
に
対
す
る
危
害
の
防
止
お
よ
び
防
災
に
つ
い
て
十
分
考

慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
非
常
災
害
対
策
） 

第
六
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け

る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
関
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
非
常
災
害
時
の
関
係
機
関
へ
の

通
報
お
よ
び
連
絡
体
制
を
整
備
し
、
そ
れ
ら
を
定
期
的
に
職
員
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
定
期
的
に
避
難
、
救
出
そ
の
他
必
要
な

訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
苦
情
へ
の
対
応
） 

第
七
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
そ
の
行
っ
た
処
遇
に
関
す
る
入
所
者
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ

適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
必
要
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
そ
の
行
っ
た
処
遇
に
関
し
、
売
春
防
止
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る

婦
人
相
談
所
か
ら
指
導
ま
た
は
助
言
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
指
導
ま
た
は
助
言
に
従
っ

て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
社
会
福
祉
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化
委
員
会
が
行
う

同
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 

（
帳
簿
の
整
備
） 

第
八
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
設
備
、
職
員
、
会
計
お
よ
び
入
所
者
の
処
遇
の
状
況
に
関
す
る

帳
簿
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
職
員
） 

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
四
七

第
三
十
四
号
議
案
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て



  

                                 

２ 

婦
人
保
護
施
設
の
職
員
は
、
入
所
者
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な

ら
な
い
。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
責
任
者
を
設
置

す
る
等
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
職
員
に
対
し
、
研
修
を
実
施
す
る
等

の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
最
低
基
準
と
婦
人
保
護
施
設
） 

第
四
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
こ
の
条
例
で
定
め
る
基
準
を
超
え
て
、
常
に
、
そ
の
設
備
お
よ

び
運
営
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
構
造
設
備
の
一
般
原
則
） 

第
五
条 

婦
人
保
護
施
設
の
配
置
、
構
造
お
よ
び
設
備
は
、
日
照
、
採
光
、
換
気
等
入
所
者
の

保
健
衛
生
に
関
す
る
事
項
、
入
所
者
に
対
す
る
危
害
の
防
止
お
よ
び
防
災
に
つ
い
て
十
分
考

慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
非
常
災
害
対
策
） 

第
六
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け

る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
関
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
非
常
災
害
時
の
関
係
機
関
へ
の

通
報
お
よ
び
連
絡
体
制
を
整
備
し
、
そ
れ
ら
を
定
期
的
に
職
員
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
定
期
的
に
避
難
、
救
出
そ
の
他
必
要
な

訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
苦
情
へ
の
対
応
） 

第
七
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
そ
の
行
っ
た
処
遇
に
関
す
る
入
所
者
か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ

適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
必
要
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
そ
の
行
っ
た
処
遇
に
関
し
、
売
春
防
止
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る

婦
人
相
談
所
か
ら
指
導
ま
た
は
助
言
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
指
導
ま
た
は
助
言
に
従
っ

て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
社
会
福
祉
法
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
運
営
適
正
化
委
員
会
が
行
う

同
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 

（
帳
簿
の
整
備
） 

第
八
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
設
備
、
職
員
、
会
計
お
よ
び
入
所
者
の
処
遇
の
状
況
に
関
す
る

帳
簿
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
職
員
） 

  

                                 

第
九
条 

婦
人
保
護
施
設
に
は
、
施
設
長
、
入
所
者
を
指
導
す
る
職
員
、
調
理
員
お
よ
び
施
設

の
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調

理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
の
職
員
は
、
専
ら
当
該
婦
人
保
護
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
等
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
。 

 

（
施
設
長
の
資
格
要
件
） 

第
十
条 

施
設
長
は
、
施
設
を
運
営
す
る
能
力
と
熱
意
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

三
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
主
事
の
資
格
を
有
す
る
も
の
ま
た
は
社
会
福

祉
事
業
も
し
く
は
更
生
保
護
事
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

心
身
と
も
に
健
全
な
者
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
設
備
） 

第
十
一
条 

婦
人
保
護
施
設
の
建
物
（
入
所
者
の
日
常
生
活
の
た
め
に
使
用
し
な
い
附
属
の
建

物
を
除
く
。
）
は
、
耐
火
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第

二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
た
は
準

耐
火
建
築
物
（
同
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
、
火
災
予
防
、
消
火
活
動
等
に
関
し
専
門
的
知
識

を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
規
則
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
婦

人
保
護
施
設
の
建
物
で
あ
っ
て
、
火
災
時
に
お
け
る
入
所
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る

も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
耐
火
建
築
物
ま
た
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

事
務
室 

二 

相
談
室 

三 

宿
直
室 

四 

居
室 

五 

集
会
室
兼
談
話
室 

六 

静
養
室 

七 

医
務
室 

八 

作
業
室 

九 

食
堂 

一
四
八

第
三
十
四
号
議
案
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て



  

                                 

第
九
条 

婦
人
保
護
施
設
に
は
、
施
設
長
、
入
所
者
を
指
導
す
る
職
員
、
調
理
員
お
よ
び
施
設

の
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調

理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
の
職
員
は
、
専
ら
当
該
婦
人
保
護
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
等
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

い
。 

 

（
施
設
長
の
資
格
要
件
） 

第
十
条 

施
設
長
は
、
施
設
を
運
営
す
る
能
力
と
熱
意
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

三
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
主
事
の
資
格
を
有
す
る
も
の
ま
た
は
社
会
福

祉
事
業
も
し
く
は
更
生
保
護
事
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

三 

心
身
と
も
に
健
全
な
者
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
設
備
） 

第
十
一
条 

婦
人
保
護
施
設
の
建
物
（
入
所
者
の
日
常
生
活
の
た
め
に
使
用
し
な
い
附
属
の
建

物
を
除
く
。
）
は
、
耐
火
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第

二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
た
は
準

耐
火
建
築
物
（
同
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
、
火
災
予
防
、
消
火
活
動
等
に
関
し
専
門
的
知
識

を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
規
則
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
婦

人
保
護
施
設
の
建
物
で
あ
っ
て
、
火
災
時
に
お
け
る
入
所
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る

も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
耐
火
建
築
物
ま
た
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

事
務
室 

二 

相
談
室 

三 

宿
直
室 

四 

居
室 

五 

集
会
室
兼
談
話
室 

六 

静
養
室 

七 

医
務
室 

八 

作
業
室 

九 

食
堂 

  

                                 

十 

調
理
室 

十
一 

洗
面
所 

十
二 

浴
室 

十
三 

便
所 

十
四 

洗
濯
室 

十
五 

消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備 

４ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

（
自
立
の
支
援
等
） 

第
十
二
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
、
入
所
者
の
就
労
お
よ
び

生
活
に
関
す
る
指
導
お
よ
び
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
指
導
お
よ
び
援
助
は
、
入
所
者
の
私
生
活
を
尊
重
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
の
起
床
、
就
寝
、
食
事
、
入
浴
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
の
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
の
自
立
を
促
進
す
る
た
め
、
各
入
所
者
ご
と
に
自
立
促
進
計

画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
給
食
） 

第
十
三
条 

給
食
は
、
食
品
の
種
類
お
よ
び
調
理
方
法
に
つ
い
て
栄
養
な
ら
び
に
入
所
者
の
身

体
的
状
況
お
よ
び
嗜し

好
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

栄
養
士
を
置
か
な
い
婦
人
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
、
献
立
の
内
容
、
栄
養
価
の
算
定
お
よ

び
調
理
の
方
法
に
つ
い
て
保
健
所
等
の
指
導
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
保
健
衛
生
） 

第
十
四
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
に
つ
い
て
は
、
毎
年
二
回
以
上
定
期
に
健
康
診
断
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
居
室
そ
の
他
入
所
者
が
常
時
使
用
す
る
設
備
に
つ
い
て
、
常
に
清
潔

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
の
使
用
す
る
食
器
そ
の
他
の
設
備
ま
た
は
飲
用
に
供
す
る
水

に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
ま
た
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、

医
薬
品
、
衛
生
材
料
お
よ
び
医
療
機
械
器
具
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
当
該
婦
人
保
護
施
設
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
ま
た
は
ま
ん
延

し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受
け
た
金
銭
の
管
理
） 

一
四
九

第
三
十
四
号
議
案
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て



  

                                 

十 

調
理
室 

十
一 

洗
面
所 

十
二 

浴
室 

十
三 

便
所 

十
四 

洗
濯
室 

十
五 

消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
て
必
要
な
設
備 

４ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

（
自
立
の
支
援
等
） 

第
十
二
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
、
入
所
者
の
就
労
お
よ
び

生
活
に
関
す
る
指
導
お
よ
び
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
指
導
お
よ
び
援
助
は
、
入
所
者
の
私
生
活
を
尊
重
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
の
起
床
、
就
寝
、
食
事
、
入
浴
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
の
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
の
自
立
を
促
進
す
る
た
め
、
各
入
所
者
ご
と
に
自
立
促
進
計

画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
給
食
） 

第
十
三
条 

給
食
は
、
食
品
の
種
類
お
よ
び
調
理
方
法
に
つ
い
て
栄
養
な
ら
び
に
入
所
者
の
身

体
的
状
況
お
よ
び
嗜し

好
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

栄
養
士
を
置
か
な
い
婦
人
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
、
献
立
の
内
容
、
栄
養
価
の
算
定
お
よ

び
調
理
の
方
法
に
つ
い
て
保
健
所
等
の
指
導
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
保
健
衛
生
） 

第
十
四
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
に
つ
い
て
は
、
毎
年
二
回
以
上
定
期
に
健
康
診
断
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
居
室
そ
の
他
入
所
者
が
常
時
使
用
す
る
設
備
に
つ
い
て
、
常
に
清
潔

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
の
使
用
す
る
食
器
そ
の
他
の
設
備
ま
た
は
飲
用
に
供
す
る
水

に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
ま
た
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、

医
薬
品
、
衛
生
材
料
お
よ
び
医
療
機
械
器
具
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
当
該
婦
人
保
護
施
設
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
ま
た
は
ま
ん
延

し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受
け
た
金
銭
の
管
理
） 

  

                
 

 

（
事
故
発
生
時
の
対
応
） 

第
四
条 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
入
所
者
の
処
遇
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
速
や

か
に
県
、
市
町
、
入
所
者
の
家
族
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
前
項
の
事
故
の
状
況
お
よ
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ

い
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

女
性
自
立
支
援
施
設
は
、
入
所
者
の
処
遇
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は

、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
規
則
） 

第
五
条 

（
略
） 

第
十
五
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
当
該
婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
が
入
所
者
に
係
る
婦
人
保
護

施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十

四
条
の
二
の
給
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
た

と
き
は
、
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受
け
た
金
銭
を
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
適
正
に
管

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
十
六
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
婦
人
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
、
警
察
署
、
母
子
・
父
子
福
祉

団
体
、
公
共
職
業
安
定
所
、
職
業
訓
練
施
設
そ
の
他
の
関
係
機
関
お
よ
び
婦
人
相
談
員
、
母

子
・
父
子
自
立
支
援
員
、
民
生
委
員
、
児
童
委
員
、
保
護
司
そ
の
他
の
関
係
者
と
密
接
に
連

携
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
秘
密
保
持
等
） 

第
十
七
条 

婦
人
保
護
施
設
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
入
所

者
ま
た
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得

た
入
所
者
ま
た
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
事
故
発
生
時
の
対
応
） 

第
十
八
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
の
処
遇
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
速
や
か

に
県
、
市
町
、
入
所
者
の
家
族
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
前
項
の
事
故
の
状
況
お
よ
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
の
処
遇
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
損

害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
規
則
） 

第
十
九
条 

（
略
） 

 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

附

則

一
五
〇

第
三
十
四
号
議
案
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て



　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。一

五
一

第
三
十
四
号
議
案
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て





  

第
三
十
五
号
議
案 

 
 

福
井
県
病
院
等
の
人
員
お
よ
び
施
設
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

福
井
県
病
院
等
の
人
員
お
よ
び
施
設
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 

号 

 
 
 

福
井
県
病
院
等
の
人
員
お
よ
び
施
設
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
病
院
等
の
人
員
お
よ
び
施
設
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

（
病
院
の
従
業
者
） 

第
六
条 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
病
院
が
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
従
業
者
は

、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

栄
養
士
ま
た
は
管
理
栄
養
士
（
病
床
数
百
以
上
の
病
院
に
限
る
。
） 

 

五
・
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
病
院
の
従
業
者
） 

第
六
条 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
病
院
が
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
従
業
者
は

、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 
四 

栄
養
士
（
病
床
数
百
以
上
の
病
院
に
限
る
。
） 

 

五
・
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

第
三
十
五
号
議
案

福
井
県
病
院
等
の
人
員
お
よ
び
施
設
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
病
院
等
の
人
員
お
よ
び
施
設
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
病
院
等
の
人
員
お
よ
び
施
設
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
井
県
病
院
等
の
人
員
お
よ
び
施
設
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
井
県
条
例
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
号
議
案
　
福
井
県
病
院
等
の
人
員
お
よ
び
施
設
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
五
三



附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
三
十
五
号
議
案
　
福
井
県
病
院
等
の
人
員
お
よ
び
施
設
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
五
四



  

第
三
十
六
号
議
案 

 
 

福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 

号 

 
 
 

福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
（
平
成
二
十
年
福
井
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
者
、
臨
床
研
修
を
受
け

て
い
る
医
師
ま
た
は
専
門
研
修
を
受
け
て
い
る
医
師
で
あ
っ
て
、
将
来
指
定
医
療
機
関
に
お

い
て
医
師
と
し
て
勤
務
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
対
し
、
修
学
資
金
等
を
貸
与
す
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
医
療
を
担
う
医
師
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

専
門
研
修 

臨
床
研
修
を
修
了
し
た
医
師
が
専
門
性
を
高
め
る
た
め
に
受
け
る
研
修
で

規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

 

四 

（
略
） 

 

五 

修
学
資
金 

次
条
第
一
項
、
第
二
項
ま
た
は
第
五
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
こ
れ
ら

の
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
資
金
を
い
う
。 

 

六 

（
略
） 

 

七 

修
学
専
門
研
修
資
金 

次
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

貸
与
す
る
資
金
を
い
う
。 

 

八 

医
師
少
数
区
域
等 

医
師
の
数
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
区
域
等
で
規
則
で
定
め
る
も

の
を
い
う
。 

 

九 

修
学
資
金
等 

修
学
資
金
、
修
学
研
修
資
金
お
よ
び
修
学
専
門
研
修
資
金
を
い
う
。 

 

（
修
学
資
金
等
の
貸
与
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
者
ま
た
は
臨
床
研
修
を

受
け
て
い
る
医
師
で
あ
っ
て
、
将
来
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と
し
て
勤
務
し
よ
う
と

す
る
も
の
に
対
し
、
修
学
資
金
等
を
貸
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
医
療
を
担
う
医
師
の
確

保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 
 

 

三 

（
略
） 

 

四 

修
学
資
金 

次
条
第
一
項
ま
た
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
項
の
規

定
に
よ
り
貸
与
す
る
資
金
を
い
う
。 

 

五 

（
略
） 

 
 

    

六 

修
学
資
金
等 

修
学
資
金
お
よ
び
修
学
研
修
資
金
を
い
う
。 

 

（
修
学
資
金
等
の
貸
与
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

第
三
十
六
号
議
案

福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
（
平
成
二
十
年
福
井
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
号
議
案
　
福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
五
五



  

第
三
十
六
号
議
案 

 
 

福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 

号 

 
 
 

福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
（
平
成
二
十
年
福
井
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
者
、
臨
床
研
修
を
受
け

て
い
る
医
師
ま
た
は
専
門
研
修
を
受
け
て
い
る
医
師
で
あ
っ
て
、
将
来
指
定
医
療
機
関
に
お

い
て
医
師
と
し
て
勤
務
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
対
し
、
修
学
資
金
等
を
貸
与
す
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
医
療
を
担
う
医
師
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

専
門
研
修 

臨
床
研
修
を
修
了
し
た
医
師
が
専
門
性
を
高
め
る
た
め
に
受
け
る
研
修
で

規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

 

四 

（
略
） 

 

五 

修
学
資
金 

次
条
第
一
項
、
第
二
項
ま
た
は
第
五
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
こ
れ
ら

の
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
す
る
資
金
を
い
う
。 

 
六 

（
略
） 

 
七 

修
学
専
門
研
修
資
金 

次
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

貸
与
す
る
資
金
を
い
う
。 

 

八 

医
師
少
数
区
域
等 

医
師
の
数
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
区
域
等
で
規
則
で
定
め
る
も

の
を
い
う
。 

 

九 

修
学
資
金
等 

修
学
資
金
、
修
学
研
修
資
金
お
よ
び
修
学
専
門
研
修
資
金
を
い
う
。 

 

（
修
学
資
金
等
の
貸
与
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
者
ま
た
は
臨
床
研
修
を

受
け
て
い
る
医
師
で
あ
っ
て
、
将
来
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と
し
て
勤
務
し
よ
う
と

す
る
も
の
に
対
し
、
修
学
資
金
等
を
貸
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
医
療
を
担
う
医
師
の
確

保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 
 

 

三 

（
略
） 

 

四 

修
学
資
金 

次
条
第
一
項
ま
た
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
項
の
規

定
に
よ
り
貸
与
す
る
資
金
を
い
う
。 

 

五 

（
略
） 

 
 

    

六 

修
学
資
金
等 

修
学
資
金
お
よ
び
修
学
研
修
資
金
を
い
う
。 

 

（
修
学
資
金
等
の
貸
与
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

３ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
将
来
指
定
医
療
機
関
に
お
い

て
規
則
で
定
め
る
診
療
科
の
医
師
と
し
て
勤
務
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の

者
に
対
し
、
資
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
て

い
る
者
ま
た
は
貸
与
を
受
け
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

県
外
で
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者 

 
 

  

三 

県
外
で
臨
床
研
修
を
受
け
て
い
る
医
師
（
知
事
が
貸
与
を
決
定
す
る
日
に
お
い
て
臨
床

研
修
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
） 

  

４ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
将
来
指
定
医
療
機
関
に
お
い

て
規
則
で
定
め
る
診
療
科
の
医
師
と
し
て
勤
務
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の

者
に
対
し
、
資
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
て

い
る
者
ま
た
は
受
け
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

県
内
の
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
者
で
あ
っ
て
第
四
学
年
の
課
程
を

修
了
し
、
ま
た
は
修
了
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の 

 

二 

指
定
医
療
機
関
で
専
門
研
修
を
受
け
て
い
る
医
師
（
知
事
が
貸
与
を
決
定
す
る
日
に
お

い
て
専
門
研
修
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
） 

５ 

知
事
は
、
学
校
法
人
自
治
医
科
大
学
が
設
置
す
る
自
治
医
科
大
学
（
以
下
「
自
治
医
科
大

学
」
と
い
う
。
）
に
入
学
し
た
者
で
あ
っ
て
、
将
来
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
規
則
で
定
め

る
診
療
科
の
医
師
と
し
て
勤
務
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
、
資

金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
貸
与
の
取
消
し
） 

第
六
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
そ
の
貸
与
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

大
学
を
退
学
し
、
ま
た
は
臨
床
研
修
も
し
く
は
専
門
研
修
を
中
止
し
た
と
き
。 

 

二 

心
身
の
故
障
の
た
め
修
学
ま
た
は
臨
床
研
修
も
し
く
は
専
門
研
修
を
継
続
す
る
見
込
み

が
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

三
～
六 

（
略
） 

 

（
貸
与
の
休
止
） 

３ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
将
来
指
定
医
療
機
関
に
お
い

て
規
則
で
定
め
る
診
療
科
の
医
師
と
し
て
勤
務
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の

者
に
対
し
、
資
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

一 

（
略
） 

 

二 

県
外
で
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
（
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
を

受
け
て
い
る
者
お
よ
び
前
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
を
受
け

て
い
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

三 

県
外
で
臨
床
研
修
を
受
け
て
い
る
医
師
（
知
事
が
貸
与
を
決
定
す
る
日
に
お
い
て
臨
床

研
修
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
り
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り

貸
与
を
受
け
て
い
た
者
お
よ
び
前
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
貸

与
を
受
け
て
い
る
も
の
ま
た
は
受
け
て
い
た
も
の
を
除
く
。
） 

              

（
貸
与
の
取
消
し
） 

第
六
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
そ
の
貸
与
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

大
学
を
退
学
し
、
ま
た
は
臨
床
研
修
を
中
止
し
た
と
き
。 

 

二 

心
身
の
故
障
の
た
め
修
学
ま
た
は
臨
床
研
修
を
継
続
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。 

 

三
～
六 

（
略
） 

 

（
貸
与
の
休
止
） 

第
三
十
六
号
議
案
　
福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
五
六



  

３ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
将
来
指
定
医
療
機
関
に
お
い

て
規
則
で
定
め
る
診
療
科
の
医
師
と
し
て
勤
務
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の

者
に
対
し
、
資
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
て

い
る
者
ま
た
は
貸
与
を
受
け
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

県
外
で
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者 

 
 

  

三 

県
外
で
臨
床
研
修
を
受
け
て
い
る
医
師
（
知
事
が
貸
与
を
決
定
す
る
日
に
お
い
て
臨
床

研
修
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
） 

  

４ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
将
来
指
定
医
療
機
関
に
お
い

て
規
則
で
定
め
る
診
療
科
の
医
師
と
し
て
勤
務
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の

者
に
対
し
、
資
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
て

い
る
者
ま
た
は
受
け
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

県
内
の
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
者
で
あ
っ
て
第
四
学
年
の
課
程
を

修
了
し
、
ま
た
は
修
了
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の 

 

二 

指
定
医
療
機
関
で
専
門
研
修
を
受
け
て
い
る
医
師
（
知
事
が
貸
与
を
決
定
す
る
日
に
お

い
て
専
門
研
修
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
） 

５ 

知
事
は
、
学
校
法
人
自
治
医
科
大
学
が
設
置
す
る
自
治
医
科
大
学
（
以
下
「
自
治
医
科
大

学
」
と
い
う
。
）
に
入
学
し
た
者
で
あ
っ
て
、
将
来
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
規
則
で
定
め

る
診
療
科
の
医
師
と
し
て
勤
務
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
、
資

金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
貸
与
の
取
消
し
） 

第
六
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
そ
の
貸
与
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 
一 

大
学
を
退
学
し
、
ま
た
は
臨
床
研
修
も
し
く
は
専
門
研
修
を
中
止
し
た
と
き
。 

 
二 
心
身
の
故
障
の
た
め
修
学
ま
た
は
臨
床
研
修
も
し
く
は
専
門
研
修
を
継
続
す
る
見
込
み

が
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

三
～
六 
（
略
） 

 

（
貸
与
の
休
止
） 

３ 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
将
来
指
定
医
療
機
関
に
お
い

て
規
則
で
定
め
る
診
療
科
の
医
師
と
し
て
勤
務
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の

者
に
対
し
、
資
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

一 

（
略
） 

 

二 

県
外
で
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
（
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
を

受
け
て
い
る
者
お
よ
び
前
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
貸
与
を
受
け

て
い
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

三 

県
外
で
臨
床
研
修
を
受
け
て
い
る
医
師
（
知
事
が
貸
与
を
決
定
す
る
日
に
お
い
て
臨
床

研
修
を
開
始
し
た
日
以
後
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
り
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り

貸
与
を
受
け
て
い
た
者
お
よ
び
前
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
貸

与
を
受
け
て
い
る
も
の
ま
た
は
受
け
て
い
た
も
の
を
除
く
。
） 

              

（
貸
与
の
取
消
し
） 

第
六
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
そ
の
貸
与
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

大
学
を
退
学
し
、
ま
た
は
臨
床
研
修
を
中
止
し
た
と
き
。 

 

二 

心
身
の
故
障
の
た
め
修
学
ま
た
は
臨
床
研
修
を
継
続
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。 

 

三
～
六 

（
略
） 

 

（
貸
与
の
休
止
） 

  

第
七
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
が
、
大
学
を
休
学
し
、
も
し
く
は

停
学
の
処
分
を
受
け
、
ま
た
は
臨
床
研
修
も
し
く
は
専
門
研
修
を
中
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た

と
き
（
そ
の
期
間
が
一
月
以
上
の
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
事
由
の
生
じ
た
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
か
ら
そ
の
事
由
の
や
ん
だ
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
分
の
修
学
資
金
等
（
規
則

で
定
め
る
修
学
資
金
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
貸
与
を
行

わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
分
と
し
て
既
に
貸
与
さ
れ
た
修
学

資
金
等
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
修
学
資
金
等
は
、
当
該
事
由
の
や
ん
だ
日
の
属
す
る
月
の
翌

月
以
後
の
分
と
し
て
貸
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

（
略
） 

  

（
返
還
の
猶
予
） 

第
九
条 

知
事
は
、
被
貸
与
者
が
次
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
か
に
該
当
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
等
の
返
還
の
免
除
を
受
け
る
見
込
み
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
間
修
学
資
金
等
の
返
還
を
猶
予
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
返
還
の
免
除
） 

第
十
条 

知
事
は
、
被
貸
与
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
修
学
資
金
等

の
全
部
の
返
還
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き

。 イ 

福
井
大
学
ま
た
は
自
治
医
科
大
学
を
卒
業
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
医
師
の
免
許
を

取
得
す
る
こ
と
。 

ロ 

（
略
） 

ハ 

ロ
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
後
直
ち
に
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と

し
て
勤
務
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
自
治
医
科
大
学
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
指
定

医
療
機
関
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
診
療
科
の
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
場
合
に
限
る
。 

ニ 

ロ
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
受
け
た
期
間
と
ハ
に
規
定
す
る
医
師
と
し
て
勤
務
し
た

期
間
と
を
合
計
し
た
期
間
（
災
害
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
、
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
お
よ
び
指
定
医
療
機
関
に
お

い
て
医
師
と
し
て
勤
務
で
き
な
か
っ
た
期
間
を
除
く
。
第
五
号
に
お
い
て
「
勤
務
期
間

」
と
い
う
。
）
が
九
年
に
達
す
る
こ
と
。 

 

二 

修
学
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

と
き
。 

第
七
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
が
、
大
学
を
休
学
し
、
も
し
く
は

停
学
の
処
分
を
受
け
、
ま
た
は
臨
床
研
修
を
中
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
（
そ
の
期
間
が

一
月
以
上
の
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
事
由
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の

事
由
の
や
ん
だ
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
分
の
修
学
資
金
等
（
規
則
で
定
め
る
修
学
資
金

等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
貸
与
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
分
と
し
て
既
に
貸
与
さ
れ
た
修
学
資
金
等
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
修
学
資
金
等
は
、
当
該
事
由
の
や
ん
だ
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
分
と
し
て

貸
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

（
略
） 

  

（
返
還
の
猶
予
） 

第
九
条 

知
事
は
、
被
貸
与
者
が
次
条
第
一
項
第
一
号
ま
た
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
等
の
返
還
の
免
除
を
受
け
る
見
込
み
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
間
修
学
資
金
等
の
返
還
を
猶
予
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
返
還
の
免
除
） 

第
十
条 

知
事
は
、
被
貸
与
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
修
学
資
金
等

の
全
部
の
返
還
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き

。 イ 

福
井
大
学
を
卒
業
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
医
師
の
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

（
略
） 

ハ 
ロ
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
後
直
ち
に
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と

し
て
勤
務
す
る
こ
と
。 

 

ニ 

ロ
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
受
け
た
期
間
と
ハ
に
規
定
す
る
医
師
と
し
て
勤
務
し
た

期
間
と
を
合
計
し
た
期
間
（
災
害
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
、
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
お
よ
び
指
定
医
療
機
関
に
お

い
て
医
師
と
し
て
勤
務
で
き
な
か
っ
た
期
間
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
「
勤
務
期
間

」
と
い
う
。
）
が
九
年
に
達
す
る
こ
と
。 

二 

修
学
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

と
き
。 

第
三
十
六
号
議
案
　
福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
五
七



  

第
七
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
が
、
大
学
を
休
学
し
、
も
し
く
は

停
学
の
処
分
を
受
け
、
ま
た
は
臨
床
研
修
も
し
く
は
専
門
研
修
を
中
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た

と
き
（
そ
の
期
間
が
一
月
以
上
の
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
事
由
の
生
じ
た
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
か
ら
そ
の
事
由
の
や
ん
だ
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
分
の
修
学
資
金
等
（
規
則

で
定
め
る
修
学
資
金
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
貸
与
を
行

わ
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
分
と
し
て
既
に
貸
与
さ
れ
た
修
学

資
金
等
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
修
学
資
金
等
は
、
当
該
事
由
の
や
ん
だ
日
の
属
す
る
月
の
翌

月
以
後
の
分
と
し
て
貸
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

（
略
） 

  

（
返
還
の
猶
予
） 

第
九
条 

知
事
は
、
被
貸
与
者
が
次
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
か
に
該
当
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
等
の
返
還
の
免
除
を
受
け
る
見
込
み
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
間
修
学
資
金
等
の
返
還
を
猶
予
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
返
還
の
免
除
） 

第
十
条 

知
事
は
、
被
貸
与
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
修
学
資
金
等

の
全
部
の
返
還
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き

。 イ 

福
井
大
学
ま
た
は
自
治
医
科
大
学
を
卒
業
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
医
師
の
免
許
を

取
得
す
る
こ
と
。 

ロ 

（
略
） 

ハ 

ロ
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
後
直
ち
に
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と

し
て
勤
務
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
自
治
医
科
大
学
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
指
定

医
療
機
関
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
診
療
科
の
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
場
合
に
限
る
。 

ニ 

ロ
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
受
け
た
期
間
と
ハ
に
規
定
す
る
医
師
と
し
て
勤
務
し
た

期
間
と
を
合
計
し
た
期
間
（
災
害
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
、
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
お
よ
び
指
定
医
療
機
関
に
お

い
て
医
師
と
し
て
勤
務
で
き
な
か
っ
た
期
間
を
除
く
。
第
五
号
に
お
い
て
「
勤
務
期
間

」
と
い
う
。
）
が
九
年
に
達
す
る
こ
と
。 

 

二 

修
学
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

と
き
。 

第
七
条 

知
事
は
、
修
学
資
金
等
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
が
、
大
学
を
休
学
し
、
も
し
く
は

停
学
の
処
分
を
受
け
、
ま
た
は
臨
床
研
修
を
中
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
（
そ
の
期
間
が

一
月
以
上
の
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
事
由
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の

事
由
の
や
ん
だ
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
分
の
修
学
資
金
等
（
規
則
で
定
め
る
修
学
資
金

等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
貸
与
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
期
間
分
と
し
て
既
に
貸
与
さ
れ
た
修
学
資
金
等
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
修
学
資
金
等
は
、
当
該
事
由
の
や
ん
だ
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
分
と
し
て

貸
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

（
略
） 

  

（
返
還
の
猶
予
） 

第
九
条 

知
事
は
、
被
貸
与
者
が
次
条
第
一
項
第
一
号
ま
た
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
修
学
資
金
等
の
返
還
の
免
除
を
受
け
る
見
込
み
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
間
修
学
資
金
等
の
返
還
を
猶
予
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
返
還
の
免
除
） 

第
十
条 

知
事
は
、
被
貸
与
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
修
学
資
金
等

の
全
部
の
返
還
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き

。 イ 

福
井
大
学
を
卒
業
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
医
師
の
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

（
略
） 

ハ 

ロ
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
後
直
ち
に
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と

し
て
勤
務
す
る
こ
と
。 

 

ニ 

ロ
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
を
受
け
た
期
間
と
ハ
に
規
定
す
る
医
師
と
し
て
勤
務
し
た

期
間
と
を
合
計
し
た
期
間
（
災
害
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
、
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
お
よ
び
指
定
医
療
機
関
に
お

い
て
医
師
と
し
て
勤
務
で
き
な
か
っ
た
期
間
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
「
勤
務
期
間

」
と
い
う
。
）
が
九
年
に
達
す
る
こ
と
。 

二 

修
学
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

と
き
。 

  

 
 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 
ハ
に
規
定
す
る
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
災
害
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と
し
て
勤
務
で
き
な
か
っ

た
期
間
を
除
く
。
）
が
三
年
に
達
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
年
以
上
は
医
師
少
数
区
域

等
に
お
け
る
勤
務
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
修
学
専
門
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者

が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
。 

 
 

イ 

大
学
を
卒
業
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
医
師
の
免
許
を
取
得
し
、
医
師
の
免
許
を
取

得
し
た
後
直
ち
に
県
内
で
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
。 

ロ 

臨
床
研
修
を
修
了
し
た
後
直
ち
に
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
診
療
科

の
医
師
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
。 

ハ 

ロ
に
規
定
す
る
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
災
害
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と
し
て
勤
務
で
き
な
か
っ

た
期
間
を
除
く
。
）
が
三
年
に
達
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
年
以
上
は
医
師
少
数
区
域

等
に
お
け
る
勤
務
で
あ
る
こ
と
。 

四 

第
三
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
修
学
専
門
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者

が
次
の
イ
お
よ
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
。 

 

イ 

専
門
研
修
を
修
了
し
た
後
直
ち
に
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
診
療
科

の
医
師
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

イ
に
規
定
す
る
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
災
害
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と
し
て
勤
務
で
き
な
か
っ

た
期
間
を
除
く
。
）
が
第
四
条
第
二
項
の
貸
与
期
間
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
年
数
（

一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
に
達
し
、
か
つ
、
そ

の
う
ち
一
年
以
上
は
医
師
少
数
区
域
等
に
お
け
る
勤
務
で
あ
る
こ
と
。 

五 

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
勤
務
期
間
、
修
学
研
修
資
金
の
貸
与
を
受

け
た
者
に
あ
っ
て
は
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
期
間
、
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

と
し
て
修
学
専
門
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
期

間
、
第
三
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
修
学
専
門
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た

者
に
あ
っ
て
は
前
号
ロ
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
、
業
務
上
の
理
由
に
よ
り
死
亡
し
、

ま
た
は
業
務
に
起
因
す
る
心
身
の
故
障
に
よ
り
、
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
と
き
ま
た
は
医
師
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。 

 
 

イ
～
ハ 

（
略
） 

 
 

ニ 

ハ
に
規
定
す
る
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
災
害
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と
し
て
勤
務
で
き
な
か
っ

た
期
間
を
除
く
。
）
が
三
年
に
達
す
る
こ
と
。 

                     

三 

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
勤
務
期
間
、
修
学
研
修
資
金
の
貸
与
を
受

け
た
者
に
あ
っ
て
は
前
号
ハ
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
、
業
務
上
の
理
由
に
よ
り
死
亡

し
、
ま
た
は
業
務
に
起
因
す
る
心
身
の
故
障
に
よ
り
、
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
ま
た
は
医
師
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。 

   
  

２ 

知
事
は
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
被
貸
与
者
が
死
亡
、
心
身
の
故
障

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
修
学
資
金
等
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
修
学
資
金
等
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
被
貸
与
者
が
死
亡
、
心
身
の
故
障

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
修
学
資
金
等
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
修
学
資
金
等
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
五
号
の
改
正
規
定
、
第
三
条
第
四
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
お
よ
び
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定

は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

医
師
不
足
の
診
療
科
に
お
け
る
医
師
を
確
保
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

  

 
 

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

ハ
に
規
定
す
る
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
災
害
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と
し
て
勤
務
で
き
な
か
っ

た
期
間
を
除
く
。
）
が
三
年
に
達
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
年
以
上
は
医
師
少
数
区
域

等
に
お
け
る
勤
務
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
修
学
専
門
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者

が
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
。 

 
 

イ 

大
学
を
卒
業
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
医
師
の
免
許
を
取
得
し
、
医
師
の
免
許
を
取

得
し
た
後
直
ち
に
県
内
で
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
。 

ロ 

臨
床
研
修
を
修
了
し
た
後
直
ち
に
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
診
療
科

の
医
師
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
。 

ハ 

ロ
に
規
定
す
る
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
災
害
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と
し
て
勤
務
で
き
な
か
っ

た
期
間
を
除
く
。
）
が
三
年
に
達
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
一
年
以
上
は
医
師
少
数
区
域

等
に
お
け
る
勤
務
で
あ
る
こ
と
。 

四 

第
三
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
修
学
専
門
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者

が
次
の
イ
お
よ
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
。 

 

イ 

専
門
研
修
を
修
了
し
た
後
直
ち
に
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
診
療
科

の
医
師
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

イ
に
規
定
す
る
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
災
害
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と
し
て
勤
務
で
き
な
か
っ

た
期
間
を
除
く
。
）
が
第
四
条
第
二
項
の
貸
与
期
間
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
年
数
（

一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
年
数
）
に
達
し
、
か
つ
、
そ

の
う
ち
一
年
以
上
は
医
師
少
数
区
域
等
に
お
け
る
勤
務
で
あ
る
こ
と
。 

五 

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
勤
務
期
間
、
修
学
研
修
資
金
の
貸
与
を
受

け
た
者
に
あ
っ
て
は
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
期
間
、
第
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

と
し
て
修
学
専
門
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
期

間
、
第
三
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
修
学
専
門
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た

者
に
あ
っ
て
は
前
号
ロ
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
、
業
務
上
の
理
由
に
よ
り
死
亡
し
、

ま
た
は
業
務
に
起
因
す
る
心
身
の
故
障
に
よ
り
、
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
と
き
ま
た
は
医
師
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。 

 
 

イ
～
ハ 

（
略
） 

 
 

ニ 

ハ
に
規
定
す
る
医
師
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
（
災
害
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
医
師
と
し
て
勤
務
で
き
な
か
っ

た
期
間
を
除
く
。
）
が
三
年
に
達
す
る
こ
と
。 

                     
三 

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
勤
務
期
間
、
修
学
研
修
資
金
の
貸
与
を
受

け
た
者
に
あ
っ
て
は
前
号
ハ
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
、
業
務
上
の
理
由
に
よ
り
死
亡

し
、
ま
た
は
業
務
に
起
因
す
る
心
身
の
故
障
に
よ
り
、
臨
床
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
ま
た
は
医
師
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。 

   

第
三
十
六
号
議
案
　
福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
五
八



  

２ 

知
事
は
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
被
貸
与
者
が
死
亡
、
心
身
の
故
障

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
修
学
資
金
等
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
修
学
資
金
等
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
被
貸
与
者
が
死
亡
、
心
身
の
故
障

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
修
学
資
金
等
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
修
学
資
金
等
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 
 

附 

則 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
五
号
の
改
正
規
定
、
第
三
条
第
四
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
お
よ
び
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定

は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

医
師
不
足
の
診
療
科
に
お
け
る
医
師
を
確
保
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
五
号
の
改
正
規
定
、
第
三
条
第
四
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
お
よ
び
第
十

条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
医
師
不
足
の
診
療
科
に
お
け
る
医
師
を
確
保
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
三
十
六
号
議
案
　
福
井
県
医
師
確
保
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
五
九





第 
 

号
議
案 

 
 
 

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
六
十
年
福
井
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

 

一 

設
備
等 

 

一 

設
備
等 

区
分 

算
定
基
礎 

金
額
（
単
位
円
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

万
能
材
料
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

小
型
五
軸
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

非
接
触
パ
タ
ー
ン
投
影
式
三
次
元
形
状
計
測
シ
ス

テ
ム
（
デ
ー
タ
処
理
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
） 

（
略
） 

（
略
） 

ポ
ー
タ
ブ
ル
３
Ｄ
ス
キ
ャ
ナ 

一
時
間
に
つ
き 

四
〇
〇 

超
精
密
マ
イ
ク
ロ
加
工
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

マ
イ
ク
ロ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

非
接
触
表
面
性
状
測
定
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

レ
ー
ザ
重
畳
加
工
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

区
分 

算
定
基
礎 

金
額
（
単
位
円
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

万
能
材
料
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

Ｎ
Ｃ
成
形
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
〇
五
〇 

小
型
五
軸
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

非
接
触
パ
タ
ー
ン
投
影
式
三
次
元
形
状
計
測
シ
ス

テ
ム
（
デ
ー
タ
処
理
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

超
精
密
マ
イ
ク
ロ
加
工
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

防
振
型
高
精
度
加
工
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
六
一
〇 

マ
イ
ク
ロ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

非
接
触
表
面
性
状
測
定
機 
（
略
） 

（
略
） 

光
超
微
細
加
工
装
置 
一
時
間
に
つ
き 

二
、
九
五
〇 

レ
ー
ザ
重
畳
加
工
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

ビ
ー
ム
特
性
変
換
ユ
ニ
ッ
ト 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
三
八
〇 

第
三
十
七
号
議
案

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
六
十
年
福
井
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
号
議
案
　
福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
六
一



 
 

 

 
 

 

超
精
密
加
工
特
性
評
価
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

位
置
補
正
型
レ
ー
ザ
加
工
機 

（
略
） 

（
略
） 

レ
ー
ザ
マ
ー
キ
ン
グ
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇 

精
密
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

機
械
構
造
評
価
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

レ
ー
ザ
ド
ッ
プ
ラ
ー
振
動
計 

一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇 

切
削
現
象
解
析
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

複
合
セ
ン
シ
ン
グ
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

衛
星
通
信
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

六
、
一
〇
〇 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
試
験
器 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ト
ー
シ
ョ
ン
バ
ラ
ン
ス 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

高
精
度
引
張
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

洗
浄
評
価
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

燃
焼
性
試
験
機 

一
時
間
に
つ
き 

四
〇
〇 

ビ
ー
ム
特
性
測
定
ユ
ニ
ッ
ト 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
六
二
〇 

超
精
密
加
工
現
象
観
測
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
八
六
〇 

超
精
密
加
工
特
性
評
価
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

位
置
補
正
型
レ
ー
ザ
加
工
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

精
密
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

機
械
構
造
評
価
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

切
削
現
象
解
析
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

複
合
セ
ン
シ
ン
グ
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

ク
ラ
ン
プ
オ
ン
電
力
計 

一
時
間
に
つ
き 

二
一
〇 

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

衛
星
通
信
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

Ｅ
Ｍ
Ｉ
測
定
器 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
二
四
〇 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
試
験
器 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ト
ー
シ
ョ
ン
バ
ラ
ン
ス 

（
略
） 

（
略
） 

熱
伝
導
率
計 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
一
三
〇 

高
精
度
引
張
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

洗
浄
評
価
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

ピ
リ
ン
グ
試
験
機 

一
時
間
に
つ
き 

一
三
〇 

燃
焼
性
試
験
機 

一
時
間
に
つ
き 

一
五
〇 

第 
 

号
議
案 

 
 
 

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
六
十
年
福
井
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

 

一 

設
備
等 

 

一 

設
備
等 

区
分 

算
定
基
礎 

金
額
（
単
位
円
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

万
能
材
料
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

小
型
五
軸
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

非
接
触
パ
タ
ー
ン
投
影
式
三
次
元
形
状
計
測
シ
ス

テ
ム
（
デ
ー
タ
処
理
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
） 

（
略
） 

（
略
） 

ポ
ー
タ
ブ
ル
３
Ｄ
ス
キ
ャ
ナ 

一
時
間
に
つ
き 

四
〇
〇 

超
精
密
マ
イ
ク
ロ
加
工
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

マ
イ
ク
ロ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

非
接
触
表
面
性
状
測
定
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

レ
ー
ザ
重
畳
加
工
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

区
分 

算
定
基
礎 

金
額
（
単
位
円
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

万
能
材
料
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

Ｎ
Ｃ
成
形
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
〇
五
〇 

小
型
五
軸
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

非
接
触
パ
タ
ー
ン
投
影
式
三
次
元
形
状
計
測
シ
ス

テ
ム
（
デ
ー
タ
処
理
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

超
精
密
マ
イ
ク
ロ
加
工
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

防
振
型
高
精
度
加
工
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
六
一
〇 

マ
イ
ク
ロ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

非
接
触
表
面
性
状
測
定
機 

（
略
） 

（
略
） 

光
超
微
細
加
工
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
九
五
〇 

レ
ー
ザ
重
畳
加
工
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

ビ
ー
ム
特
性
変
換
ユ
ニ
ッ
ト 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
三
八
〇 

第 
 

号
議
案 

 
 
 

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
六
十
年
福
井
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

 

一 

設
備
等 

 

一 

設
備
等 

区
分 

算
定
基
礎 

金
額
（
単
位
円
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

万
能
材
料
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

小
型
五
軸
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

非
接
触
パ
タ
ー
ン
投
影
式
三
次
元
形
状
計
測
シ
ス

テ
ム
（
デ
ー
タ
処
理
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
） 

（
略
） 

（
略
） 

ポ
ー
タ
ブ
ル
３
Ｄ
ス
キ
ャ
ナ 

一
時
間
に
つ
き 

四
〇
〇 

超
精
密
マ
イ
ク
ロ
加
工
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

マ
イ
ク
ロ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

非
接
触
表
面
性
状
測
定
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

レ
ー
ザ
重
畳
加
工
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

区
分 

算
定
基
礎 

金
額
（
単
位
円
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

万
能
材
料
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

Ｎ
Ｃ
成
形
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
〇
五
〇 

小
型
五
軸
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

非
接
触
パ
タ
ー
ン
投
影
式
三
次
元
形
状
計
測
シ
ス

テ
ム
（
デ
ー
タ
処
理
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

超
精
密
マ
イ
ク
ロ
加
工
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

防
振
型
高
精
度
加
工
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
六
一
〇 

マ
イ
ク
ロ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

非
接
触
表
面
性
状
測
定
機 

（
略
） 

（
略
） 

光
超
微
細
加
工
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
九
五
〇 

レ
ー
ザ
重
畳
加
工
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

ビ
ー
ム
特
性
変
換
ユ
ニ
ッ
ト 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
三
八
〇 

第
三
十
七
号
議
案
　
福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
六
二



 
 

 

 
 

 

超
精
密
加
工
特
性
評
価
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

位
置
補
正
型
レ
ー
ザ
加
工
機 

（
略
） 

（
略
） 

レ
ー
ザ
マ
ー
キ
ン
グ
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇 

精
密
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

機
械
構
造
評
価
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

レ
ー
ザ
ド
ッ
プ
ラ
ー
振
動
計 

一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇 

切
削
現
象
解
析
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

複
合
セ
ン
シ
ン
グ
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

衛
星
通
信
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

六
、
一
〇
〇 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
試
験
器 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ト
ー
シ
ョ
ン
バ
ラ
ン
ス 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

高
精
度
引
張
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

洗
浄
評
価
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

燃
焼
性
試
験
機 

一
時
間
に
つ
き 

四
〇
〇 

ビ
ー
ム
特
性
測
定
ユ
ニ
ッ
ト 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
六
二
〇 

超
精
密
加
工
現
象
観
測
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
八
六
〇 

超
精
密
加
工
特
性
評
価
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

位
置
補
正
型
レ
ー
ザ
加
工
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

精
密
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

機
械
構
造
評
価
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

切
削
現
象
解
析
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

複
合
セ
ン
シ
ン
グ
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

ク
ラ
ン
プ
オ
ン
電
力
計 

一
時
間
に
つ
き 

二
一
〇 

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

衛
星
通
信
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

Ｅ
Ｍ
Ｉ
測
定
器 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
二
四
〇 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
試
験
器 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ト
ー
シ
ョ
ン
バ
ラ
ン
ス 

（
略
） 

（
略
） 

熱
伝
導
率
計 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
一
三
〇 

高
精
度
引
張
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

洗
浄
評
価
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

ピ
リ
ン
グ
試
験
機 

一
時
間
に
つ
き 

一
三
〇 

燃
焼
性
試
験
機 

一
時
間
に
つ
き 

一
五
〇 

 
 

 

 
 

 

超
精
密
加
工
特
性
評
価
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

位
置
補
正
型
レ
ー
ザ
加
工
機 

（
略
） 

（
略
） 

レ
ー
ザ
マ
ー
キ
ン
グ
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇 

精
密
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

機
械
構
造
評
価
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

レ
ー
ザ
ド
ッ
プ
ラ
ー
振
動
計 

一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇 

切
削
現
象
解
析
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

複
合
セ
ン
シ
ン
グ
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

衛
星
通
信
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

六
、
一
〇
〇 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
試
験
器 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ト
ー
シ
ョ
ン
バ
ラ
ン
ス 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

高
精
度
引
張
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

洗
浄
評
価
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

燃
焼
性
試
験
機 

一
時
間
に
つ
き 

四
〇
〇 

ビ
ー
ム
特
性
測
定
ユ
ニ
ッ
ト 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
六
二
〇 

超
精
密
加
工
現
象
観
測
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
八
六
〇 

超
精
密
加
工
特
性
評
価
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

位
置
補
正
型
レ
ー
ザ
加
工
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

精
密
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

機
械
構
造
評
価
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

切
削
現
象
解
析
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

複
合
セ
ン
シ
ン
グ
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

ク
ラ
ン
プ
オ
ン
電
力
計 

一
時
間
に
つ
き 

二
一
〇 

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

衛
星
通
信
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

Ｅ
Ｍ
Ｉ
測
定
器 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
二
四
〇 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
試
験
器 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ト
ー
シ
ョ
ン
バ
ラ
ン
ス 

（
略
） 

（
略
） 

熱
伝
導
率
計 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
一
三
〇 

高
精
度
引
張
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

洗
浄
評
価
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

ピ
リ
ン
グ
試
験
機 

一
時
間
に
つ
き 

一
三
〇 

燃
焼
性
試
験
機 

一
時
間
に
つ
き 

一
五
〇 

帯
電
測
定
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

大
気
圧
プ
ラ
ズ
マ
処
理
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

多
軸
微
粒
子
吹
付
成
膜
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
五
〇
〇 

摩
擦
帯
電
圧
測
定
器 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ボ
ビ
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

コ
ー
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇 

パ
ー
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

毛
羽
計
数
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

管
巻
機 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

ス
リ
ッ
タ
ー
マ
シ
ン 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

革
新
織
機
（
レ
ピ
ア
ル
ー
ム
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

マ
ル
チ
カ
ラ
ー
鋳
造
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

回
転
型
乾
燥
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

金
属
硬
さ
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

摩
擦
摩
耗
試
験
機 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
三
〇
〇 

耐
久
性
試
験
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

鋳
造
型
評
価
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

帯
電
測
定
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

大
気
圧
プ
ラ
ズ
マ
処
理
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

摩
擦
帯
電
圧
測
定
器 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ボ
ビ
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

コ
ー
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

一
時
間
に
つ
き 

一
九
〇 

パ
ー
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

毛
羽
計
数
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

偏
光
顕
微
鏡 

一
時
間
に
つ
き 

四
九
〇 

管
巻
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ス
リ
ッ
タ
ー
マ
シ
ン 

（
略
） 

（
略
） 

革
新
織
機
（
エ
ア
ー
ジ
ェ
ッ
ト
ル
ー
ム
） 

一
時
間
に
つ
き 

四
三
〇 

革
新
織
機
（
レ
ピ
ア
ル
ー
ム
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

マ
ル
チ
カ
ラ
ー
鋳
造
機 

（
略
） 

（
略
） 

鋳
造
実
験
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
五
五
〇 

回
転
型
乾
燥
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

金
属
硬
さ
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

複
合
材
料
耐
久
性
評
価
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

七
、
九
一
〇 

耐
久
性
試
験
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

鋳
造
型
評
価
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

高
信
頼
性
接
合
技
術
評
価
解
析
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
八
七
〇 

第
三
十
七
号
議
案
　
福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
六
三



帯
電
測
定
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

大
気
圧
プ
ラ
ズ
マ
処
理
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

多
軸
微
粒
子
吹
付
成
膜
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
五
〇
〇 

摩
擦
帯
電
圧
測
定
器 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ボ
ビ
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

コ
ー
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇 

パ
ー
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

毛
羽
計
数
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

管
巻
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ス
リ
ッ
タ
ー
マ
シ
ン 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

革
新
織
機
（
レ
ピ
ア
ル
ー
ム
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

マ
ル
チ
カ
ラ
ー
鋳
造
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

回
転
型
乾
燥
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

金
属
硬
さ
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

摩
擦
摩
耗
試
験
機 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
三
〇
〇 

耐
久
性
試
験
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

鋳
造
型
評
価
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

帯
電
測
定
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

大
気
圧
プ
ラ
ズ
マ
処
理
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

摩
擦
帯
電
圧
測
定
器 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ボ
ビ
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

コ
ー
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

一
時
間
に
つ
き 

一
九
〇 

パ
ー
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

毛
羽
計
数
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

偏
光
顕
微
鏡 

一
時
間
に
つ
き 

四
九
〇 

管
巻
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ス
リ
ッ
タ
ー
マ
シ
ン 

（
略
） 

（
略
） 

革
新
織
機
（
エ
ア
ー
ジ
ェ
ッ
ト
ル
ー
ム
） 

一
時
間
に
つ
き 

四
三
〇 

革
新
織
機
（
レ
ピ
ア
ル
ー
ム
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

マ
ル
チ
カ
ラ
ー
鋳
造
機 

（
略
） 

（
略
） 

鋳
造
実
験
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
五
五
〇 

回
転
型
乾
燥
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

金
属
硬
さ
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

複
合
材
料
耐
久
性
評
価
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

七
、
九
一
〇 

耐
久
性
試
験
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

鋳
造
型
評
価
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

高
信
頼
性
接
合
技
術
評
価
解
析
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
八
七
〇 

帯
電
測
定
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

大
気
圧
プ
ラ
ズ
マ
処
理
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

多
軸
微
粒
子
吹
付
成
膜
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
五
〇
〇 

摩
擦
帯
電
圧
測
定
器 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ボ
ビ
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

コ
ー
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

一
時
間
に
つ
き 

七
〇
〇 

パ
ー
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

毛
羽
計
数
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

管
巻
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ス
リ
ッ
タ
ー
マ
シ
ン 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

革
新
織
機
（
レ
ピ
ア
ル
ー
ム
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

マ
ル
チ
カ
ラ
ー
鋳
造
機 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

回
転
型
乾
燥
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

金
属
硬
さ
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

摩
擦
摩
耗
試
験
機 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
三
〇
〇 

耐
久
性
試
験
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

鋳
造
型
評
価
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

帯
電
測
定
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

大
気
圧
プ
ラ
ズ
マ
処
理
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

摩
擦
帯
電
圧
測
定
器 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ボ
ビ
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

コ
ー
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

一
時
間
に
つ
き 

一
九
〇 

パ
ー
ン
ワ
イ
ン
ダ
ー 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

毛
羽
計
数
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

偏
光
顕
微
鏡 

一
時
間
に
つ
き 

四
九
〇 

管
巻
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ス
リ
ッ
タ
ー
マ
シ
ン 

（
略
） 

（
略
） 

革
新
織
機
（
エ
ア
ー
ジ
ェ
ッ
ト
ル
ー
ム
） 

一
時
間
に
つ
き 

四
三
〇 

革
新
織
機
（
レ
ピ
ア
ル
ー
ム
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

マ
ル
チ
カ
ラ
ー
鋳
造
機 

（
略
） 

（
略
） 

鋳
造
実
験
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
五
五
〇 

回
転
型
乾
燥
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

金
属
硬
さ
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

複
合
材
料
耐
久
性
評
価
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

七
、
九
一
〇 

耐
久
性
試
験
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

鋳
造
型
評
価
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

高
信
頼
性
接
合
技
術
評
価
解
析
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
八
七
〇 

機
能
性
金
属
材
料
接
合
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

粉
末
用
Ｘ
線
回
折
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

五
、
〇
〇
〇 

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
構
造
高
精
度
解
析
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

漆
精
製
改
質
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

碁
盤
目
は
く
離
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

デ
ジ
タ
ル
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

人
工
気
象
室 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
（
レ
ー
ザ
Ｇ
一
〇
七
） 

（
略
） 

（
略
） 

電
波
暗
室 

一
時
間
に
つ
き 

九
、
四
〇
〇 

大
型
電
波
無
響
室 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

二 

施
設 

（
略
） 

機
能
性
金
属
材
料
接
合
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
構
造
高
精
度
解
析
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

漆
精
製
改
質
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

漆
顔
料
混
合
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

一
九
〇 

碁
盤
目
は
く
離
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

デ
ジ
タ
ル
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ 

（
略
） 

（
略
） 

め
っ
き
電
位
制
御
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

三
九
〇 

人
工
気
象
室 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
（
レ
ー
ザ
Ｇ
一
〇
七
） 

（
略
） 

（
略
） 

電
波
暗
室 

一
時
間
に
つ
き 

七
、
四
七
〇 

大
型
電
波
無
響
室 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

二 

施
設 

（
略
） 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
） 

区
分 

金
額
（
単
位
円
） 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

三 

加
工 

 

 

１ 

機
械
加
工 

 

 
 

㈠ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

㈡ 

レ
ー
ザ
加
工 

 
 
 

⑴ 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

 
区
分 

金
額
（
単
位
円
） 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

三 
加
工 

 

 

１ 
機
械
加
工 

 

 
 

㈠ 
（
略
） 

（
略
） 

 
 

㈡ 
レ
ー
ザ
加
工 

 
 
 

⑴ 

（
略
） 

 
 
 

⑵ 

フ
ェ
ム
ト
秒
レ
ー
ザ 

 

（
略
） 

一
時
間
に
つ
き 

 
 
 

五
、
五
三
〇 

機
能
性
金
属
材
料
接
合
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

粉
末
用
Ｘ
線
回
折
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

五
、
〇
〇
〇 

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
構
造
高
精
度
解
析
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

漆
精
製
改
質
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

碁
盤
目
は
く
離
試
験
機 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

デ
ジ
タ
ル
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

人
工
気
象
室 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
（
レ
ー
ザ
Ｇ
一
〇
七
） 

（
略
） 

（
略
） 

電
波
暗
室 

一
時
間
に
つ
き 

九
、
四
〇
〇 

大
型
電
波
無
響
室 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

二 

施
設 

（
略
） 

機
能
性
金
属
材
料
接
合
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
構
造
高
精
度
解
析
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

漆
精
製
改
質
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

漆
顔
料
混
合
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

一
九
〇 

碁
盤
目
は
く
離
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

デ
ジ
タ
ル
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ 

（
略
） 

（
略
） 

め
っ
き
電
位
制
御
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

三
九
〇 

人
工
気
象
室 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
（
レ
ー
ザ
Ｇ
一
〇
七
） 

（
略
） 

（
略
） 

電
波
暗
室 

一
時
間
に
つ
き 

七
、
四
七
〇 

大
型
電
波
無
響
室 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
備
考 

（
略
） 

 

二 
施
設 

（
略
） 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
） 

区
分 

金
額
（
単
位
円
） 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

三 

加
工 

 

 

１ 

機
械
加
工 

 

 
 

㈠ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

㈡ 

レ
ー
ザ
加
工 

 
 
 

⑴ 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

 

区
分 

金
額
（
単
位
円
） 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

三 

加
工 

 

 

１ 

機
械
加
工 

 

 
 

㈠ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

㈡ 

レ
ー
ザ
加
工 

 
 
 

⑴ 

（
略
） 

 
 
 

⑵ 

フ
ェ
ム
ト
秒
レ
ー
ザ 

 

（
略
） 

一
時
間
に
つ
き 

 
 
 

五
、
五
三
〇 

機
能
性
金
属
材
料
接
合
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

粉
末
用
Ｘ
線
回
折
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

五
、
〇
〇
〇 

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
構
造
高
精
度
解
析
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

漆
精
製
改
質
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

碁
盤
目
は
く
離
試
験
機 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

デ
ジ
タ
ル
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

人
工
気
象
室 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
（
レ
ー
ザ
Ｇ
一
〇
七
） 

（
略
） 

（
略
） 

電
波
暗
室 

一
時
間
に
つ
き 

九
、
四
〇
〇 

大
型
電
波
無
響
室 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

二 

施
設 

（
略
） 

機
能
性
金
属
材
料
接
合
シ
ス
テ
ム 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
構
造
高
精
度
解
析
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

漆
精
製
改
質
装
置 

（
略
） 

（
略
） 

漆
顔
料
混
合
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

一
九
〇 

碁
盤
目
は
く
離
試
験
機 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

デ
ジ
タ
ル
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ 

（
略
） 

（
略
） 

め
っ
き
電
位
制
御
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

三
九
〇 

人
工
気
象
室 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
（
レ
ー
ザ
Ｇ
一
〇
七
） 

（
略
） 

（
略
） 

電
波
暗
室 

一
時
間
に
つ
き 

七
、
四
七
〇 

大
型
電
波
無
響
室 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

二 
施
設 

（
略
） 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
） 

区
分 

金
額
（
単
位
円
） 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

三 

加
工 

 

 

１ 

機
械
加
工 

 

 
 

㈠ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

㈡ 

レ
ー
ザ
加
工 

 
 
 

⑴ 

（
略
） 

 

 

（
略
） 

 

区
分 

金
額
（
単
位
円
） 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

三 

加
工 

 

 

１ 

機
械
加
工 

 

 
 

㈠ 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

㈡ 

レ
ー
ザ
加
工 

 
 
 

⑴ 

（
略
） 

 
 
 

⑵ 

フ
ェ
ム
ト
秒
レ
ー
ザ 

 

（
略
） 

一
時
間
に
つ
き 

 
 
 

五
、
五
三
〇 

第
三
十
七
号
議
案
　
福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
六
四



  
 
 

⑵ 

（
略
） 

 
 
 

⑶ 

（
略
） 

 
 
 

⑷ 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

㈢
～
㈤ 

（
略
） 

（
略
） 

 
２
～
５ 

（
略
） 

（
略
） 

四
～
六 
（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 
 
 

⑶ 

フ
ェ
ム
ト
秒
レ
ー
ザ
ビ
ー
ム
変
換 

 
 
 

⑷ 

（
略
） 

 
 
 

⑸ 

（
略
） 

 
 
 

⑹ 

（
略
） 

一
時
間
に
つ
き 

 
 
 

四
、
〇
四
〇 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

㈢
～
㈤ 

（
略
） 

（
略
） 

 

２
～
５ 

（
略
） 

（
略
） 

四
～
六 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

設
備
の
整
備
等
に
伴
い
、
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
額
を
定
め
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
設
備
の
整
備
等
に
伴
い
、
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
額
を
定
め
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
三
十
七
号
議
案
　
福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
六
五





第
三
十
八
号
議
案 

 
 
 

家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
井
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

家
畜
保
健
衛
生
所
（
以
下
「
衛
生
所
」
と
い
う
。
）
の
施
設
を
家
畜
保
健
衛
生
所
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
十
二
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
し
よ
う
と
す
る
獣
医
師
ま

た
は
衛
生
所
に
対
し
、
診
療
、
病
性
鑑
定
、
牛
の
受
精
卵
移
植
も
し
く
は
死
亡
家
畜
等
の
焼

却
を
依
頼
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
使
用
料
ま
た
は
手
数

料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
額
） 

第
二
条 

前
条
の
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

病
性
鑑
定
手
数
料 

 
 
 

  
 

イ 

血
液
生
化
学
検
査
手
数
料 

一
件
に
つ
き 

千
七
百
二
十
円 

  
 

ロ 

乳
房
炎
検
査
手
数
料 

一
件
に
つ
き 

千
五
百
八
十
円 

 
 

ハ 

遺
伝
子
検
査
手
数
料 

一
件
に
つ
き 

二
千
百
四
十
円 

 

四 

牛
の
受
精
卵
移
植
手
数
料 

一
頭
一
回
に
つ
き 

五
千
八
百
八
十
円 

 

五 

死
亡
家
畜
等
の
焼
却
手
数
料 

     
 

イ 

月
齢
が
満
十
二
月
以
上
の
牛 

一
頭
に
つ
き 

二
万
八
千
円 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

家
畜
保
健
衛
生
所
（
以
下
「
衛
生
所
」
と
い
う
。
）
の
施
設
を
家
畜
保
健
衛
生
所
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
十
二
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
し
よ
う
と
す
る
獣
医
師
ま

た
は
衛
生
所
に
対
し
、
診
療
、
病
性
鑑
定
、
牛
の
受
精
卵
移
植
も
し
く
は
死
亡
牛
の
焼
却
を

依
頼
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
使
用
料
ま
た
は
手
数
料
を

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
額
） 

第
二
条 
前
条
の
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

病
性
鑑
定
手
数
料 

 
 

イ 

ト
キ
ソ
プ
ラ
ズ
マ
検
査
（
血
球
凝
集
反
応
法
に
よ
る
も
の
）
手
数
料 

一
件
に
つ
き

三
百
五
十
円 

 
 

ロ 

血
液
生
化
学
検
査
（
血
球
測
定
法
、
ユ
ニ
グ
ラ
フ
法
、
ヨ
ー
ド
反
応
法
お
よ
び
グ
ロ

ス
反
応
法
に
よ
る
も
の
）
手
数
料 

一
件
に
つ
き 

三
百
三
十
円 

 
 

ハ 

乳
房
炎
検
査
手
数
料 

一
件
に
つ
き 

五
百
八
十
円 

  

四 

牛
の
受
精
卵
移
植
手
数
料 

一
頭
一
回
に
つ
き 

四
千
百
九
十
円 

 

五 

死
亡
牛
（
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
検
査
を
し
た
も
の
に
限
り
、
同
法
第
二
条
第
一
項
の
家
畜
伝
染
病
も
し
く

は
同
法
第
四
条
第
一
項
の
届
出
伝
染
病
に
か
か
つ
て
い
る
も
の
ま
た
は
そ
れ
ら
の
疑
い
が

あ
る
と
知
事
が
認
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
焼
却
手
数
料 

一
頭
に
つ
き 

九
千
九
百
五

十
円 

 

第
三
十
八
号
議
案

家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
井
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
号
議
案
　
家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
六
七



 
 

ロ 

月
齢
が
満
六
月
以
上
満
十
二
月
未
満
の
牛 

一
頭
に
つ
き 

一
万
四
千
円 

 
 

ハ 

月
齢
が
満
六
月
未
満
の
牛 
一
頭
に
つ
き 

七
千
円 

 
 

ニ 

体
高
が
百
四
十
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
馬 

一
頭
に
つ
き 

二
万
八
千
円 

 
 

ホ 

体
高
が
百
四
十
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
馬 

一
頭
に
つ
き 

一
万
四
千
円 

 
 

ヘ 

豚
、
め
ん
羊
、
山
羊
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
動
物 

一
頭
に
つ
き 

七
千
円 

２ 

（
略
） 

     

２ 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

近
年
の
利
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
使
用
料
お
よ
び
利
用
料
を
全
面
的
に
見
直
す
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
い
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
近
年
の
利
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
手
数
料
を
全
面
的
に
見
直
す
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
い
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
三
十
八
号
議
案
　
家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
六
八



第
三
十
九
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
が
管
理
す
る

漁
港
（
以
下
「
漁
港
」
と
い
う
。
）
の
維
持
、
保
全
お
よ
び
運
営
そ
の
他
漁
港
の
維
持
管
理

に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
が
管
理
す
る
漁
港
（
以
下
「
漁
港
」

と
い
う
。
）
の
維
持
、
保
全
お
よ
び
運
営
そ
の
他
漁
港
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
、
必
要
な
事

項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

（
土
砂
採
取
料
等
） 

第
十
七
条 

漁
港
の
区
域
内
の
水
域
（
県
以
外
の
者
が
そ
の
権
原
に
基
づ
き
管
理
す
る
土
地
に

係
る
水
域
を
除
く
。
）
お
よ
び
公
共
空
地
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
土
砂
の
採
取
も
し
く
は
水
面
の
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
ま
た
は
法
第
四
十
三
条
第
四
項

に
規
定
す
る
認
定
計
画
実
施
者
（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
お
い
て

法
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
お
よ
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
水
面
ま
た
は
土
地
の
占
用

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
ま
た
は
法
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
者
に

限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
を
受
け
た
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
二
に

掲
げ
る
土
砂
採
取
料
ま
た
は
占
用
料
（
以
下
「
土
砂
採
取
料
等
」
と
い
う
。
）
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
４ 

（
略
） 

（
土
砂
採
取
料
等
） 

第
十
七
条 

漁
港
の
区
域
内
の
水
域
（
県
以
外
の
者
が
そ
の
権
原
に
基
づ
き
管
理
す
る
土
地
に

係
る
水
域
を
除
く
。
）
お
よ
び
公
共
空
地
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
土
砂
の
採
取
ま
た
は
水
面
の
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可

を
受
け
た
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
土
砂
採
取
料
ま
た
は
占
用
料
（
以
下

「
土
砂
採
取
料
等
」
と
い
う
。
）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

２
～
４ 

（
略
） 

（
入
出
港
届
） 

第
十
八
条 

規
則
で
定
め
る
漁
港
の
区
域
に
入
港
し
た
船
舶
ま
た
は
当
該
漁
港
の
区
域
か
ら
出

港
し
よ
う
と
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭

和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
様
式
に
よ
る
入
出
港
届
に
よ
り
、
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

（
入
出
港
届
） 

第
十
八
条 

規
則
で
定
め
る
漁
港
の
区
域
に
入
港
し
た
船
舶
ま
た
は
当
該
漁
港
の
区
域
か
ら
出

港
し
よ
う
と
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二

百
三
十
九
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
入
出

港
届
に
よ
り
、
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
ト
ン
数
が
五

第
三
十
九
号
議
案

福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
井
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
福
井
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
号
議
案
　
福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
六
九



 

（
福
井
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
風
致
地
区
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
井
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

（
福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

だ
し
、
総
ト
ン
数
が
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
、
当
該
漁
港
を
根
拠
地
と
す
る
船
舶
お
よ
び
監
視

船
、
警
備
船
そ
の
他
公
務
に
従
事
す
る
船
舶
な
ら
び
に
避
難
、
事
故
等
の
緊
急
の
必
要
に
よ

り
入
港
し
、
ま
た
は
出
港
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

ト
ン
未
満
の
船
舶
、
当
該
漁
港
を
根
拠
地
と
す
る
船
舶
お
よ
び
監
視
船
、
警
備
船
そ
の
他
公

務
に
従
事
す
る
船
舶
な
ら
び
に
避
難
、
事
故
等
の
緊
急
の
必
要
に
よ
り
入
港
し
、
ま
た
は
出

港
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

（
適
用
除
外
） 

第
三
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
に
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号

）
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
本
施
設
ま
た
は
同
条
第
二
号
イ
お
よ
び
ロ
に
掲
げ
る
機
能

施
設
に
関
す
る
工
事
の
施
行
ま
た
は
漁
港
施
設
の
管
理
に
係
る
行
為 

二
十
三
～
三
十
五 

（
略
） 

（
適
用
除
外
） 

第
三
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
に
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
条
第
一
号
に
掲

げ
る
基
本
施
設
ま
た
は
同
条
第
二
号
イ
お
よ
び
ロ
に
掲
げ
る
機
能
施
設
に
関
す
る
工
事
の

施
行
ま
た
は
漁
港
施
設
の
管
理
に
係
る
行
為 

二
十
三
～
三
十
五 

（
略
） 

改
正
後 

改
正
前 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

一
～
五 

（
略
） 

六 

農
林
水
産
部
関
係 

事
務 

市
町 

 
 

一 

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
こ
の
項

中
「
法
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
公
有
水
面
埋
立
法
施
行
令
（
大
正
十

一
年
勅
令
第
百
九
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
令
」
と
い
う
。
）
に

基
づ
く
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
が
管
理
す
る
漁
港
の
区
域
ま
た
は
当
該

区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法

福
井
市
、
敦
賀

市
、
小
浜
市
、

坂
井
市
お
よ
び

若
狭
町 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

一
～
五 

（
略
） 

六 

農
林
水
産
部
関
係 

事
務 

市
町 

 
 

一 

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
こ
の
項

中
「
法
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
公
有
水
面
埋
立
法
施
行
令
（
大
正
十

一
年
勅
令
第
百
九
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
令
」
と
い
う
。
）
に

基
づ
く
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

市
町
が
管
理
す
る
漁
港
の
区
域
ま
た
は
当
該
区
域
に
接
す
る
海
岸
保

全
区
域
の
う
ち
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条

福
井
市
、
敦
賀

市
、
小
浜
市
、

坂
井
市
お
よ
び

若
狭
町 

 

（
福
井
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
風
致
地
区
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
井
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

（
福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

だ
し
、
総
ト
ン
数
が
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
、
当
該
漁
港
を
根
拠
地
と
す
る
船
舶
お
よ
び
監
視

船
、
警
備
船
そ
の
他
公
務
に
従
事
す
る
船
舶
な
ら
び
に
避
難
、
事
故
等
の
緊
急
の
必
要
に
よ

り
入
港
し
、
ま
た
は
出
港
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

ト
ン
未
満
の
船
舶
、
当
該
漁
港
を
根
拠
地
と
す
る
船
舶
お
よ
び
監
視
船
、
警
備
船
そ
の
他
公

務
に
従
事
す
る
船
舶
な
ら
び
に
避
難
、
事
故
等
の
緊
急
の
必
要
に
よ
り
入
港
し
、
ま
た
は
出

港
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

（
適
用
除
外
） 

第
三
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
に
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号

）
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
本
施
設
ま
た
は
同
条
第
二
号
イ
お
よ
び
ロ
に
掲
げ
る
機
能

施
設
に
関
す
る
工
事
の
施
行
ま
た
は
漁
港
施
設
の
管
理
に
係
る
行
為 

二
十
三
～
三
十
五 

（
略
） 

（
適
用
除
外
） 

第
三
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
に
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
条
第
一
号
に
掲

げ
る
基
本
施
設
ま
た
は
同
条
第
二
号
イ
お
よ
び
ロ
に
掲
げ
る
機
能
施
設
に
関
す
る
工
事
の

施
行
ま
た
は
漁
港
施
設
の
管
理
に
係
る
行
為 

二
十
三
～
三
十
五 

（
略
） 

改
正
後 

改
正
前 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

一
～
五 

（
略
） 

六 

農
林
水
産
部
関
係 

事
務 

市
町 

 
 

一 

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
こ
の
項

中
「
法
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
公
有
水
面
埋
立
法
施
行
令
（
大
正
十

一
年
勅
令
第
百
九
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
令
」
と
い
う
。
）
に

基
づ
く
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
が
管
理
す
る
漁
港
の
区
域
ま
た
は
当
該

区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法

福
井
市
、
敦
賀

市
、
小
浜
市
、

坂
井
市
お
よ
び

若
狭
町 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

一
～
五 

（
略
） 

六 

農
林
水
産
部
関
係 

事
務 

市
町 

 
 

一 

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
こ
の
項

中
「
法
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
公
有
水
面
埋
立
法
施
行
令
（
大
正
十

一
年
勅
令
第
百
九
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
令
」
と
い
う
。
）
に

基
づ
く
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

市
町
が
管
理
す
る
漁
港
の
区
域
ま
た
は
当
該
区
域
に
接
す
る
海
岸
保

全
区
域
の
う
ち
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条

福
井
市
、
敦
賀

市
、
小
浜
市
、

坂
井
市
お
よ
び

若
狭
町 

第
三
十
九
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
漁
港
管
理
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
が
管
理
す
る

漁
港
（
以
下
「
漁
港
」
と
い
う
。
）
の
維
持
、
保
全
お
よ
び
運
営
そ
の
他
漁
港
の
維
持
管
理

に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
が
管
理
す
る
漁
港
（
以
下
「
漁
港
」

と
い
う
。
）
の
維
持
、
保
全
お
よ
び
運
営
そ
の
他
漁
港
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
、
必
要
な
事

項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

（
土
砂
採
取
料
等
） 

第
十
七
条 

漁
港
の
区
域
内
の
水
域
（
県
以
外
の
者
が
そ
の
権
原
に
基
づ
き
管
理
す
る
土
地
に

係
る
水
域
を
除
く
。
）
お
よ
び
公
共
空
地
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
土
砂
の
採
取
も
し
く
は
水
面
の
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
ま
た
は
法
第
四
十
三
条
第
四
項

に
規
定
す
る
認
定
計
画
実
施
者
（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
お
い
て

法
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
お
よ
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
水
面
ま
た
は
土
地
の
占
用

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
ま
た
は
法
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
者
に

限
る
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
を
受
け
た
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
二
に

掲
げ
る
土
砂
採
取
料
ま
た
は
占
用
料
（
以
下
「
土
砂
採
取
料
等
」
と
い
う
。
）
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
４ 

（
略
） 

（
土
砂
採
取
料
等
） 

第
十
七
条 

漁
港
の
区
域
内
の
水
域
（
県
以
外
の
者
が
そ
の
権
原
に
基
づ
き
管
理
す
る
土
地
に

係
る
水
域
を
除
く
。
）
お
よ
び
公
共
空
地
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
土
砂
の
採
取
ま
た
は
水
面
の
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可

を
受
け
た
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
土
砂
採
取
料
ま
た
は
占
用
料
（
以
下

「
土
砂
採
取
料
等
」
と
い
う
。
）
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

２
～
４ 

（
略
） 

（
入
出
港
届
） 

第
十
八
条 

規
則
で
定
め
る
漁
港
の
区
域
に
入
港
し
た
船
舶
ま
た
は
当
該
漁
港
の
区
域
か
ら
出

港
し
よ
う
と
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭

和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
様
式
に
よ
る
入
出
港
届
に
よ
り
、
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

（
入
出
港
届
） 

第
十
八
条 

規
則
で
定
め
る
漁
港
の
区
域
に
入
港
し
た
船
舶
ま
た
は
当
該
漁
港
の
区
域
か
ら
出

港
し
よ
う
と
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
漁
港
漁
場
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二

百
三
十
九
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
入
出

港
届
に
よ
り
、
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
ト
ン
数
が
五

（
福
井
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
福
井
県
風
致
地
区
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
井
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
号
議
案
　
福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
七
〇



 

（
福
井
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
風
致
地
区
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
井
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
（
福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

だ
し
、
総
ト
ン
数
が
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
、
当
該
漁
港
を
根
拠
地
と
す
る
船
舶
お
よ
び
監
視

船
、
警
備
船
そ
の
他
公
務
に
従
事
す
る
船
舶
な
ら
び
に
避
難
、
事
故
等
の
緊
急
の
必
要
に
よ

り
入
港
し
、
ま
た
は
出
港
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

ト
ン
未
満
の
船
舶
、
当
該
漁
港
を
根
拠
地
と
す
る
船
舶
お
よ
び
監
視
船
、
警
備
船
そ
の
他
公

務
に
従
事
す
る
船
舶
な
ら
び
に
避
難
、
事
故
等
の
緊
急
の
必
要
に
よ
り
入
港
し
、
ま
た
は
出

港
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

（
適
用
除
外
） 

第
三
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
に
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号

）
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
本
施
設
ま
た
は
同
条
第
二
号
イ
お
よ
び
ロ
に
掲
げ
る
機
能

施
設
に
関
す
る
工
事
の
施
行
ま
た
は
漁
港
施
設
の
管
理
に
係
る
行
為 

二
十
三
～
三
十
五 

（
略
） 

（
適
用
除
外
） 

第
三
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
に
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
二
十
一 

（
略
） 

二
十
二 

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
条
第
一
号
に
掲

げ
る
基
本
施
設
ま
た
は
同
条
第
二
号
イ
お
よ
び
ロ
に
掲
げ
る
機
能
施
設
に
関
す
る
工
事
の

施
行
ま
た
は
漁
港
施
設
の
管
理
に
係
る
行
為 

二
十
三
～
三
十
五 

（
略
） 

改
正
後 

改
正
前 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

一
～
五 

（
略
） 

六 

農
林
水
産
部
関
係 

事
務 

市
町 

 
 

一 

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
こ
の
項

中
「
法
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
公
有
水
面
埋
立
法
施
行
令
（
大
正
十

一
年
勅
令
第
百
九
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
令
」
と
い
う
。
）
に

基
づ
く
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
が
管
理
す
る
漁
港
の
区
域
ま
た
は
当
該

区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法

福
井
市
、
敦
賀

市
、
小
浜
市
、

坂
井
市
お
よ
び

若
狭
町 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

一
～
五 

（
略
） 

六 

農
林
水
産
部
関
係 

事
務 

市
町 

 
 

一 

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
こ
の
項

中
「
法
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
公
有
水
面
埋
立
法
施
行
令
（
大
正
十

一
年
勅
令
第
百
九
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
中
「
令
」
と
い
う
。
）
に

基
づ
く
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

市
町
が
管
理
す
る
漁
港
の
区
域
ま
た
は
当
該
区
域
に
接
す
る
海
岸
保

全
区
域
の
う
ち
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条

福
井
市
、
敦
賀

市
、
小
浜
市
、

坂
井
市
お
よ
び

若
狭
町 

 

（
福
井
県
国
土
交
通
省
所
管
公
共
用
財
産
の
使
用
お
よ
び
収
益
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

福
井
県
国
土
交
通
省
所
管
公
共
用
財
産
の
使
用
お
よ
び
収
益
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

漁
港
漁
場
整
備
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

 

律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
の
長
が
管
理
す

る
区
域
内
の
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
部
が
当
該
区
域
内
に
あ
る
も

の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

１
～ 

 

（
略
） 

 
 

二
～
八 

（
略
） 
（
略
） 

七 

（
略
） 

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
の
長
が
管
理
す
る
区
域
内
の
行
為
で
あ

っ
て
、
そ
の
全
部
が
当
該
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る

。
） 

１
～ 

 

（
略
） 

 
 

二
～
八 

（
略
） 

（
略
） 

七 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
公
共
用
財
産
」
と
は
、
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
公
共
用
財
産
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
管
に
属
し
県
が
管
理
す
る
財
産
で
あ
っ
て
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。 

一 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
、
海
岸
法
（
昭
和
三
十

一
年
法
律
第
百
一
号
）
、
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
三
十
七
号
）
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
そ
の
他
の
法
令

が
適
用
さ
れ
な
い
も
の 

二 

（
略
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
公
共
用
財
産
」
と
は
、
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
公
共
用
財
産
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
管
に
属
し
県
が
管
理
す
る
財
産
で
あ
っ
て
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。 

一 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
、
海
岸
法
（
昭
和
三
十

一
年
法
律
第
百
一
号
）
、
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
、

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
そ
の
他
の
法
令
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の 

 

二 

（
略
） 

38 

38 

 

（
福
井
県
国
土
交
通
省
所
管
公
共
用
財
産
の
使
用
お
よ
び
収
益
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

福
井
県
国
土
交
通
省
所
管
公
共
用
財
産
の
使
用
お
よ
び
収
益
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

漁
港
漁
場
整
備
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

 

律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
の
長
が
管
理
す

る
区
域
内
の
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
部
が
当
該
区
域
内
に
あ
る
も

の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

１
～ 

 

（
略
） 

 
 

二
～
八 

（
略
） 

（
略
） 

七 

（
略
） 

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
の
長
が
管
理
す
る
区
域
内
の
行
為
で
あ

っ
て
、
そ
の
全
部
が
当
該
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る

。
） 

１
～ 

 

（
略
） 

 
 

二
～
八 

（
略
） 

（
略
） 

七 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
公
共
用
財
産
」
と
は
、
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
公
共
用
財
産
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
管
に
属
し
県
が
管
理
す
る
財
産
で
あ
っ
て
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。 

一 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
、
海
岸
法
（
昭
和
三
十

一
年
法
律
第
百
一
号
）
、
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
三
十
七
号
）
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
そ
の
他
の
法
令

が
適
用
さ
れ
な
い
も
の 

二 

（
略
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
公
共
用
財
産
」
と
は
、
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
公
共
用
財
産
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
管
に
属
し
県
が
管
理
す
る
財
産
で
あ
っ
て
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。 

一 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
、
海
岸
法
（
昭
和
三
十

一
年
法
律
第
百
一
号
）
、
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
、

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
そ
の
他
の
法
令
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の 

 

二 

（
略
） 

38 

38 

（
福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
福
井
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
福
井
県
国
土
交
通
省
所
管
公
共
用
財
産
の
使
用
お
よ
び
収
益
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
福
井
県
国
土
交
通
省
所
管
公
共
用
財
産
の
使
用
お
よ
び
収
益
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
号
議
案
　
福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
七
一



 

（
福
井
県
国
土
交
通
省
所
管
公
共
用
財
産
の
使
用
お
よ
び
収
益
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

福
井
県
国
土
交
通
省
所
管
公
共
用
財
産
の
使
用
お
よ
び
収
益
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

漁
港
漁
場
整
備
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

 

律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
の
長
が
管
理
す

る
区
域
内
の
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
部
が
当
該
区
域
内
に
あ
る
も

の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

１
～ 

 

（
略
） 

 
 

二
～
八 

（
略
） 

（
略
） 

七 

（
略
） 

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
の
長
が
管
理
す
る
区
域
内
の
行
為
で
あ

っ
て
、
そ
の
全
部
が
当
該
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る

。
） 

１
～ 

 

（
略
） 

 
 

二
～
八 

（
略
） 

（
略
） 

七 

（
略
） 

 
 

改
正
後 

改
正
前 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
公
共
用
財
産
」
と
は
、
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
公
共
用
財
産
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
管
に
属
し
県
が
管
理
す
る
財
産
で
あ
っ
て
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。 

一 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
、
海
岸
法
（
昭
和
三
十

一
年
法
律
第
百
一
号
）
、
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
三
十
七
号
）
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
そ
の
他
の
法
令

が
適
用
さ
れ
な
い
も
の 

二 

（
略
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
公
共
用
財
産
」
と
は
、
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
公
共
用
財
産
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
の
所
管
に
属
し
県
が
管
理
す
る
財
産
で
あ
っ
て
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。 

一 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
、
海
岸
法
（
昭
和
三
十

一
年
法
律
第
百
一
号
）
、
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
、

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
そ
の
他
の
法
令
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の 

 

二 

（
略
） 

38 

38 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
漁
港
漁
場
整
備
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
三
十
九
号
議
案
　
福
井
県
漁
港
管
理
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
七
二



第
四
十
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

号 

 
 
 

福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
福
井
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
行
為
の
制
限
） 

第
四
条 

都
市
公
園
（
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
公
園
を
除
く
。
第
四
項
お
よ

び
第
五
項
、
第
六
条
、
第
七
条
な
ら
び
に
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
次
に

掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

 

六 

有
料
公
園
施
設
（
県
が
設
置
す
る
公
園
施
設
の
う
ち
有
料
で
利
用
さ
せ
る
も
の
で
あ
つ

て
規
則
で
定
め
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
部
に
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
常
時
広
告
物
を
表
示
す
る
こ
と
。 

２
～
５ 

（
略
） 

  

（
監
督
処
分
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
こ
の
条
例
の
規
定
に

よ
つ
て
し
た
許
可
（
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
（
第
六
号
を
除
く
。

）
お
よ
び
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
な
ら
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
も
し
く
は
そ
の
条

件
を
変
更
し
、
ま
た
は
行
為
の
中
止
も
し
く
は
都
市
公
園
を
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
指
定
管
理
公
園
に
お
け
る
行
為
の
制
限
等
） 

第
二
十
一
条 

第
四
条
（
第
一
項
第
六
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
管

理
公
園
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
お
よ
び
第
七
条
中
「
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
市
公
園
（
第
十
六
条
第
三
項
に

 

（
行
為
の
制
限
） 

第
四
条 

都
市
公
園
（
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
公
園
を
除
く
。
第
四
項
お
よ

び
第
五
項
、
第
六
条
、
第
七
条
な
ら
び
に
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
次
に

掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

   

２
～
５ 

（
略
） 

  

（
監
督
処
分
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
こ
の
条
例
の
規
定
に

よ
つ
て
し
た
許
可
（
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
お
よ
び
第
三
項
、
第

二
十
二
条
第
一
項
な
ら
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
も
し
く
は
そ
の
条
件
を
変
更
し
、
ま
た
は

行
為
の
中
止
も
し
く
は
都
市
公
園
を
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
指
定
管
理
公
園
に
お
け
る
行
為
の
制
限
等
） 

第
二
十
一
条 

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
管
理
公
園
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
お
よ
び
第
七
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」

と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
市
公
園
（
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
公
園
を
除

第
四
十
号
議
案

福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　

令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第　
　
　

号

福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
井
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
福
井
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
号
議
案
　
福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
七
三



第
四
十
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

号 

 
 
 

福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
福
井
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
行
為
の
制
限
） 

第
四
条 

都
市
公
園
（
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
公
園
を
除
く
。
第
四
項
お
よ

び
第
五
項
、
第
六
条
、
第
七
条
な
ら
び
に
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
次
に

掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

 

六 

有
料
公
園
施
設
（
県
が
設
置
す
る
公
園
施
設
の
う
ち
有
料
で
利
用
さ
せ
る
も
の
で
あ
つ

て
規
則
で
定
め
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
部
に
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
常
時
広
告
物
を
表
示
す
る
こ
と
。 

２
～
５ 

（
略
） 

  

（
監
督
処
分
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
こ
の
条
例
の
規
定
に

よ
つ
て
し
た
許
可
（
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
（
第
六
号
を
除
く
。

）
お
よ
び
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
な
ら
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
も
し
く
は
そ
の
条

件
を
変
更
し
、
ま
た
は
行
為
の
中
止
も
し
く
は
都
市
公
園
を
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
指
定
管
理
公
園
に
お
け
る
行
為
の
制
限
等
） 

第
二
十
一
条 

第
四
条
（
第
一
項
第
六
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
管

理
公
園
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
お
よ
び
第
七
条
中
「
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
市
公
園
（
第
十
六
条
第
三
項
に

 

（
行
為
の
制
限
） 

第
四
条 

都
市
公
園
（
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
公
園
を
除
く
。
第
四
項
お
よ

び
第
五
項
、
第
六
条
、
第
七
条
な
ら
び
に
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
次
に

掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
五 

（
略
） 

   

２
～
５ 

（
略
） 

  

（
監
督
処
分
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
こ
の
条
例
の
規
定
に

よ
つ
て
し
た
許
可
（
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
お
よ
び
第
三
項
、
第

二
十
二
条
第
一
項
な
ら
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
も
し
く
は
そ
の
条
件
を
変
更
し
、
ま
た
は

行
為
の
中
止
も
し
く
は
都
市
公
園
を
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
指
定
管
理
公
園
に
お
け
る
行
為
の
制
限
等
） 

第
二
十
一
条 

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
管
理
公
園
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
お
よ
び
第
七
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」

と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
都
市
公
園
（
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
公
園
を
除

規
定
す
る
指
定
管
理
公
園
を
除
く
。
第
四
項
お
よ
び
第
五
項
、
第
六
条
、
第
七
条
な
ら
び
に

第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
公
園
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

規
則
で
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
が
別
に
」
と
、
同
条
第
四
項
お
よ
び
第
五
項
、
第
六

条
な
ら
び
に
第
七
条
中
「
都
市
公
園
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
公
園
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

  

（
利
用
者
の
遵
守
事
項
） 

第
二
十
四
条 

第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
（
第
六
号
を
除
く
。
）
も
し

く
は
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
ま
た
は
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利

用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
許
可
の
取
消
し
等
） 

第
二
十
九
条 

指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
第
二
十
一

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
（
第
六
号
を
除
く
。
）
も
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十

二
条
第
一
項
ま
た
は
第
二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
用
許
可
」

と
い
う
。
）
を
取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
も
し
く
は
そ
の
条
件
を
変
更
し
、
ま
た

は
行
為
の
中
止
も
し
く
は
指
定
管
理
公
園
施
設
を
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措

置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

  

（
公
園
予
定
区
域
ま
た
は
予
定
公
園
施
設
） 

第
三
十
一
条 

第
四
条
（
第
一
項
第
六
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十

三
条
ま
で
お
よ
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
三
十
三
条
第
四
項
に
規

定
す
る
公
園
予
定
区
域
ま
た
は
予
定
公
園
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

く
。
第
四
項
お
よ
び
第
五
項
、
第
六
条
、
第
七
条
な
ら
び
に
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
公
園
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
規
則
で
」
と
あ
る
の
は
「
指
定

管
理
者
が
別
に
」
と
、
同
条
第
四
項
お
よ
び
第
五
項
、
第
六
条
な
ら
び
に
第
七
条
中
「
都
市

公
園
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
公
園
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

   

（
利
用
者
の
遵
守
事
項
） 

第
二
十
四
条 

第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
も
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十

二
条
第
一
項
ま
た
は
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
許
可
の
取
消
し
等
） 

第
二
十
九
条 

指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
第
二
十
一

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
も
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
ま
た
は
第

二
十
三
条
第
一
項
の
許
可
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
用
許
可
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消

し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
も
し
く
は
そ
の
条
件
を
変
更
し
、
ま
た
は
行
為
の
中
止
も
し
く

は
指
定
管
理
公
園
施
設
を
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

  

（
公
園
予
定
区
域
ま
た
は
予
定
公
園
施
設
） 

第
三
十
一
条 
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
お
よ
び
第
十
四
条
か

ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
園
予
定
区
域
ま
た
は

予
定
公
園
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

 

別
表
第
二
第
三
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

三 

第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
場
合 

区
分 

算
定
基
礎 

金
額
（
単
位 

円
） 

摘
要 

物
品
の
販
売
、
募
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為 

従
業
員
一
人
一
日
に
つ
き 

五
一
〇 

 
使
用
料
が
年
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
使 

業
と
し
て
行
う
写
真
の
撮
影 

写
真
機
一
台
一
日
に
つ
き 

五
一
〇 

用
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
と
き
は
、
月
割
計
算
に
よ
る 

業
と
し
て
行
う
映
画
の
撮
影 

一
日
に
つ
き 

二
六
、
一
九
〇 

。 

興
行 

一
日
に
つ
き 

二
六
、
一
九
〇 

 

展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
ま 

一
日
に
つ
き 

二
、
七
二
〇 

 

第
四
十
号
議
案
　
福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
七
四



　

別
表
第
二
第
三
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三　

第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
場
合

区

分

算
定
基
礎

金
額
（
単
位　

円
）

摘　
　
　

要

物
品
の
販
売
、
募
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為

従
業
員
一
人
一
日
に
つ
き

五
一
〇
　

使
用
料
が
年
額
で
定
め
ら
れ
て

い
る
場
合
に
お
い
て
使
用
期
間
が

一
年
に
満
た
な
い
と
き
は
、
月
割

計
算
に
よ
る
。

業
と
し
て
行
う
写
真
の
撮
影

写
真
機
一
台
一
日
に
つ
き

五
一
〇

業
と
し
て
行
う
映
画
の
撮
影

一
日
に
つ
き

二
六
、
一
九
〇

興
行

一
日
に
つ
き

二
六
、
一
九
〇

展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
ま

た
は
集
会

一
日
に
つ
き

二
、
七
二
〇

有
料
公
園
施
設
の
内
部
に
常
時
広
告
物
を
表
示

表
示
す
る
面
積
一
平
方

メ
ー
ト
ル
当
た
り

一
月
に
つ
き

一
五
〇

一
年
に
つ
き

一
、
七
〇
〇

　

別
表
第
二
第
四
号
１
㈢
⑴
の
表
中
「
一
面　

一
人
一
年
に
つ
き
」
を
「
一
面　

一
年
に
つ
き

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
四
号
１
㈣
⑶
の
表
中
「
投
球
練
習
場

」
を
「
投
球
練
習
場
（
一
室
に
つ
き
）
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
四
号
１
㈤
⑸
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑸　

ボ
ク
シ
ン
グ
室

区
分

算
定
基
礎

金
額
（
単
位　

円
）

摘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

要

学
生
等

一　

般

個
人

一
時
間
に
つ
き

一
〇
〇

二
〇
〇

１　

上
記
の
金
額
に
は
、
更
衣
室
な
ら
び
に
競
技
用
備
品
お
よ
び
競
技

用
器
具
の
使
用
料
を
含
む
。

２　

使
用
者
が
冷
暖
房
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、
上
記
の
金
額
に
、

一
時
間
に
つ
き
、
学
生
等
に
あ
つ
て
は
一
〇
円
を
、
一
般
に
あ
つ
て

は
五
〇
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
年
に
つ
き

六
、
八
二
〇

二
〇
、
三
七
〇

第
四
十
号
議
案
　
福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
七
五



団
体
（
五
人
以
上
）

一
時
間
に
つ
き

三
六
〇

一
、
〇
二
〇

１　

上
記
の
金
額
に
は
、
更
衣
室
な
ら
び
に
競
技
用
備
品
お
よ
び
競
技

用
器
具
の
使
用
料
を
含
む
。

２　

使
用
者
が
冷
暖
房
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、
上
記
の
金
額
に
、

一
時
間
に
つ
き
、
学
生
等
に
あ
つ
て
は
六
〇
円
を
、
一
般
に
あ
つ
て

は
二
〇
〇
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
年
に
つ
き

三
三
、
六
一
〇

一
〇
一
、
八
五
〇

専
用
す
る
場
合

一
時
間
に
つ
き

四
六
〇

一
、
四
〇
〇

　

別
表
第
四
第
二
号
１
㈡
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

㈡　

付
属
施
設

区
分

算
定
基
礎

限
度
額
（
単
位　

円
）

摘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

要

学
生
等

一　

般

会
議
室

一
時
間
に
つ
き

一
五
〇

四
五
〇
　

利
用
者
が
冷
暖
房
設
備
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
限
度
額

は
、
上
記
の
額
に
そ
の
十
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す

る
。

　

別
表
第
四
第
四
号
１
㈠
の
表
中

「
午
前

二
、
三
〇
〇

六
、
二
八
〇

午
後

二
、
八
三
〇

七
、
一
二
〇

夜
間

二
、
八
三
〇

七
、
一
二
〇

二
十
時
三
十
分
以
後

の
一
時
間
に
つ
き

一
、
〇
五
〇

二
、
八
三
〇

」
を

「
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
八
時
三
十
分
ま
で

の
一
時
間
に
つ
き

八
一
〇

二
、
〇
四
〇

午
後
八
時
三
十
分
以
後

の
一
時
間
に
つ
き

一
、
〇
五
〇

二
、
八
三
〇

」
に

改
め
る
。

　

別
表
第
四
第
四
号
１
㈢
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

㈢　

附
属
施
設

区
分

算
定
基
礎

限
度
額
（
単
位　

円
）

摘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

要

学
生
等

一　

般

第
四
十
号
議
案
　
福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
七
六



小
会
議
室

一
時
間
に
つ
き

九
〇

一
八
〇
　

利
用
者
が
冷
暖
房
設
備
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
限
度
額

は
、
上
記
の
額
に
そ
の
十
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す

る
。

会
議
室

一
時
間
に
つ
き

一
五
〇

四
五
〇

　

別
表
第
四
第
四
号
４
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

４　

弓
道
場

区
分

算
定
基
礎

限
度
額
（
単
位　

円
）

学
生
等

一　

般

専
用
す
る
場
合

一
時
間
に
つ
き

四
二
〇

四
二
〇

専
用
し
な
い
場
合

一
時
間
に
つ
き

二
〇

四
〇

　

別
表
第
四
第
五
号
３
㈠
の
表
中

「
午
前

一
、
六
三
〇

四
、
六
九
〇

午
後

二
、
〇
四
〇

五
、
三
〇
〇

夜
間

二
、
〇
四
〇

五
、
三
〇
〇

午
後
八
時
三
十
分
以
後

の
一
時
間
に
つ
き

八
一
〇

二
、
〇
四
〇

」
を

「
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
八
時
三
十
分
ま
で

の
一
時
間
に
つ
き

五
九
〇

一
、
五
二
〇

午
後
八
時
三
十
分
以
後

の
一
時
間
に
つ
き

八
一
〇

二
、
〇
四
〇

」

に
改
め
、
同
表
摘
要
の
欄
中
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６　

利
用
者
が
冷
暖
房
設
備
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
限
度
額
は
、
上
記
の
額
に
、
一
時
間
に
つ
き
四
、
八
八
〇
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

　

別
表
第
四
第
五
号
３
㈡
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

㈡　

附
属
施
設

区
分

算
定
基
礎

限
度
額
（
単
位　

円
）

摘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

要

学
生
等

一　

般

会
議
室

一
時
間
に
つ
き

一
四
〇

四
二
〇
　

利
用
者
が
冷
暖
房
設
備
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
限
度
額

は
、
上
記
の
額
に
そ
の
十
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す

第
四
十
号
議
案
　
福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
七
七



る
。

　

別
表
第
四
備
考
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

附

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　

近
年
の
利
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、
使
用
料
お
よ
び
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
の
限
度
額
を
一
部
見
直
す
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
い
た
い
の
で
、
こ
の
案

を
提
出
す
る
。

第
四
十
号
議
案
　
福
井
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
七
八



第
四
十
一
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
建
築
基
準
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
建
築
基
準
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
建
築
基
準
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
建
築
基
準
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
建
築
基
準
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
福
井
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
二
階
に
設
け
る
共
同
住
宅
お
よ
び
寄
宿
舎
） 

第
五
条 

床
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
木
造
建
築
物
等
で
あ
る
共
同
住
宅
お
よ
び
寄

宿
舎
は
、
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
な
い
工
場
の
作
業
場
の
上
階
に
設
け
て
は
な
ら

な
い
。 

  

（
屋
外
へ
の
出
入
口
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
空
地
内
に
は
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
床
面
か
ら
の
高
さ
が
三
、
五
メ
ー

ト
ル
以
上
に
あ
る
建
築
物
の
部
分
を
造
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
確
認
申
請
等
の
取
下
げ
） 

第
三
十
一
条 

法
の
規
定
に
よ
り
、
建
築
主
事
等
に
確
認
の
申
請
を
し
た
者
ま
た
は
知
事
に
許

可
の
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
確
認
の
申
請
ま
た
は
許
可
の
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
築
主
事
等
ま
た
は
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
工
事
取
り
や
め
） 

第
三
十
二
条 

建
築
物
、
建
築
設
備
ま
た
は
工
作
物
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
確

認
を
受
け
た
建
築
主
は
、
工
事
を
取
り
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
建
築
主
等
の
変
更
） 

第
三
十
三
条 

確
認
を
受
け
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
、
そ
の
工
事
の
完
了
前
に
当
該
建
築
物
等

の
建
築
主
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
前
お
よ
び
変
更
後
の
建
築
主
は
、
規
則
で
定
め
る
と

 

（
二
階
に
設
け
る
共
同
住
宅
お
よ
び
寄
宿
舎
） 

第
五
条 

床
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
木
造
建
築
物
等
で
あ
る
共
同
住
宅
お
よ
び
寄

宿
舎
は
、
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
な
い
工
場
の
作
業
場
の
上
階
に
設
け
て
は
な
ら
な
い

。 

  

（
屋
外
へ
の
出
入
口
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
空
地
内
に
は
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
床
面
か
ら
の
高
さ
が
三
、
五
メ
ー
ト
ル

以
上
に
あ
る
建
築
物
の
部
分
を
造
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
確
認
申
請
等
の
取
下
げ
） 

第
三
十
一
条 

法
の
規
定
に
よ
り
、
建
築
主
事
に
確
認
の
申
請
を
し
た
者
ま
た
は
知
事
に
許
可

の
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
確
認
の
申
請
ま
た
は
許
可
の
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
築
主
事
ま
た
は
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
工
事
取
り
や
め
） 

第
三
十
二
条 

建
築
物
、
建
築
設
備
ま
た
は
工
作
物
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
確

認
を
受
け
た
建
築
主
は
、
工
事
を
取
り
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
建
築
主
等
の
変
更
） 

第
三
十
三
条 

確
認
を
受
け
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
、
そ
の
工
事
の
完
了
前
に
当
該
建
築
物
等

の
建
築
主
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
前
お
よ
び
変
更
後
の
建
築
主
は
、
規
則
で
定
め
る
と

第
四
十
一
号
議
案

福
井
県
建
築
基
準
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
建
築
基
準
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
建
築
基
準
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
福
井
県
建
築
基
準
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
福
井
県
建
築
基
準
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
福
井
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
号
議
案
　
福
井
県
建
築
基
準
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
七
九



第
四
十
一
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
建
築
基
準
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
建
築
基
準
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
建
築
基
準
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
福
井
県
建
築
基
準
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
井
県
建
築
基
準
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
福
井
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 

（
二
階
に
設
け
る
共
同
住
宅
お
よ
び
寄
宿
舎
） 

第
五
条 

床
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
木
造
建
築
物
等
で
あ
る
共
同
住
宅
お
よ
び
寄

宿
舎
は
、
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
な
い
工
場
の
作
業
場
の
上
階
に
設
け
て
は
な
ら

な
い
。 

  

（
屋
外
へ
の
出
入
口
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
空
地
内
に
は
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
床
面
か
ら
の
高
さ
が
三
、
五
メ
ー

ト
ル
以
上
に
あ
る
建
築
物
の
部
分
を
造
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
確
認
申
請
等
の
取
下
げ
） 

第
三
十
一
条 

法
の
規
定
に
よ
り
、
建
築
主
事
等
に
確
認
の
申
請
を
し
た
者
ま
た
は
知
事
に
許

可
の
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
確
認
の
申
請
ま
た
は
許
可
の
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
築
主
事
等
ま
た
は
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
工
事
取
り
や
め
） 

第
三
十
二
条 

建
築
物
、
建
築
設
備
ま
た
は
工
作
物
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
確

認
を
受
け
た
建
築
主
は
、
工
事
を
取
り
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
建
築
主
等
の
変
更
） 

第
三
十
三
条 

確
認
を
受
け
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
、
そ
の
工
事
の
完
了
前
に
当
該
建
築
物
等

の
建
築
主
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
前
お
よ
び
変
更
後
の
建
築
主
は
、
規
則
で
定
め
る
と

 

（
二
階
に
設
け
る
共
同
住
宅
お
よ
び
寄
宿
舎
） 

第
五
条 

床
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
木
造
建
築
物
等
で
あ
る
共
同
住
宅
お
よ
び
寄

宿
舎
は
、
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
な
い
工
場
の
作
業
場
の
上
階
に
設
け
て
は
な
ら
な
い

。 

  

（
屋
外
へ
の
出
入
口
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
空
地
内
に
は
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
床
面
か
ら
の
高
さ
が
三
、
五
メ
ー
ト
ル

以
上
に
あ
る
建
築
物
の
部
分
を
造
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
確
認
申
請
等
の
取
下
げ
） 

第
三
十
一
条 

法
の
規
定
に
よ
り
、
建
築
主
事
に
確
認
の
申
請
を
し
た
者
ま
た
は
知
事
に
許
可

の
申
請
を
し
た
者
は
、
当
該
確
認
の
申
請
ま
た
は
許
可
の
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
築
主
事
ま
た
は
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
工
事
取
り
や
め
） 

第
三
十
二
条 

建
築
物
、
建
築
設
備
ま
た
は
工
作
物
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
の
確

認
を
受
け
た
建
築
主
は
、
工
事
を
取
り
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
建
築
主
等
の
変
更
） 

第
三
十
三
条 

確
認
を
受
け
た
建
築
物
等
に
つ
い
て
、
そ
の
工
事
の
完
了
前
に
当
該
建
築
物
等

の
建
築
主
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
前
お
よ
び
変
更
後
の
建
築
主
は
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

建
築
主
は
、
工
事
監
理
者
ま
た
は
工
事
施
工
者
を
決
定
し
、
ま
た
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

建
築
主
は
、
工
事
監
理
者
ま
た
は
工
事
施
工
者
を
決
定
し
、
ま
た
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

 

（
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

八 

土
木
部
関
係 

 

八 

土
木
部
関
係 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一
～
四
十
五
の
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
十
五
の
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
十
五
の
七 

建
築
基
準
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三

十
七
条
の
十
二
第
六
項
ま
た

は
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く

建
築
物
の
大
規
模
の
修
繕
ま

た
は
大
規
模
の
模
様
替
の
認

定
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

建
築
物
の
大
規
模

の
修
繕
ま
た
は
大

規
模
の
模
様
替
の

認
定
申
請
手
数
料 

二
万
七
千
円 

四
十
五
の
八 

建
築
基
準
法
施

行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
六

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基

づ
く
建
築
物
の
移
転
の
認
定

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

  

建
築
物
の
移
転
の

認
定
申
請
手
数
料 

二
万
七
千
円 

 
 

 

四
十
六
～
百
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

九 

（
略
） 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一
～
四
十
五
の
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
十
五
の
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

        

 
  

四
十
五
の
七 

建
築
基
準
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三

十
七
条
の
十
六
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物

の
移
転
の
認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

建
築
物
の
移
転
の

認
定
申
請
手
数
料 

二
万
七
千
円 

 
 

 

四
十
六
～
百
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

九 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

建
築
主
は
、
工
事
監
理
者
ま
た
は
工
事
施
工
者
を
決
定
し
、
ま
た
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

建
築
主
は
、
工
事
監
理
者
ま
た
は
工
事
施
工
者
を
決
定
し
、
ま
た
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

 

（
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

八 

土
木
部
関
係 

 

八 

土
木
部
関
係 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一
～
四
十
五
の
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
十
五
の
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
十
五
の
七 

建
築
基
準
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三

十
七
条
の
十
二
第
六
項
ま
た

は
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く

建
築
物
の
大
規
模
の
修
繕
ま

た
は
大
規
模
の
模
様
替
の
認

定
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

建
築
物
の
大
規
模

の
修
繕
ま
た
は
大

規
模
の
模
様
替
の

認
定
申
請
手
数
料 

二
万
七
千
円 

四
十
五
の
八 

建
築
基
準
法
施

行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
六

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基

づ
く
建
築
物
の
移
転
の
認
定

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

  

建
築
物
の
移
転
の

認
定
申
請
手
数
料 

二
万
七
千
円 

 
 

 

四
十
六
～
百
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

九 

（
略
） 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一
～
四
十
五
の
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
十
五
の
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

        

 
  

四
十
五
の
七 

建
築
基
準
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三

十
七
条
の
十
六
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物

の
移
転
の
認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

建
築
物
の
移
転
の

認
定
申
請
手
数
料 

二
万
七
千
円 

 
 

 

四
十
六
～
百
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

九 

（
略
） 
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則 

（
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
号
議
案
　
福
井
県
建
築
基
準
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
八
〇



こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

建
築
主
は
、
工
事
監
理
者
ま
た
は
工
事
施
工
者
を
決
定
し
、
ま
た
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

建
築
主
は
、
工
事
監
理
者
ま
た
は
工
事
施
工
者
を
決
定
し
、
ま
た
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
建
築
主
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

 

（
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

八 

土
木
部
関
係 

 

八 

土
木
部
関
係 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一
～
四
十
五
の
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
十
五
の
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
十
五
の
七 

建
築
基
準
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三

十
七
条
の
十
二
第
六
項
ま
た

は
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
く

建
築
物
の
大
規
模
の
修
繕
ま

た
は
大
規
模
の
模
様
替
の
認

定
の
申
請
に
対
す
る
審
査 

建
築
物
の
大
規
模

の
修
繕
ま
た
は
大

規
模
の
模
様
替
の

認
定
申
請
手
数
料 

二
万
七
千
円 

四
十
五
の
八 

建
築
基
準
法
施

行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
六

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基

づ
く
建
築
物
の
移
転
の
認
定

の
申
請
に
対
す
る
審
査 

  

建
築
物
の
移
転
の

認
定
申
請
手
数
料 

二
万
七
千
円 

 
 

 

四
十
六
～
百
二 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

九 

（
略
） 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一
～
四
十
五
の
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
十
五
の
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

        

 
  

四
十
五
の
七 

建
築
基
準
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三

十
七
条
の
十
六
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物

の
移
転
の
認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

建
築
物
の
移
転
の

認
定
申
請
手
数
料 

二
万
七
千
円 

 
 

 

四
十
六
～
百
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

九 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
四
十
一
号
議
案
　
福
井
県
建
築
基
準
条
例
お
よ
び
福
井
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
八
一





第
四
十
二
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例 

 

（
福
井
県
証
紙
条
例
の
廃
止
） 

第
一
条 

福
井
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
井
県
条
例
第
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

（
家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
井
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
額
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
額
） 

第
二
条 
（
略
） 

 
 

（
使
用
料
の
納
付
） 

第
三
条 

使
用
料
は
、
福
井
県
証
紙
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
減
免
） 

第
三
条 

（
略
） 

 

（
そ
の
他
） 

第
四
条 

（
略
） 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
減
免
） 

第
四
条 

（
略
） 

 

（
そ
の
他
） 

第
五
条 

（
略
） 

 
 

 

（
福
井
県
県
税
外
収
入
金
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

福
井
県
県
税
外
収
入
金
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
井
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
徴
収
の
方
法
） 

第
二
条 

収
入
金
の
徴
収
は
、
知
事
が
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
る
。
た
だ
し
、
地
方
自
治

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
を
委
託
す
る

こ
と
と
し
た
収
入
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

前
項
の
納
入
通
知
書
の
様
式
ま
た
は
形
式
に
つ
い
て
は
、
別
に
規
則
で
定
め
る
。 

 

 

（
徴
収
の
方
法
） 

第
二
条 

収
入
金
の
徴
収
は
、
知
事
が
発
行
す
る
納
入
通
知
書
ま
た
は
福
井
県
証
紙
に
よ
る
。

た
だ
し
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者

に
納
付
を
委
託
す
る
こ
と
と
し
た
収
入
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る

。 

２ 

前
項
の
納
入
通
知
書
ま
た
は
福
井
県
証
紙
の
様
式
ま
た
は
形
式
に
つ
い
て
は
、
別
に
規
則

で
定
め
る
。 

第
四
十
二
号
議
案

福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　

令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第　
　
　

号

福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例

　

（
福
井
県
証
紙
条
例
の
廃
止
）

第
一
条　

福
井
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
井
県
条
例
第
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　

（
家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
井
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
号
議
案
　
福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
八
三



第
四
十
二
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例 

 

（
福
井
県
証
紙
条
例
の
廃
止
） 

第
一
条 

福
井
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
井
県
条
例
第
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

（
家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
井
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
額
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
額
） 

第
二
条 

（
略
） 

 
 

（
使
用
料
の
納
付
） 

第
三
条 

使
用
料
は
、
福
井
県
証
紙
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
減
免
） 

第
三
条 

（
略
） 

 

（
そ
の
他
） 

第
四
条 

（
略
） 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
減
免
） 

第
四
条 

（
略
） 

 

（
そ
の
他
） 

第
五
条 

（
略
） 

 
 

 

（
福
井
県
県
税
外
収
入
金
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

福
井
県
県
税
外
収
入
金
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
井
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
徴
収
の
方
法
） 

第
二
条 

収
入
金
の
徴
収
は
、
知
事
が
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
る
。
た
だ
し
、
地
方
自
治

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
を
委
託
す
る

こ
と
と
し
た
収
入
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

前
項
の
納
入
通
知
書
の
様
式
ま
た
は
形
式
に
つ
い
て
は
、
別
に
規
則
で
定
め
る
。 

 

 

（
徴
収
の
方
法
） 

第
二
条 

収
入
金
の
徴
収
は
、
知
事
が
発
行
す
る
納
入
通
知
書
ま
た
は
福
井
県
証
紙
に
よ
る
。

た
だ
し
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者

に
納
付
を
委
託
す
る
こ
と
と
し
た
収
入
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る

。 

２ 

前
項
の
納
入
通
知
書
ま
た
は
福
井
県
証
紙
の
様
式
ま
た
は
形
式
に
つ
い
て
は
、
別
に
規
則

で
定
め
る
。 

第
四
十
二
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例 

 

（
福
井
県
証
紙
条
例
の
廃
止
） 

第
一
条 

福
井
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
井
県
条
例
第
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

（
家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

家
畜
保
健
衛
生
所
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
井
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
額
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
額
） 

第
二
条 

（
略
） 

 
 

（
使
用
料
の
納
付
） 

第
三
条 

使
用
料
は
、
福
井
県
証
紙
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
減
免
） 

第
三
条 

（
略
） 

 
（
そ
の
他
） 

第
四
条 

（
略
） 

 

（
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
の
減
免
） 

第
四
条 

（
略
） 

 

（
そ
の
他
） 

第
五
条 

（
略
） 

 
 

 

（
福
井
県
県
税
外
収
入
金
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

福
井
県
県
税
外
収
入
金
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
井
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

 

（
徴
収
の
方
法
） 

第
二
条 

収
入
金
の
徴
収
は
、
知
事
が
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
る
。
た
だ
し
、
地
方
自
治

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
を
委
託
す
る

こ
と
と
し
た
収
入
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

前
項
の
納
入
通
知
書
の
様
式
ま
た
は
形
式
に
つ
い
て
は
、
別
に
規
則
で
定
め
る
。 

 

 

（
徴
収
の
方
法
） 

第
二
条 

収
入
金
の
徴
収
は
、
知
事
が
発
行
す
る
納
入
通
知
書
ま
た
は
福
井
県
証
紙
に
よ
る
。

た
だ
し
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者

に
納
付
を
委
託
す
る
こ
と
と
し
た
収
入
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る

。 

２ 

前
項
の
納
入
通
知
書
ま
た
は
福
井
県
証
紙
の
様
式
ま
た
は
形
式
に
つ
い
て
は
、
別
に
規
則

で
定
め
る
。 

 
 

 

（
罰
則
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

 

（
罰
則
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

 

第
十
四
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

三
十
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
科
料
を
科
す
る
。 

 

一 

行
使
の
目
的
を
も
つ
て
、
証
紙
を
偽
造
ま
た
は
変
造
し
た
者 

 

二 

偽
造
ま
た
は
変
造
も
し
く
は
消
印
を
除
去
し
た
証
紙
を
使
用
ま
た
は
行
使
さ
せ
る
目
的

を
も
つ
て
他
人
に
交
付
し
た
者 

 

（
そ
の
他
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

 

（
そ
の
他
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
福
井
県
証
紙
条
例
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
福
井
県
証
紙
条
例
（
以
下
「
旧
証
紙
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
売
り
さ
ば
き
を
受
け
た
証
紙
（
消
印
さ
れ
た
も
の
ま
た
は
額
面
金

額
も
し
く
は
福
井
県
証
紙
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り

、
こ
れ
を
返
還
し
て
現
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
証
紙
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
り
さ
ば
き
人
に
指
定
さ
れ
て
い
る
者
は
、
施
行
日
前
に
買
い
受
け
た
証
紙
を
施
行
日
以
後
遅
滞
な
く
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
返
還
を
し
た
者
に
対
し
、
現
金
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
規
則
へ
の
委
任
） 

５ 

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

福
井
県
証
紙
の
廃
止
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

 　

（
福
井
県
県
税
外
収
入
金
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

福
井
県
県
税
外
収
入
金
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
井
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
福
井
県
証
紙
条
例
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
十
二
号
議
案
　
福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
八
四



２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
福
井
県
証
紙
条
例
（
以
下
「
旧
証
紙
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
売
り
さ
ば
き
を
受
け
た
証
紙
（
消

印
さ
れ
た
も
の
ま
た
は
額
面
金
額
も
し
く
は
福
井
県
証
紙
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
こ
れ
を
返
還
し
て
現
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
証
紙
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
り
さ
ば
き
人
に
指
定
さ
れ
て
い
る
者
は
、
施
行
日
前
に
買
い
受
け
た
証
紙
を
施
行
日

以
後
遅
滞
な
く
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
返
還
を
し
た
者
に
対
し
、
現
金
を
還

付
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
規
則
へ
の
委
任
）

５　

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
規
則
で
定
め
る
。

提

案

理

由

　

福
井
県
証
紙
の
廃
止
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
四
十
二
号
議
案
　
福
井
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
八
五





第
四
十
三
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

（
定
数
） 

第
三
条 

職
員
の
定
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

全
日
制
高
等
学
校
お
よ
び
中
学
校 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
、
一
六
〇
人 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

二 

定
時
制
、
通
信
制
高
等
学
校 

 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
一
三
人 

 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

三 

特
別
支
援
学
校 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
〇
一
人 

 
 

ロ 

（
略
） 

 
 

ハ 

そ
の
他
職
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
〇
四
人 

２
・
３ 

（
略
） 

（
定
数
） 

第
三
条 

職
員
の
定
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

全
日
制
高
等
学
校
お
よ
び
中
学
校 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
一
五
八
人 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

二 
定
時
制
、
通
信
制
高
等
学
校 

 

イ 
校
長
教
諭
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一
〇
人 

 

ロ
・
ハ 
（
略
） 

三 

特
別
支
援
学
校 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
〇
三
人 

 
 

ロ 

（
略
） 

 
 

ハ 

そ
の
他
職
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
三
人 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

児
童
、
生
徒
数
の
変
動
等
に
伴
い
、
福
井
県
立
学
校
職
員
の
定
数
を
改
定
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

第
四
十
三
号
議
案

福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
号
議
案
　
福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
八
七



第
四
十
三
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

（
定
数
） 

第
三
条 

職
員
の
定
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

全
日
制
高
等
学
校
お
よ
び
中
学
校 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
、
一
六
〇
人 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

二 

定
時
制
、
通
信
制
高
等
学
校 

 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
一
三
人 

 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

三 

特
別
支
援
学
校 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
〇
一
人 

 
 

ロ 

（
略
） 

 
 

ハ 

そ
の
他
職
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
〇
四
人 

２
・
３ 

（
略
） 

（
定
数
） 

第
三
条 

職
員
の
定
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

全
日
制
高
等
学
校
お
よ
び
中
学
校 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
一
五
八
人 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

二 

定
時
制
、
通
信
制
高
等
学
校 

 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一
〇
人 

 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

三 

特
別
支
援
学
校 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
〇
三
人 

 
 

ロ 

（
略
） 

 
 

ハ 

そ
の
他
職
員 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
三
人 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

児
童
、
生
徒
数
の
変
動
等
に
伴
い
、
福
井
県
立
学
校
職
員
の
定
数
を
改
定
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
児
童
、
生
徒
数
の
変
動
等
に
伴
い
、
福
井
県
立
学
校
職
員
の
定
数
を
改
定
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
四
十
三
号
議
案
　
福
井
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
八
八



第
四
十
四
号
議
案 

 
 
 

市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

（
定
数
） 

第
三
条 

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

小
学
校 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
、
七
九
一
人 

ロ
～
ニ 

（
略
） 

二 

中
学
校 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
、
六
四
一
人 

ロ 

（
略
） 

ハ 

栄
養
教
諭
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
五
人 

ニ 

事
務
職
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
九
人 

２
・
３ 

（
略
） 

（
定
数
） 

第
三
条 

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

小
学
校 

イ 

校
長
教
諭
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
、
八
〇
一
人 

ロ
～
ニ 

（
略
） 

二 
中
学
校 

イ 
校
長
教
諭
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
六
八
四
人 

ロ 

（
略
） 

ハ 

栄
養
教
諭
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
六
人 

ニ 

事
務
職
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

七
一
人 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

児
童
、
生
徒
数
の
変
動
等
に
伴
い
、
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
改
定
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

第
四
十
四
号
議
案

市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第
　
　
　
号

市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
四
号
議
案
　
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
八
九



附

則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　
児
童
、
生
徒
数
の
変
動
等
に
伴
い
、
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
改
定
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
四
十
四
号
議
案
　
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
九
〇



  

第
四
十
五
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

 

一 

生
活
安
全
部
関
係 

 
 

１
～
５ 

（
略
） 

 
 

６ 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一
～
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

法
第
五
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
の

操
作
お
よ
び
射
撃
の
技
能 

 

に
関
す
る
講
習 

技
能
講
習
受

講
手
数
料 

一
万
四
千
円 

七
～
十
七 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

 
 

一
～
十 

（
略
） 

 
 

７ 

警
備
業
法
関
係 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

削
除 

  

 
 

三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四 

削
除 

 
 

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

 

一 

生
活
安
全
部
関
係 

 
 

１
～
５ 

（
略
） 

 
 

６ 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一
～
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

法
第
五
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
の

操
作
お
よ
び
射
撃
の
技
能 

 

に
関
す
る
講
習 

技
能
講
習
受

講
手
数
料 

一
万
二
千
七
百
円 

七
～
十
七 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

 
 

一
～
十 

（
略
） 

 
 

７ 

警
備
業
法
関
係 

事
務
の
区
分 
名
称 

金
額 

一 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

法
第
五
条
第
五
項
の
規

定
に
基
づ
く
認
定
証
の
再

交
付 

警
備
業
認
定

証
再
交
付
手

数
料 

二
千
円 

三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四 

法
第
十
一
条
第
三
項
の 

警
備
業
認
定 

二
千
二
百
円 

第
四
十
五
号
議
案

福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　

令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

福
井
県
条
例
第　
　
　

号

福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
号
議
案
　
福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
九
一



  

第
四
十
五
号
議
案 

 
 
 

福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
三
日
提
出 

 
 
 
 
 
 

福
井
県
知
事 

杉
本 

達
治 

福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
福
井
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

 

一 

生
活
安
全
部
関
係 

 
 

１
～
５ 

（
略
） 

 
 

６ 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一
～
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

法
第
五
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
の

操
作
お
よ
び
射
撃
の
技
能 

 

に
関
す
る
講
習 

技
能
講
習
受

講
手
数
料 

一
万
四
千
円 

七
～
十
七 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

 
 

一
～
十 

（
略
） 

 
 

７ 

警
備
業
法
関
係 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

削
除 

  

 
 

三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四 

削
除 

 
 

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
） 

 

一 

生
活
安
全
部
関
係 

 
 

１
～
５ 

（
略
） 

 
 

６ 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
関
係 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一
～
五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

法
第
五
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
の

操
作
お
よ
び
射
撃
の
技
能 

 

に
関
す
る
講
習 

技
能
講
習
受

講
手
数
料 

一
万
二
千
七
百
円 

七
～
十
七 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

 
 

一
～
十 

（
略
） 

 
 

７ 

警
備
業
法
関
係 

事
務
の
区
分 

名
称 

金
額 

一 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

法
第
五
条
第
五
項
の
規

定
に
基
づ
く
認
定
証
の
再

交
付 

警
備
業
認
定

証
再
交
付
手

数
料 

二
千
円 

三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四 

法
第
十
一
条
第
三
項
の 

警
備
業
認
定 

二
千
二
百
円 

  

  

 
 

五
～
十
八 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

規
定
に
基
づ
く
認
定
証
の

書
換
え 

証
書
換
え
手

数
料 

 

五
～
十
八 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 

別
表
第
一
号
８
の
表
を
削
り
、
同
号
９
の
表
を
同
号
８
の
表
と
す
る
。 

 

別
表
第
二
号
３
の
表
二
の
項
お
よ
び
三
の
項
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
お
よ
び
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
令
の
改
正
に
伴
い
、
手
数
料
の
額
の
改
定
等
を
行
い
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 

別
表
第
一
号
８
の
表
を
削
り
、
同
号
９
の
表
を
同
号
８
の
表
と
す
る
。

別
表
第
二
号
３
の
表
二
の
項
お
よ
び
三
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

理

由

　

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
お
よ
び
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形

成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
令
の
改
正
に
伴
い
、
手
数
料
の
額
の
改
定
等
を
行
い
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
四
十
五
号
議
案
　
福
井
県
公
安
委
員
会
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

一
九
二



第
四
十
六
号
議
案

県
有
財
産
の
無
償
貸
付
け
に
つ
い
て

　
六
呂
師
高
原
活
性
化
事
業
の
事
業
用
地
お
よ
び
施
設
と
し
て
、
次
の
と
お
り
財
産
を
無
償
で
貸
し
付
け
る
も
の
と
す
る
。

　
令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

一
　
貸
付
け
し
よ
う
と
す
る
土
地
お
よ
び
建
物
の
面
積

　
　
　
　
土

地
　
　
二
一
、
〇
九
九
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
建

物
　
　
九
七
・
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル

二
　
土
地
お
よ
び
建
物
の
所
在
地

　
　
　
　
大
野
市
南
六
呂
師

三
　
貸
付
け
の
相
手
方

　
　
　
　
福
井
市
手
寄
一
丁
目
十
六
番
地
十
四
号

　
　
　
　
六
呂
師
パ
ー
ク
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
（
仮
称
）

四
　
貸
付
期
間

　
　
　
　
土

地
　
　
令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
三
十
六
年
四
月
三
十
日

　
　
　
　
建

物
　
　
令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
四
月
三
十
日

第
四
十
六
号
議
案
　
県
有
財
産
の
無
償
貸
付
け
に
つ
い
て

一
九
三



提

案

理

由

　
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
四
十
六
号
議
案
　
県
有
財
産
の
無
償
貸
付
け
に
つ
い
て

一
九
四



第
四
十
七
号
議
案

包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　
包
括
外
部
監
査
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
す
る
。　

令 

和 

六 

年 

二 

月 

十 

三 

日 

提 

出

福

井

県

知

事

杉

本

達

治

一
　
契
約
の
目
的
　
　
　
当
該
契
約
に
基
づ
く
監
査
お
よ
び
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告

二
　
契
約
の
始
期
　
　
　
令
和
六
年
四
月
一
日

三
　
契
約
の
金
額
　
　
　
一
七
、
二
八
八
、
〇
〇
〇
円
を
上
限
と
す
る
額

四
　
費
用
の
支
払
方
法
　
　
　
契
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

五
　
契
約
の
相
手
方
　
　
　
住
所
　
福
井
市
春
山
二
丁
目
十
二
番
十
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
　
上
　
　
坂
　
　
誠
　
　
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
格
　
公
認
会
計
士

提

案

理

由

　
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
い
の
で
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。

第
四
十
七
号
議
案
　
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

一
九
五




	空白ページ

